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●授 業 時 間 帯 （土曜日は、原則として授業は行わない。） 

 

原則として夜間の授業（６～７時限）を履修するものとする。 

 

曜日 

 

時限 

 

   月曜日～金曜日 

 

     土曜日 

１時限 ８：４０～１０：１０  

２時限 １０：２０～１１：５０  

３時限 １３：００～１４：３０ １３：００～１４：３０ 

４時限 １４：４０～１６：１０ １４：４０～１６：１０ 

５時限 １６：２０～１７：５０  

６時限 １８：００～１９：３０  

７時限 １９：４０～２１：１０  

 

 

 

 

      正規試験期間・補講期間の授業時間帯は次のとおりとする。 

 

曜日 

 

時限 

 

   月曜日～金曜日 

 

     土曜日 

１時限   ８：４０～１０：１０  

２時限 １０：２５～１１：５５  

３時限 １２：４５～１４：１５ １３：１５～１４：４５ 

４時限 １４：３０～１６：００ １５：００～１６：３０ 

５時限 １６：１５～１７：４５  

６時限 １８：００～１９：３０  

７時限 １９：４５～２１：１５  

 

 

 

 

表紙挿絵：福島大学行政政策学類ロゴマーク
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この『学修案内』は、行政政策学類における履修基準、履修方法等の内容を記載したものです。 

履修にあたっては、学修案内の他に『教務関係日程表』及び『時間割』も併せて参照してください。 

『学修案内』の内容に変更等が生じた場合は、掲示等によりお知らせします。 

 

『学修案内』の見方・読み方 

 

 クラスごとに基本的な時間割が定まっている高校などとは異なり、大学では皆さんがそれぞれの目的

に応じて、開講されている授業科目の中から履修する科目を選択し、自分なりの「時間割」を作成しなけ

ればなりません。 

 本冊子には、皆さんが卒業するため、あるいは各種資格を取得するために修得しなければならない授

業科目の履修方法が詳細に記載されています。本冊子をよく読み、卒業及び資格取得のための基準をよ

く理解して、４年間の履修計画を立ててください。 

また、授業に関する連絡事項（掲示）は、基本的に学務情報システム LiveCampus（ライブキャンパス）

で行うため、定期的にログインし確認してください。 

これらを怠り、不利益を被ったとしても、誰にも責任を転嫁することができませんので、十分に注意し

てください。 

もし、学修の進め方でわからないことがあれば、気軽に教務担当窓口やアドバイザー教員（各演習の担

当教員）に相談してください。 

 

教務関係日程表について 

 

主な各種行事、手続き等の日程について「教務関係日程表」に示してありますが、それ以外の行事・手

続き等については、それぞれ期日を指定して掲示しますので、これを厳守してください。 

また、日程は変更することもあり得ますので、常に掲示に注意し、指定された期間内に必ず手続きを終

えるようにしてください。指定期間以外の受付は行いません。 

 

福島大学の教育目標 

 

福島大学は、正規課程および課外活動等のあらゆる機会を捉えて、自ら学び、主体的な人生設計と職業

選択を行うことのできる自立した人間の育成をめざします。 

また、東日本大震災および東京電力福島第一原子力発電所事故からの学びを活かし、「新たな地域社会

の創造」に取り組み、人口減少や高齢化、環境・資源・エネルギー問題などの地域および世界の「21 世

紀的課題」を自分事として捉え、複雑かつ困難な課題に果敢に挑戦する人材の育成を目標に掲げます。 

そのために「問題基盤型学習」を教育理念としたカリキュラムを備え、確かな専門知識や技術、実践的

なスキル、「解のない問い」に挑む態度などを身につけます。 
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福島大学のカリキュラム 

 

 

福島大学の教育理念 

 

    「問題解決を基盤とした教育」への転換 

    「解のない問題にチャレンジできる人材」の育成 

 

福島大学は、これからの大きな社会の変化に主体的に対応し、新たな社会形成に貢献するため「解のな

い問題にチャレンジできる人材」を育成することを教育の目的とします。そのために教育理念を「問題解

決を基盤とした教育」へ転換します。 

福島県は東日本大震災・東京電力福島第一原子力発電所事故の被災地として、21 世紀の課題を他より

も一⾜先に経験した地域ということができます。加えて、世界的な人口増加や我が国の人口減少、それら

に伴う経済問題や資源問題、環境問題、一方のグローバル化、テクノロジーの加速度的な発達、などの複

雑で複合的な課題を解決するためには、教育の在り方を転換しなければなりません。それは、予め準備さ

れた答えを探すのではなく、現実から学び、粘り強く問題を探究し、学生自身が問題解決のプロセスに参

加することが必要です。上に掲げた図は、このような考え方を概念的に示したものです。 
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行政政策学類の学びのかたちをつくるのは 

 

行政政策学類長 今西 一男 

 

 2026 年度新入生のみなさん、ご入学おめでとうございます。行政政策学類の教員・職員を代表して、

みなさんを心より歓迎いたします。行政政策学類が持つ知の蓄積を存分に活かして、大いに学んでいき

ましょう。 

 この『学修案内』はその道標となります。大学で学び、単位を修め、学士を得るためには、様々な決ま

りごとがあります。『学修案内』にはそうしたルールブックとしての役割があります。インターネット上

での公開となっていますので、インターネットに接続できれば、どこでも内容を確かめることができま

す。是非、使いこなしましょう。 

 しかし、決まりごとを守れば、大学での学びは豊かなものになるのでしょうか？確かに、大学によって

は必修科目が多く、決まりごとを守ることが卒業への最短経路になる場合もあるでしょう。しかし、行政

政策学類の学び、すなわち専門教育で修得すべき科目は極めて自由度が高く、学生のみなさんの設計に

委ねられていることが特徴です。 

 4 年間、全てのセメスターにおいて該当の演習科目（少人数教育）を受講することも特徴です。1 年次

のスタートアップセミナー・問題探究セミナーⅠは基盤教育の科目となりますが、担当教員の個性が表

れたテーマ設定がなされています。地域政策と法コース・地域社会と文化コースのいずれかに所属した

後に履修する 2 年次の問題探究セミナーⅡ・Ⅲは各コースの入門科目としての意味を持っています。そ

して 3・4 年次の演習は卒業研究とも直結した、専門性の高い内容を学びます。これらの演習科目での学

修も念頭に置きながら、様々な科目を学んでいきましょう。 

 とはいえ、これまでの人生での学びでは、学校の指定する科目を「学習」することに慣れてきた、自分

自身で学ぶテーマも、履修する科目も決めることは不安だ…そう思われるかも知れません。しかし、その

不安に向き合うことが、あなた自身で決める、行政政策学類の「学修」の第一歩となります。大いに悩み

ましょう。 

 既にお気づきだと思いますが、みなさんが目にしているのは『学修案内』です。「学習」ではありませ

ん。もちろん、大学でも基礎から「習う」場面はたくさんあります。決して「習う」側面を軽視していま

せん。しかし、「修める」ことには「習う」こととは違った、強い自主性が込められていると、私は思っ

ています。 

 大学での学びは、みなさんを一つの方向に導く、強制力があってはならないと思います。特に行政政策

学類のような人文社会科学を中心に文理を超えた幅広い分野を扱う学類では、なおさらだと思います。

テーマの設定、その際の核心的な問い、学び方、その先の人生航路…。様々なきっかけや、実践の仕方が

あってよいと思います。行政政策学類の学びはそうした自主性の発揮をみなさんに求めていますし、決

まりごとはあくまでも大枠だと思います。 

 よく就職活動にとりくむことになった 3 年生や 4 年生と話をしていると、面接の際の最も困る質問は、

行政政策学類では何を学ぶのか、説明を求められることだと聞きます。では、どう答えるのか？と私はに

やりとして聞き返します。その時、自分の意思で、この学類で何を学ぼうとしてきたのか、どのような学
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びを組み立てようとしてきたのか、自分の言葉で説明できる学生が一人でも増えることを、心から願っ

て止みません。それこそが、行政政策学類の学びのかたちをつくることに他なりません。 

 みなさんは卒業するために 124 という単位を修めなければなりません。これは残念ながらルールです。

しかし、124 を満たせばよいということではありません。一つのセメスターで受講できる科目数は限られ

ていますが、同じ授業料で、4 年間を使って様々な科目を履修していただいて構いません。多くの回り道

があってよいでしょう。試行錯誤しながら、自分なりの行政政策学類の学びのかたちをつくりあげてく

ださい。 

 この『学習案内』がルールブックである以上に、そのための指針として大いに活用されることを望んで

います。 
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（注） 

※1.「必修」とは、その科目を必ず履修しなければならないことを示す。 

「選択必修」とは、指定された複数の科目のうちいずれかを選択して履修しなければならないことを示す。 

「選択必修・自由」とは「選択必修」の要卒単位数を超える分について、自由選択領域科目として要卒単位にカウントすることができることを示す。 

「自由」とは、自由選択領域科目として要卒単位にカウントすることができることを示す。 

※2.教養領域」の学術基礎科目各分野 2 単位計 6 単位、キャリア設計科目 2 単位、外国語科目 2 単位、「問題探究領域」の問題探究科目 2 単位、計 12 単位を

修得した上で、更に「教養領域」の全科目、及び「問題探究領域」の問題探究科目、自主学修プログラムから要卒単位として計 9 単位を修得する。 

※3.「教養領域」のキャリア設計科目、健康・運動科目、外国語科目、情報科目は、昼間開講の科目を選択する。なお、学術基礎科目、キャリアモデル学習、

英語以外の外国語基礎Ⅰ・Ⅱ、英語以外の外国語応用Ⅰ・Ⅱ、情報リテラシーは、放送大学の活用もある。 

※4.①放送大学のドイツ語Ⅰ、フランス語Ⅰ、中国語Ⅰ、韓国語Ⅰは、「英語以外の外国語基礎Ⅰ・Ⅱ」に対応する。 

②要卒単位を超えて、昼間開講の「英語以外の外国語応用Ⅰ・Ⅱ」を選択する場合は、同一言語の昼間開講の「英語以外の外国語基礎Ⅰ・Ⅱ」を 

単位修得しなければならない。 

③要卒単位を超えて、昼間開講の「英語以外の外国語基礎(特設)Ⅰ・Ⅱ」を履修する者は、同一言語の昼間開講の 「英語以外の外国語基礎Ⅰ・Ⅱ」を 

同時に履修しなければならない。 

④授業科目の履修によらない外国語の履修単位修得もある。 

※5.基盤教育の必修単位を超えて修得した単位は、選択必修または自由選択の単位として計上することができる。 

※6☆印のある科目区分については、昼間開講科目に対応する科目がある。★印のある科目区分については、放送大学科目の活用もある。 
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研究倫理に関して 

 

一般的に、大学の役割は①教育、②研究、③社会貢献の３つだと言われており、大学に入学した皆さん

は、「教育を受ける」立場にいると同時に「研究を行う主体」であると見なされます。そして、研究を行

う上で最も重要なことのひとつに「研究倫理の遵守」が挙げられます。研究倫理とは、非常に簡単に言う

と、研究において差別的な立場をとったり偏見による類推や断言をすることによって、過去や現在に生

きる誰かを傷つけたり誰かの利益を損ねたりしないことや、研究を行う上で不正行為を行わないという

研究を行う者全てが守らなければならない規範・規則や考え方のことです。 

 

さて、先にも述べたように、皆さんは教育を受ける立場にいると同時に研究を行う主体でもあります。

研究というと自分とは関係ないものであると思いがちかもしれません。しかし、大学では学問を「教えて

もらう」のではなく、自ら主体的に問いを立て、探究し、学んでいく姿勢が求められます。また、自らが

学んだことをレジュメやスライドにまとめてプレゼンテーションを行ったり、レポートを執筆するとい

った機会が数多く存在します。さらに、大学での学びの集大成として「卒業研究」を行い、その成果を「卒

業論文」として執筆することが一般的です。これらの、皆さんが大学での学びの中で日常的に行わなけれ

ばならないことの全てが学問研究の一部であることを自覚しなければなりません。では、具体的にはど

のようなことに気をつければよいのでしょうか。ここでは、皆さんが 1 年生の時点から取組む機会の多

い「レポート」を例に見ていきましょう。 

 

レポートを作成する際は、教員から提示された、あるいは自分で設定したテーマについて、文献を読ん

だり、関連する資料・データを収集・分析したりして考察を深めていく必要があります。インターネット

が普及するとともに、近年では生成 AI のような新しい技術が登場し、関連資料やデータの収集等は昔に

比べて格段に容易になりました。こうした ICT 技術を活用できることも、大学生にとっては非常に重要

なスキルのひとつです。一方で、これらの新しい技術は、他者が作成した、または AI が出力した文章や

図表などをそのまま取り込んで使うことも容易にしてしまいました。少し難しい言葉になりますが、他

者が作成した文章や図表などを勝手に自分のものとして使うことを「剽窃（ひょうせつ）」と言います。

生成 AI の出力結果も、そのまま使ってしまうと、剽窃と判断されてしまう場合があります。この剽窃と

いう行為は研究不正の代表的なもののひとつであり、残念ながら、大学生が作成するレポートにおいて

も時折見られるものです。レポートは必ず自分の言葉で書くことが基本となります。とは言え、先人の知

見を参照することはレポートを作成する上では避けて通れません。生成 AI も、適切に利用すれば、学修

効率を上げることができるかもしれません。そこで、他者の作成した文章や図表などをレポートに掲載

する際は、「引用」を行い、誰の文章・図表等を引用したかを示す「出典」を明示する必要があります。

生成 AI については、利用した事実や、生成 AI の出力結果を利用した該当箇所等を明記しなければなら

ない場合があります。一般的な引用や出典明示のルールや方法は、これからスタートアップセミナーや

様々な科目で学んでいくことになります。また、生成 AI については、授業等における利用の可否・方法

等がそれぞれの授業科目によって異なることがあるため、生成 AI を利用する際は、事前に担当教員や指

導教員に確認することも必要になるでしょう。まだピンとこない部分も多いかもしれませんが、①「引

用」と「出典の明示」を用いて、自分で作成したものと他者の作成したものを明確に区別しなければなら



7 

ないということ、②生成 AI の出力結果を安易にそのまま用いてはならないということは、現時点で強く

認識しておいてください。 

 

研究倫理を逸脱することは、明確な不正行為であり、単位の取消や場合によっては卒業できなくなって

しまうような重大なことであることを自覚してください。研究倫理について学ぶ機会はきちんと用意さ

れています。研究倫理を守り、皆さんが健全に学問研究に取組んでいくことに期待しています。 

 

教育推進機構   

高等教育企画室 
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教務関係日程表 

 

令和 8（2026）年度「教務関係日程表」は、以下のリンクからご覧ください。 

https://kyoumu.adb.fukushima-u.ac.jp/pdf/index/R8kyomu_schedule.pdf 

 

＜関連＞時間割情報 

https://kyoumu.adb.fukushima-u.ac.jp/a_syllabus-02.html 

 

 

履修に関する基本的事項 

 

 学修案内はみなさんが卒業するために、あるいは各種資格を取得するために必要な履修方法などの情

報を掲載しています。よく読んで、それぞれ自分自身の「履修計画」を立ててください。 

 

 各学類には、卒業要件として履修基準表が示されています。履修基準表では、「接続領域」「教養領域」

「問題探究領域」で構成される「基盤教育」に、「専門教育」「自由選択」を加えて大きく３つに区分され

ています。基盤教育とは、大学での学修の基礎を築くとともに、よりよい社会を築くための現代的教養を

身につけ、問題発見・追究・解決の基本を身につけることを念頭に置いた区分です。専門教育とは、基礎

的科目の履修を重視しつつ，各学類・コースの教育目的，人材育成の目的を達成するために身につけるべ

き専門的な知識や技術を学ぶための区分です。自由選択は、他学類や他コースの科目を横断的に履修し

て学際性の幅を広げることを念頭に置いた区分です。 

 学修案内に記載されない個別の連絡事項については、学類ごと所定の掲示板に掲示しますので、毎日

立ち寄り確認してください。授業担当教員からの連絡事項などは、LiveCampus（ライブキャンパス／教

務事項を含む統合 WEB システム。「LC」と省略します）の案内のみの場合もあるので、こちらも１日１

回は確認してください。 

 学修案内の記載事項や掲示を見落として単位が修得できず、卒業や資格取得ができなくなったとして

も、それはみなさんの自己責任となります。不明な点があれば、教務課の各学類係で確認してください。 

 学修案内の修正、変更は随時行います。掲示や LC でお知らせしますので、確認漏れのないようにして

ください。特に４月・１０月のセメスター始めは教室変更など多数の修正・変更が生じると予想されま

す。 

 

１．授業時間帯、セメスターについて 

（1）単位と授業時間 

 大学で開講される科目にはそれぞれ単位数が定められています。みなさんが授業を受講し、担当教員

によって一定の水準に達したと評価されたときにこの単位が認められます。卒業もしくは各種資格を取

得するためには、定められた科目について単位の認定を受け、必要な単位数を修得しなければなりませ

ん。 

https://kyoumu.adb.fukushima-u.ac.jp/pdf/index/R7kyomu_schedule.pdf
https://kyoumu.adb.fukushima-u.ac.jp/a_syllabus-02.html
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 授業科目の単位数は、「大学設置基準」により 1 単位の授業科目を 45 時間の学修を必要とする内容を

もって構成することを標準とし、授業の方法や、授業時間外の学修等を考慮して大学が定めるとしてい

ます。 

 本学における 1 時限（単位算出上の用語として 1 コマと称す）90 分の授業は、設置基準上の 2 時間と

みなします。 

■設置基準でいう 45 時間 1 単位を満たすためには、自宅等において授業時間外の自学自習（予習・復習）

を行うことが求められていることに留意してください。 

 

授業時間表 

曜日時限 月～金曜日 土曜日 

１時限 8:40～10:10 
※土曜日は、昼間開講科目の授

業を行わない。 
２時限 10:20～11:50 

（昼休み） （11:50～13:00） 

３時限 13:00～14:30 13:00～14:30 

４時限 14:40～16:10 14:40～16:10 

５時限 16:20～17:50 16:20～17:50 

６時限 18:00～19:30 18:20～19:50 

７時限 19:40～21:10  

※ 各学類授業時間割表（教務課 HP） 

 ※ 専門科目の一部を夜間主の授業時間帯（平日６・７時限、土曜３～６時限）に開講することがありますので、注意してください。 

 ※ 夜間主の授業は、通常、平日の６・７時限、および土曜日の３・４時限に行われます。 

 

（2）セメスター 

 本学では、在学経過年とともに自動的に学年（年次と呼ぶ）が進行します。在学しなければならない 4

年間を年 2 期（4～9 月を前期、10～3 月を後期）に分け、各期を「セメスター」と言います（4 年間で計

8 セメスターとなる）。このため、1 年次前期は第１セメスター、同後期は第２セメスターとなり、順次

進行してゆくことになります。 

ただし、食農学類生については、各年次における進級要件が定めてあるため、進級要件を満たせなかっ

た場合は、当該セメスターに留め置かれることになります。 

 

（3）みなし曜日 

 本学では半期 15 コマの授業日程を確保するために「みなし曜日」という仕組みを取り入れています。

年により違いがありますが、暦の関係でいずれかの曜日が半期 15 コマに⾜りないケースが生じます。そ

こで本来の曜日ではない「みなし曜日」を設定し、不⾜する曜日分の日程を確保するというものになって

います。例えば、「水曜日」なのに「みなし月曜日」の設定がある日は、水曜日の授業を行わず、月曜日

の授業を行います。実際のみなし曜日については「教務関係日程表」で確認しましょう。 
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２．履修科目の登録手続きについて 

（1）授業を履修するには、必ず履修登録をしなくてはなりません。履修登録は、インターネットに接続 

されたパソコンから、「LC」に接続して行います。詳しくは、新入生ガイダンスで配布した「共通ガ 

イドブック」や LC の学内共有ファイルにあるマニュアルを参照してください。なお、「LC」はパソ 

コンでの使用を前提としたシステムであり、スマートフォンやタブレット端末での動作は保証して 

いません。ID・パスワードを忘れた場合は、情報基盤センター１階事務室で手続きをしてください。 

また、電話での問い合わせには応じられません。 

（2）定められた期間内に登録をしなかった授業科目については、いかなる理由があっても受講すること 

は認められませんので注意してください。 

（3）特定の授業科目を履修（修得）した後でないと受講できない等の制限が設けられている科目もあり 

ますので、学修案内・時間割表等で確認の上、登録するよう注意してください。 

（4）次の場合、履修登録の際「LC」でエラーとなり、履修は認められませんので注意してください。 

  ①二重履修・・・同一時限に同時に開講する２つ以上の授業科目を履修すること。 

          特に、集中講義の日程が 1 日でも重ならないように注意してください。 

  ②すでに修得済みの授業科目（入学前の既修得単位として認定された科目を含む）と同一の授業を

再び履修すること。 

  ③同時履修・・・同一の授業科目を同一セメスターに複数受講すること。 

（5）履修登録期間は教務関係日程表を参照してください。期間内に履修登録と履修登録内容の確認を 

「LC」の時間割表画面で行ってください。 

（6）授業科目の中には、教室の収容人員の都合上、受講者を制限するものがあります。特に基盤教育の 

授業科目の受講調整は、一定の手続きにしたがって行われます。詳細は接続領域、教養領域、それぞ 

れの履修方法の説明で確認してください。また、専門教育科目でも同様に受講者を制限する場合があ 

ります。入学時におこなうガイダンスや掲示でも説明をおこないますので、必ず指示にしたがってく 

ださい｡調整対象となった科目は、受講許可を得なければ履修登録ができなくなるので十分に注意し 

てください。 

 

３．試験及び成績について 

（1）試験及びレポートについて 

① 試験について 

試験には、厳格な規則（試験規則など）が適用される正規試験と、担当教員の判断で随時行われる 

平常試験があります。正規試験を欠席した場合には、追試験または履修撤回の手続きが認められた場合

を除き、自動的に不合格となります。正規試験は、授業期間終了後の決められた期間（教務関係日程表

参照）に実施されます。 

  正規試験を実施する科目は試験期間開始日の２週間前までに、正規試験の日程は試験期間開始日の

１週間前までに発表されます。試験の時間割は、通常の授業の時間帯・教室等と異なる場合が多いので

十分注意してください。 

 

 



11 

試験期間の授業時間表 

曜日時限 月～金曜日 土曜日 

１時限 8:40～10:10 
※土曜日は、昼間開講科目の試験を行わ

ない。 
２時限 10:25～11:55 

（昼休み） （11:55～12:45） 

３時限 12:45～14:15 13:15～14:45 

４時限 14:30～16:00 15:00～16:30 

５時限 16:15～17:45 16:45～18:15 

６時限 18:00～19:30 18:45～20:15 

７時限 19:45～21:15  

 

また、試験日程発表後に教室や実施日が変更になる場合もありますので、試験期間中の掲示には特に注

意してください。 

正規試験を受験する際の諸注意事項は、学生受験心得に定められていますので、受験の前に熟読してお

いてください。また、福島大学試験規則も同様に熟読してください。さらに、以下の事項にも留意してく

ださい。 

 

追試験制度 

病気その他やむを得ない事情により正規試験を受験できなかった場合は、追試験を認めることがあり

ます。追試験の受験を申請する者は、所定の期間に追試験受験願を提出しなければなりません。その際

に、病気の場合は医師の診断書、公共交通機関の遅延の場合は遅延証明書が必要となります。 

公共交通機関の突発的な事故等による追試験は、以下を条件として認められることに注意してくださ

い。 

・試験開始 5 分前に余裕をもって間に合うように、通常の公共交通機関を利用して登校しつつあった

が、当該事故等によって試験開始時刻に遅れた。 

・当該事故等について、試験日程の変更や試験開始時刻の変更などの措置がとられなかった。 

 

不正行為に対する処分 

不正行為（カンニング等）を行った場合、当該科目だけでなく、そのセメスターの履修登録がすべて取

り消しになるほか、学則に基づき懲戒処分を受けることになります。 

 

学生証の携帯 

学生証を携帯しなければ正規試験を受験することはできません。筆記試験の時間中は、学生証を机上の

見やすいところに置いてください。 

 

 



12 

②レポートについて 

 正規試験としてのレポート試験は、筆記による正規試験と同様の扱いとなります。すなわち、未提出者

は正規試験を欠席したものとみなします。 

 上記以外のレポート（平常レポート）は、科目ごとの指示に従ってください。教務課へ提出する場合は、

教務課事務室前に設置されている平常レポートボックスに入れてください。なお、期限を過ぎたものは

いかなる理由があっても受け付けません。 

 レポートの体裁は、レポート試験・平常レポートともに必ず次のような表紙をつけ、担当教員から特に

指示があった場合を除き、A４版 400 字詰横書き原稿用紙を用い、複数枚の場合は必ずステープラー（ホ

チキス）で綴じて提出してください。 

 

表紙見本（本文は 2 枚目からとする） 
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・レポート作成の際の注意事項 

 文献やインターネット上の文章・図・表等をレポートに利用する際には、利用した箇所が明らかになる

ように、必ず出典を明記してください。 

以下の行為は不正行為になります。絶対に行ってはいけません。→「研究倫理に関して」を参照 

◆作成者の許諾のあるなしに関わらず、他者が作成したレポートを盗用し、自分が作成したものと偽っ 

て提出すること。 

◆出典を明らかにせずに、文献やインターネット上の文章・図・表等の内容をコピーし、レポート作成

に利用すること。 

 

特に、インターネット上の文章・図・表等を、出典を明らかにせず、単に「コピー/貼り付け」してレ

ポートを作成することは、著作権を侵害するという点で社会的にも許されない行為です。複数の文章・

図・表等を組み合わせてコピー/貼り付けした場合でも同様です。レポート作成において、文献やインタ

ーネット上の文章・図・表等を利用する際のルールについてわからない場合には、担当教員に相談してく

ださい。 

 

また、近年、ChatGPT をはじめとする「生成 AI」が注目を集めています。 

 レポート作成に生成 AI を用いる場合、生成 AI に対する理解を深めた上で、適切に利用してください。

→ 「福島大学における生成 AI の利用に関するガイドライン」を参照 

 生成 AI は、適切に利用すれば学修や作業の効率化が図られること等が見込まれます。しかし、適切に

利用しないと、研究不正や情報漏洩に繋がってしまう危険性も含んでいます。また、依存しすぎると自身

の学びに繋がりません。 

 授業等における生成 AI 利用の可否は、それぞれの授業科目によって異なることがあるため、生成 AI

を利用する際は、事前に担当教員や指導教員に確認してください。 

 

（2）単位の認定及び成績評価について 

 本学の単位の認定は、各科目について次の５段階で評価し、S～C を合格とします。各科目の評価方法

等は、シラバスに明示されています。 

 単位の認定は、正規試験としての筆記試験やレポートによるばかりでなく、平常試験や平常レポート

等で行われることもあります。 

 

 評語 学修成果 評点 GP 

合格 

S 単位認定基準を満たし、かつすべての項目で優秀な学修成果をあげた 90 点～100 点 ４ 

A 単位認定基準を満たし、かつ多くの項目で優秀な学修成果をあげた 80 点～89 点 ３ 

B 単位認定基準を満たし、かついくつかの項目で優秀な学修成果をあげた 70 点～79 点 ２ 

C 単位認定基準を満たす最低限の学修成果をあげた 60 点～69 点 １ 

不合格 Ｆ 単位認定基準の学修成果をあげられなかった 59 点以下 ０ 

 ※GP（Grade Point）については、以下「４．ＧＰＡ制度について」を参照してください。 
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・単位認定上の注意事項 

授業料を所定の期間に納入しなかった者（授業料全額免除者を除く）が履修する科目の単位認定は、授

業料の納入が確認された後に行います。したがって、授業料未納によって除籍された者が未納期間に履

修していた科目は、単位を認定しません。 

 

・集中講義の単位認定『セメスター』について 

集中講義の日程ならびに単位認定『セメスター』については、履修登録手続き前に掲示します。開講日

程(時間帯）が 1 日でも重複している場合は、いずれかを削除・撤回しない限り両方とも履修できません。 

 

（3）成績発表について 

 各セメスターの成績発表日以降、「LC」で成績を確認することができます。各セメスターの成績発表日

（教務関係日程表参照）以降に当該セメスター分が追加されますので、各自で必ず確認してください。な

お、紙での交付は行いません。成績の確認は、メンテナンス期間を除き随時可能です。（成績発表前日ま

でが学修ポートフォリオの入力期限となっていますので、忘れないようにしてください。） 

 

（4）不服申立てについて 

 成績評価について不服がある場合には、セメスターごとの所定の期間内（教務関係日程表参照）に申立

てをすることができます。不服申立ては「LC」により行います。申請方法等の詳細は、掲示によりお知

らせします。 

 この「不服申立て」に対しては当該授業科目の担当教員が個別に対応します。ただし、非常勤講師担当

の授業科目にかかわる「不服申立て」については教務課で対応します。 

 成績に対する不服は、単に自分が期待した評価が得られなかったというだけでは、申し立てることは

できません。「不服申立て」にあたっては、シラバスの成績評価基準による自己採点と得られた成績評価

との間に明らかにギャップがあるなど、不服申立てを行うに⾜る合理的な根拠を明確に説明することが

必要です。要件を満たさない申立ては受理されません。 

 

４．ＧＰＡ制度について 

 

GPA とは何か－「量」より「質」の学修 

 卒業するためには、124 単位を修得しなければなりませんが、この「単位」は、大学における学修の

「量」をカウントするものです。これに対して、GPA とは、大学で修得した単位の「質」（クオリティ）

を測定する尺度です。 

 GPA は、学生が履修した科目の成績評価（S、A、B、C 及び F）をそれぞれ 4、3、2、1、0 に点数化

（これを Grade Point＝GP といいます）し、履修科目の 1 単位当たり平均 GP の値を計算します。本学

では、例えば奨学金の募集上の基準や研究室への所属決定の際の基準など様々な形で利用されています。

また、就職において成績を重視する企業も増えていますので、採用上の判断材料として使われる場合も

あるようです。 

 GPA は、学修の「量」より「質」を求める制度ですので、１セメスター当たりの履修登録単位数を制
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限する Cap 制度があります。 

 GPA 制度は、履修登録した授業科目に対する学生の履修責任を前提としています。履修登録撤回の手

続きをとらずに、ある科目の学修を途中で放棄した場合には、不合格と同様に扱われ、GPA を大きく引

き下げることになります。このようなことにならないように、よく考えて履修計画を立ててください。そ

の際、履修計画の手引きとして、シラバスがあります。シラバスには、その授業科目でどのようなことを

学修するのか（授業概要・授業計画）、また学修の達成度をどのように評価するのか（評価方法）が、担

当教員によって詳細に示されています。 

 もちろん、学修の「質」の向上は、学生の努力だけで達成されるものではなく、教員の教育責任も当然

の前提となります。授業でよく理解できないところがあったら、オフィスアワーなどを利用して、直接担

当教員に質問をしましょう。また、シラバスに書かれていた「評価方法」に照らして、成績評価に疑問を

感じた場合には、授業担当教員に不服申立てをすることもできます。 

 GPA の最高点は 4.0 です。より高い GPA を獲得できるように、「量」だけでなく「質」の向上も目標

として学修してください。 

 

前頁の表で、S～C の評価及び不合格 F を４～0 に点数化したものを GP（Grade Point）といい、さら

に、以下の式によって、１単位当たり平均 GP の値を計算したものをＧＰＡといいます。ＧＰＡは、小数

点第３位を四捨五入し、小数点第２位までの値を計算します。 

 

（注）ＧＰＡ対象外科目 

 

以下科目は GPA 算定上、除外されます。 

全学類で共通 自主学修プログラム、「Ｎ」評価科目（他大学等で修得した科目等の認定単位） 

人間発達文化学類 

特別支援学校教育実習（基礎及び応用）、教育実習（事前・事後指導含む）、保育実

習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、日本語教育実習Ⅰ・Ⅱ、博物館実習、美術館実習、社会教育課題研

究、社会教育実習 

行政政策学類 
要卒単位に計上されない教職に関わる科目、キャリアモデル学習、コア・アクティブ

科目 

経済経営学類 要卒単位に計上されない教職に関わる科目 

共生システム理工学類 

教員免許取得のための科目のうち「教育の基礎的理解に関する科目」、「道徳、総合

的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目」及び「教育実践

に関する科目」に該当する科目、学芸員資格取得のための科目のうち「生涯学習社会

と学校・家庭・地域」及び「博物館実習（自然系）」 

食農学類 要卒単位に計上されない教職に関わる科目、食農地域実習 
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【ＧＰＡ関連諸制度】 

 

 ＧＰＡ制度の下には、これが有効に機能するようにさまざまな制度が設けられています。以下の（１）

～（２）の制度を正しく理解していないと、ＧＰＡの計算に不利な結果を生ずる可能性がありますので、

注意してください。 

 

（1）履修登録上限（Cap）制度について 

 本学では、単位修得に必要な予習・復習の時間を確保し、さらに、受講科目の「単位認定基準」が達成

されるように、セメスターごとに履修登録できる単位数の上限を設定しています。これを「Cap 制度」と

いい、以下のようになっています。 １セメスター当たり 24 単位。（共生システム理工学類のみ 30 単位） 

 

（注）Cap 除外科目 

以下の科目は Cap 計算上、除外される科目です。 

全学類で共通 

社会とデータ科学の基礎、集中講義、自主学修プログラム、外部検定試

験や海外留学・語学研修、単位互換科目など、学外での学修が単位とし

て認定される科目 

人間発達文化学類 
教職に関わる科目（免許取得を希望する教職登録者のみ。ただし、１年

次は希望しない学生でも対象科目は除外） 

行政政策学類 

要卒単位に計上されない教職に関わる科目、社会教育実習、社会福祉課

題研究、考古学実習、古文書学実習、博物館実習、コア・アクティブ科

目、中国語コミュニケーション、英語コミュニケーション、English 

Presentations 

経済経営学類 要卒単位に計上されない教職に関わる科目 

共生システム理工学類 

教員免許取得のための科目のうち「教育の基礎的理解に関する科目」、

「道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関

する科目」及び「教育実践に関する科目」に該当する科目、学芸員資格

取得のための科目のうち「生涯学習社会と学校・家庭・地域」及び「博

物館実習（自然系）」 

食農学類 要卒単位に計上されない教職に関わる科目、食農地域実習 

 

（2）履修登録撤回制度について 

 履修登録をした科目について、授業内容が予想していたものと違っていた、または授業についていけ

ない、などを理由にして所定期間内に手続きをした者に、履修登録撤回を認める制度を「履修登録撤回制

度」といいます。 

 これは、上記のような場合に、学生の自主的な履修登録撤回によって、低いＧＰを取得しＧＰＡが低下

することを回避するための措置です。 
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≪履修登録撤回期間≫ 

 具体的な日程は「教務関係日程表」により確認してください。 

 集中講義については、集中講義開始日の翌日まで履修登録撤回を認めます。ただし、食農学類開講の

「畜産学特別実習」と「森林特別実習」については、履修登録撤回は認めません。また、共生システム理

工学類の実習関係の集中講義に関しては，６月３０日までを撤回期日とします。 

 

 履修登録撤回は、学生の履修計画を前提とした例外的な措置であるため、ある科目を履修撤回した場

合に、代わりに別の科目を追加登録することはできません。 

 なお、履修登録撤回の手続き期間経過後から授業期間の最終日（集中講義の場合はその最終日）まで

に、病気や事故などやむをえない理由で、履修登録をした科目の受講を継続することが困難になった場

合などは、例外的にさかのぼって履修登録撤回を認めることがあります。入院していた証明書などを添

付の上、授業期間の最終日（集中講義の場合はその最終日）までに、教務課へ申請する必要があります。 

 

（注）履修登録撤回を認めない科目 

以下の科目は、履修撤回が認められません。 

学類で共通 

受講調整実施科目、スタートアップセミナー、社会とデータ科学の基

礎、キャリア形成論、健康運動科学実習、 

英語Ａ、英語Ｂ、英語(夜間主)、英語以外の外国語（基礎、基礎（特

設）、応用）、 

スポーツ実習、情報リテラシー、問題探究セミナーⅠ 

人間発達文化学類 問題探究セミナーⅡ、卒業研究科目 

行政政策学類 必修科目、単位互換を除く放送大学科目（夜間） 

経済経営学類 「全学類で共通」欄のとおり（専門科目における制限は無し） 

共生システム理工学類 必修科目 

食農学類 

すべての専門教育科目 

※ただし、集中講義を除く 

※集中講義のうち「畜産学特別実習」および「森林特別実習」は撤回を

認めない 

 

５．シラバスについて 

 

 「シラバス  (syllabus)」とは、「授業計画」のことで、授業名、担当教員名、講義目的、各回の授業内

容、成績評価の基準や方法、予習・復習についての指示、教科書・参考書、履修条件などが記載されてい

ます。学生のみなさんは、履修計画の参考に使うほか、授業期間全体を通じた授業の進め方を確認し、各

回の授業に求められる予習・復習の参考にすることができます。 

 履修計画を立てる際には、まず年度始めのガイダンス、学修案内によりその年度にどの科目を受講す

べきか、受講可能であるかを確認します。学修案内の科目一覧には、授業の詳細な内容までは記されてい
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ませんので、シラバスを参照して履修計画を立てることになります。受講時には授業全体に対する現在

の授業の位置づけを確認したり、予習・復習のためのアドバイス、参考書などが勉強の参考になりますの

で、必ず自分の目で確認してどんどん活用してください。 

 また、シラバスには当該科目に関連する DP（ディプロマポリシー）の各項目の割合が示されています。

後段で説明がありますが、各学生の学修履歴の記録やふり返りなどのツールとしてラーニング・ポート

フォリオ（L ポートフォリオ）上で活用するためのものです。個々の授業を履修する際に特に意識する必

要はありませんが、DP の各割合に応じてポイントが算出されるので、単に科目の単位（評価）だけでな

く、DP の達成度も客観的に計ることが可能です。Lポートフォリオでは卒業するまでセメスターごとに、

自己評価、授業評価を行い、それを 4 年間積み上げ、卒業までの自己の成長を記録します。 

 

（1）「ＬＣ」のシラバス  

 福島大学では、学生の履修登録システムとして「LC」を導入していますが、履修登録時や授業履修時

に参考になるように、各授業のシラバスも「LC」から閲覧できるようになっています。「LC」にログイ

ンし、「シラバス」の項目から履修したい授業科目を検索して参照してください。 

 な お 、 自 宅 や ア パ ー ト 等 、 大 学 外 か ら 「 LC 」 の シ ラ バ ス を 参 照 し た い 場 合 は 、

https://kyoumu.adb.fukushima-u.ac.jp/より「LC」を選択し参照してください。（教務課 HP からログイ

ン不要で参照可能なシラバスは簡易版です） 

 

（2）詳細シラバス 

 教員によっては、授業の最初の時間に、「LC」に掲載したシラバスに加え詳細なシラバスを配布する場

合があります。また、授業時の資料配布やシラバスの補⾜などを教員のホームページ等で行っているこ

ともありますので、授業時のアナウンスを参考にしてください。 

 

６．オフィス・アワーについて 

 

 学生は授業の前後や教員の都合の許す時間帯に、履修上の相談や授業に関する質問等をすることが出

来ますが、「オフィス・アワー」とは、教員（非常勤講師を除く）が研究室等において、そうした相談や

質問に応じるため、あらかじめ設定されている時間帯のことです。各教員は、毎週特定の時間帯をオフィ

ス・アワーとして設定し、研究室等に待機しています。学生のみなさんは、オフィス・アワーを利用して

研究室を訪れ、いろいろな質問や相談をすることができます。非常勤講師は研究室を持たないため、質問

などは授業前後の時間を利用するなどしてみてください。 

大学の授業は、一般に 15 回にわたって体系的に構成されているため、一つの疑問点をそのままにして

いると、授業全体が理解できなくなるおそれがあります。まさに、「聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥」

です。また、疑問点を質問するばかりでなく、オフィス・アワーを利用して、その授業科目のより発展的

な勉強をするのにはどうすればよいか、担当教員にアドバイスを求めるのもよいでしょう。各教員のオ

フィス・アワーの時間・場所等についてはシラバスで調べることができます。 
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７． その他履修上の注意点 

 

①各セメスターの所定の期間に「履修登録」に関わる一連の手続きを怠った場合、当該セメスターの履 

修を認めないので、注意してください。 

②各科目の履修方法等に従い履修してください。これに反する履修は認めません。違反した場合、 

単位の修得ができなくなる場合があります。 

③指定された履修年次（セメスター）で単位を修得しないと、以降の学年での履修計画に支障を来すこと

があるので、注意してください。 

④出席不良により、正規（平常）試験の受験を認めないことがあるので、注意してください。 

⑤講義等の録画・録音は、原則として認めません。ただし、やむを得ない場合は、担当教員の許可を得た

上で認めることがあります。 

 

ラーニングポートフォリオについて 

 

ラーニングポートフォリオ（LC 上は「学修ポートフォリオ」という名称になっています。この文章上

は以降 L ポートフォリオで説明します。）は、自身の学修履歴の記録や学修の振り返りのツールで、LC

上に構築されています。L ポートフォリオで自己評価を記録していくことにより、自身の能力向上への意

識が強くなります。また、評価結果は授業やカリキュラムの改善にフィードバックされます。 

L ポートフォリオを使う場合は、ネットワークに接続し、自身のコンピュータを使って、LC にアクセ

スし、左部メニューから選択します。L ポートフォリオでは、次のことを行います。 

 

（１）学修目標 

長期的な目標として、自己認識、年次ごとの目標、セメスターごとの活動記録などを記録します。 

（２）学修成果シート 

短期的な目標として、基盤教育、専門教育、英語の３区分において、目標 → 活動成果（振り返り）

を記録します。〈福島大学学生に期待する姿勢と能力〉（全学 DP）や自分の所属する学類の DP（DP は

ディプロマ・ポリシーの略で、大学が学位を与える方針）に即して作られたルーブリック（評価基準表）

で自己評価します。また、自己評価のコメントも記入します。 

（３）成績情報の確認 

「成績ダッシュボード」において、各自の成績をグラフなどで確認することができます。 

（４）その他 

教員免許状を取得する場合は教職履修カルテを登録したり、ボランティア活動やサークル活動など各

自の活動記録を自由に記録できます。 

 

学修成果シートは、セメスター（学期）ごとに、指定された期間内に記入する必要があり、記入が完了

しないと、次のセメスターの履修登録ができなくなります。 

全学 DP、各学類のルーブリックは下記のとおりです。左側に能力の内容を示し、「克服すべきレベル」

から「応用レベル」まで能力のレベルが記載されています。各項目の内容をよく読んで、自身が該当する



20 

レベルを L ポートフォリオ上でマークしてください。 

 

（ https://kyoumu.adb.fukushima-u.ac.jp/pdf/f_guidebook/portfolio_manual.pdf ）→「学修ポートフォ

リオ利用マニュアル」 

 

 

 

全学 DP の〈福島大学学生に期待する姿勢と能力〉ルーブリック 

大項目* 中項目** 
４ 

応用レベル 

３ 

実用レベル 

２ 

ミニマムレベル 

１ 

スタートレベル 

0 

克服すべきレベル 

最新の専門

知識及び技

術 

（専門知

識・技術） 

資料の収集・分析・統

合、語学、ライティン

グ、プレゼンテーシ

ョン、ディスカッシ

ョンなどの基本的な

アカデミック・スキ

ル 

ほとんどのアカ

デミックスキル

が十分に身につ

いており、他者

にアドバイスす

ることもできる 

基本的なアカデ

ミック・スキル

を身に付けてお

り、ある程度実

用レベルに達し

ている 

授業以外でもア

カデミック・ス

キルを身に付け

ようと努力して

いる 

大学で学修する

ためにアカデミ

ック・スキルを

身に付ける必要

性があることを

理解できる 

基本的なアカデ

ミック・スキル

が身についてい

ない 

最新の学問的知識や

技術を身につけ、現

代社会における自ら

の専門領域の役割を

考え、知識や技術を

改善したり更新した

りする態度 

自身の専門分野

のより新しい知

見を得ようとし

ており、それを

社会に役立てよ

うとしている 

自分の専門分野

では非専門とす

る者よりも確実

に知識や技術を

持っている 

自分の専門分野

に関する本やイ

ンターネットの

記事を読んだり

集めたりしてい

る 

自身が大学で身

に付けるべき専

門性を意識して

いる 

自身の専門性が

曖昧で、力や意

欲も⾜りない 

本質を見極

めるための

教養と学際

性 

（教養と学

際性） 

物事の本質を見極め

るための探究的態度

と、自らの専門性や

技術を対象化・客観

化させるための幅広

い教養の定着 

身近な事象や社

会的事象を幅広

い教養で受け止

め、専門にこだ

わることなく探

究しようとする 

人文科学や社会

科学、自然科学

と自分の専門を

関連付けること

ができる 

自分の専門分野

以外の本やイン

ターネットの記

事を日常的に読

んでいる 

教養を身に付け

る必要性を理解

している 

探究的態度が弱

く、教養の必要

性を理解してい

ない 

他領域の学問を学ぶ

ことで自らの専門性

を拡張させ、物事を

総合的に、かつ俯瞰

的に見るための知識

のネットワーク構築 

専門性を拡張さ

せ、物事を総合

的 に 見 る た め

に、幅広い知識

のネットワーク

が構築できてい

る 

自身の専門領域

以外に関心をも

つ学問分野を持

っており、知識

をつなぎ合わせ

ることができる 

レポートを書く

とき、自分の専

門分野以外の領

域にも言及する

ことができる 

知識と知識を関

連付けることの

必要性を理解し

ている 

知 識 が 断 片 的

で、自分の専門

分野の意味も理

解できていない 

協働的な問

題探究 

（社会的ス

キル） 

日常生活や国際社会

に 対 す る 問 題 意 識

や、自らの専門性を

生かして問題を発見

し、問題解決に取り

組むためのスキル 

幅広い問題意識

や問題発見・解

決のスキルを実

際の問題解決に

活用できる 

問題の持つ多様

な 側 面 を 分 析

し、自分なりの

アプローチで問

題解決に向かお

うとする 

自分の関わる日

常的な問題につ

いて粘り強く問

題解決に向けて

努力することが

できる 

日常生活や国際

社会に対する問

題意識を一定程

度もっている 

日常生活や国際

社会に対する問

題意識が弱い 

高度なリーダーシッ

プやフォロワーシッ

プなどのグループワ

ークのスキルや、他

者との協働による問

題探究の実践 

高度なグループ

ワークのスキル

が身についてお

り、他者と協働

して問題探究で

きる 

グループワーク

でリーダーシッ

プを発揮するこ

とができ、全体

がうまくいくよ

うに工夫できる 

グループワーク

において、自身

の役割を意識し

て参加すること

ができる 

少々苦手であっ

てもグループワ

ークに参加する

ことができる 

グループワーク

のスキルが身に

ついておらず、

他者との協働が

苦手である 
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社会の改善

につなげる

創造性 

（認知的ス

キル） 

事実にもとづく客観

的な社会の把握、お

よび多面的にアプロ

ーチするためのデー

タ解析やフィールド

ワークなど様々なツ

ールの駆使 

様々なツールを

駆使して、事実

に基づき客観的

に社会を把握で

きる 

様々な知見に基

づいてデータを

分析し、事実に

即してアイディ

アを生むことが

できる 

本やインターネ

ット、フィール

ドワークなどか

ら、より客観的

なデータを得る

ことができる 

物事を一面的に

とらえるだけで

はまずいことを

知っている 

主観的で、物事

の把握が一面的

である 

社会と自身の関係を

問い直し、常識にと

らわれることのない

独創的で未来志向的

な思考方法と失敗を

恐れないチャレンジ

精神 

独創的で未来志

向的な思考方法

と失敗を恐れな

いチャレンジ精

神を持ち、社会

に貢献しようと

する 

自分の考えを理

路整然と述べる

ことができ、他

者との違いを調

整できる 

うまく発表でき

ないまでも、理

屈に合った自分

なりの考え方を

持っている 

他人に流されな

い自分なりの考

え方を持とうと

している 

一般的な考え方

に 流 さ れ や す

く、これまでの

やり方にこだわ

る 

市民として

の主体的態

度 

（態度や価

値観） 

東日本大震災及び東

京電力福島第一原子

力発電所事故の被災

地に学ぶ者として、

被災の概要を知り、

被災地に寄添い共感

的にアプローチする

態度 

被災地に学ぶ者

として、現状を

充分に理解して

おり、被災者に

共感的にアプロ

ーチできる 

被災地の特定分

野や特定地域に

関心をもってお

り、復興に必要

な術を考えるこ

とができる 

関係授業、フィ

ールドワークや

学習会に参加す

るなどして自分

なりに情報を集

めたことがある 

福島大学が東日

本大震災・原発

事故の被災地に

あることを意識

している 

東日本大震災へ

の関心が薄く、

被災地への共感

が薄い 

地域の抱える課題を

社会が直面する 21

世紀的課題として捉

え直し、主体的に探

究しようとする態度 

地域の抱える課

題を社会が直面

する 21 世紀的課

題として捉え直

し、主体的に探

究しようとする 

身近な課題を世

界が直面するグ

ローバルな課題

と関連付けてと

らえ、探究しよ

うとする 

すべてではない

にせよ地域や社

会の抱えている

課題の現状を知

っている 

少子高齢化や環

境問題などの現

代社会が抱えて

いる課題に関心

をもっている。 

日本や世界全体

が直面している

課題への関心が

薄い 

＊  大項目は〈福島大学生に期待する姿勢および能力〉を表します。 

＊＊  中項目は「大項目」の下位に属する具体的な説明を表します。 
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行政政策学類の特色とカリキュラムの編成 

 

１．行政政策学類の理念と特色 

 

社会では、常に時代の流れとともに、新たな理念や価値基準が生まれ、新たな諸課題も生まれてきま

す。グローバル社会、情報化社会、少子高齢社会、地方創生・地域の活性化、多文化共生社会、持続可能

な社会、災害からの復興など現代社会が直面している諸問題はさまざま存在します。このような状況の

もとで、世界と日本の全体を視野に入れながらも、私たちがより暮らしやすい健康で文化的な地域社会

をどのようにして創り出し発展させていくのかということが、重要な課題となっています。 

行政政策学類の理念は、地域社会が直面している課題を広く学際的な観点にたって教育研究し、地域や

社会のニーズに応えることのできる有為の人材を養成するという点にあります。ここでいう学際的な観

点というのは、既存のさまざまな学問分野が、それぞれの学問分野の枠を超えて共同して共通の問題に

とりくむ、ということを意味しています。行政政策学類は、法学、政治学、行政学、社会学、歴史学、文

化研究などさまざまな学問分野から成り立っていますが、これらの学問分野においてそれぞれバラバラ

に教育や研究を行うのではなく、相互に協力しながら、地域と社会のかかえる諸問題に共同でとりくむ

という点に、本学類の大きな特色があるということです。 

また、「地域政策と法」「地域社会と文化」の 2 つのコース名称にも見られるように、本学類は、「地域」

を共通の対象とし、地域とともに学修を深めるということも特色としています。地域や現場での実践を

幅広く各分野の工夫で取り入れながら、地域の諸主体とともに、問題解明や解決につながる教育を目指

しています。 

ただし、以上のことは、それぞれの学問分野の体系的な学修をおろそかにしていいということでは決し

てありません。真に学際的な観点及び地域に学ぶ観点というのは、それぞれの学問分野の基礎的学修を

しっかりとふまえたうえで、複数の学問分野が、共通の問題に共同してとりくんでいくということを意

味します。そこで、各学問分野の基礎的・体系的な学修がしっかりとできるように、「コース制」を導入

しています。皆さんは一つのコースに所属して、そのコース内での学修を基礎から応用へと系統的に積

み重ねながら、あわせて学類全体に共通する横断的な科目を各自の関心に応じて履修することになりま

す。このようなカリキュラムに地域を軸とする学際的学びを重視するという本学類の特色が、カリキュ

ラムのなかに一層明確に表れています。 

さらに、行政政策学類は、福島大学では唯一夜間主を設けています。働きながら学ぶ学生と交わりなが

ら学修を進めることも、行政政策学類の一つの特徴と言えます。 

 

２．行政政策学類のカリキュラムの特徴（コースと学位） 

 

行政政策学類には、「地域政策と法」「地域社会と文化」の 2 つのコースがあります（夜間主も同様で

す）。コースは、皆さんが興味・関心を持った学問分野や社会の諸問題について、系統的に学修していく

ために設けられたものです。コースには 2 年次（第 3 セメスター）から所属します。皆さんは 1 年次の

段階で、自分の興味・関心がある学問分野や社会の諸問題を発見するとともに、行政政策学類でどんなこ

とが学べるかをよく理解し、コースを選択していくことになります。コースに所属する手続きは、1 年次
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の後期に希望を調査し決定します。 

コース決定後は、卒業時までそのコースに所属することになりますが、第 4 セメスターに入る前に、

所定の手続きを経ることで、コースを変更することができます。 

「地域政策と法」コースでは学士（法学）が、「地域社会と文化」コースでは学士（社会学）が卒業時

に授与されます。 

 

３．行政政策学類のディプロマポリシーとカリキュラムポリシー 

 

(1)行政政策学類の教育目標 

本学類は、法・政治・行政・社会・文化等、学際的な観点から、地域社会が直面している諸課題を学ぶ

とともに、実践的な学びを得て、よりよい地域社会を作り出すために必要な「専門知」、「実践知」を身に

つけ、さらに新たな「創造知」を持って、「知」の社会還元をもたらす主体的な人材を養成する。 

 

(2)行政政策学類のディプロマポリシー 

本学類は、地域主体の時代にふさわしい新しい地域社会づくり、及び地域社会の活性化に貢献する人材

を養成するために、「研究分野の知識」「問題探求・調査・解読能力」「課題解決の実践力・提案力」「創造

するための学際的な応用力」「表現力・コミュニケーション能力」の 5 つの能力の修得を、ディプロマポ

リシーとします。夜間主も同じ学類の学生として同様の能力を身につけ、職業の知識あるいは社会生活

をもとにしたスキルを伸ばします。 

 

Ⅰ．研究分野の知識 

法・政治・行政・社会・文化等の研究分野に関する基礎的かつ専門的知識を修得している。 

Ⅱ．問題探求・調査・解読能力 

国・地域・社会が直面している諸課題を自ら発見し、調査・分析する能力を修得している。 

Ⅲ．課題解決の実践力・提案力 

発見し、調査・分析した諸課題を考察し、地域の諸主体とともに、解決のための調整力を持って、実践

的な解決を実行できる能力を身につけている。 

Ⅳ．創造するための学際的な応用力 

他者との連携のもと、社会の構成員（個・集団を問わず）の価値を尊重しつつ、相互に暮らしやすい地

域社会を作り出し、社会に貢献するため、学際的な構成力を持って、創造的な提案ができる能力を身につ

けている。 

Ⅴ．表現力・コミュニケーション能力 

修得した知識、考察した結果、実践した成果や、価値を第三者に効果的に伝える力を培い、多様な主体

との議論に参加できる能力を身につけている。 
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【コースごとのディプロマポリシー】 

［地域政策と法コース］ 

Ⅰ．法学・政治学・行政学関連の科目を履修し、「法政策」「地域行政」にかかわる知識を多角的、総合的

に身につけている。 

Ⅱ．国及び地域の課題を自ら発見し、必要な法令・判例や文献をひも解き、地域の調査を行ったりするこ

とによって実情を十分に把握し、読み方・調べ方・まとめ方・報告の仕方などの基本的技術を活用する

ことができる。 

Ⅲ．現代社会の諸課題、地域社会の問題について法学、政治学、行政学などの観点から多角的にアプロー

チし、かつこれらの総合的な思考・実践を地域の諸主体とともに見出しながら社会貢献できる。 

Ⅳ．地域社会と文化形成にかかわる関連の科目を学際的に履修して、視野を広げて深い洞察力を身につ

けた上で、適切な権利意識をもって政策提言ができる。 

Ⅴ．修得した知識の活用能力、批判的・論理的思考力、課題探求力、問題解決力、表現能力、を駆使し、

その成果を的確に伝達することができる能力を備え、他者と協力して活動できるコミュニケーション

能力を修得している。 

 

［地域社会と文化コース］ 

Ⅰ．地域社会と文化形成にかかわる科目を総合的に履修し、知識を多角的に身につけている。 

Ⅱ．地域社会や文化にかかわる諸課題を自ら発見し、地域の固有性と多様性を現地調査によって十分に

把握したり、文献や資料その他の情報源を見つけ出したりしながら、自ら立てた問題に照らし解読する

ことができる。 

Ⅲ．現代社会の諸課題、地域社会の問題や、歴史理解、多文化共生、国際交流、福祉、環境等にかかわる

問題の解明・解決の方向性を地域の諸主体とともに見出しながら社会貢献できる。 

Ⅳ．法学・政治学・行政学など関連の科目を学際的に履修して、様々な分野の関連性を思考しながら、積

極的に新しい地域づくりを提案することができる。 

Ⅴ．修得した知識の活用能力、批判的・論理的思考力、課題探求力、問題解決力、表現能力、を駆使し、

その成果を的確に伝達することができる能力を備え、他者と協力して活動できるコミュニケーション

能力を修得している。 

 

(3)行政政策学類のカリキュラムポリシー 

行政政策学類では、地域主体の時代にふさわしい新しい地域社会づくり、及び地域社会の活性化に貢献

する人材を養成するために、「研究分野の知識」「問題探究・調査・解読能力」「問題解決の実践力・提案

力」「創造するための学際的な応用力」「表現力・コミュニケーション」の 5 つの能力をディプロマポリシ

ーとして掲げています。これらの達成に向けて、学類および各コースのカリキュラムを以下の方針で構

築しています。 
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【各コースに共通のカリキュラムポリシー】 

上記に掲げた能力を育成するために、「理論知」を習得するための系統的な専門教育と、「実践知」を培う

地域社会の現場における学修と、「創造知」を持って主体的な態度を身につける学修を中核とするカリキ

ュラムを、以下の方針で構築する。 

 

１．昼間に、学類共通科目・学類基礎科目・コース専門科目・演習・卒業研究からなる専門領域の科目を

設置する。夜間主に、夜間主共通科目・夜間主コース専門科目・演習・卒業研究からなる専門領域の科

目を設置する。なお、夜間主では、通信科目として放送大学を活用した科目を配置する。 

 

２．主体的で継続的な「深い学び」を身につけるためのアクティブ・ラーニング※を、すべての授業形態

において実施する。特に演習などの少人数クラスにおいては、知識の定着・確認を行うとともに、批判

的・論理的思考力や表現能力を育成する。実習・課題研究やコア・アクティブ科目などの問題発見や問

題解決につなげる学修においては、知識の応用・活用を図り、多様な価値観への理解能力やコミュニケ

ーション能力を育成する。 

※アクティブ・ラーニングとは、「教員による一方向的な講義形式の教育とは異なり、学修者の能動的な学修への参加を取り入れた教

授・学習法の総称。学修者が能動的に学修することによって、認知的、倫理的、社会的能力、教養、知識、経験を含めた汎用的能力の育

成を図る。発見学習、問題解決学習、体験学習、調査学習等が含まれるが、教室内でのグループ・ディスカッション、ディベート、グル

ープ・ワーク等も有効なアクティブ・ラーニングの方法である。」（文部科学省中央教育審議会資料用語集「新たな未来を築くための大学

教育の質的転換に向けて～生涯学び続け、主体的に考える力を育成する大学へ～」。平成 24 年 8 月 28 日） 

 

３．演習は、少人数教育で実施する。昼間に、学際的に課題に取り組む問題探究セミナーと関心事項を深

めて学修する演習を設置する。夜間主に、問題探究セミナーと関心事項を学生協働で深める協働演習を

設置する。 

 

４．「理論知」と「実践知」を培う学修の集大成として、自らの問題意識のもとに学修成果を「創造知」

を持って結実させた卒業研究を作成する。 

  

【各コースに固有のカリキュラムポリシー】 

各コースの「研究分野の知識」に基づいて、コース固有の「問題発見・調査・解読能力」「解決能力・

応用能力」の修得のため、カリキュラムを以下の方針で構築する。 

 

《地域政策と法コース》 

法・政治行政に関わる基礎的・学際的及び専門的知識に基づき、調査能力、情報解読能力、思考力、応

用能力を育成する。 

１．国及び地域社会において生ずる社会現象に広く対処しうる能力を育成する観点から、法・政治行政分

野の基本的な思考方法を理解し、当該分野の学問領域を広く俯瞰しうる基礎科目を置く。 

２．法・政治行政分野の個別課題に専門的かつ分野横断的に取り組むために、当該分野に関する基礎科

目・応用科目及び演習科目を置き、併せて現場体験を重視した科目、また問題解決に向けた調査能力、
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他者と協働する力を涵養しうる科目を設置する。 

３．視野を広げて深い洞察力を身につけさせるために、「地域政策と法」コースが開講する科目のみなら

ず、広く学際的に履修できるカリキュラム構成とする。 

 

《地域社会と文化コース》 

地域・社会・文化研究に関わる基礎的・学際的及び専門的知識に基づき、調査能力、情報解読能力、思

考力、応用能力を育成する。 

１．地域社会の特性・諸課題の現状把握や情報解析、現代社会の諸問題、歴史、異文化、国際交流に関わ

る複雑かつ多様な問題について、知見を広め、考察するために必要な能力の育成をはかる基礎科目を置

く。 

２．地域・社会・文化研究の個別課題に専門的かつ分野横断的に取り組み、「社会計画」「社会学」「地域

文化」「比較文化」の４つの分野が学べるように、当該分野に関わる基礎科目・応用的科目及び演習科

目を置き、併せて個別課題に専門的に取り組むための実習科目、また問題解決に向けた調査能力、他者

と協働する力を涵養しうる科目を開講する。 

３．視野を広げて深い洞察力を身につけさせるために、「地域社会と文化」コースが開講する科目のみな

らず、広く学際的に履修できるカリキュラム構成とする。 

 

１．履修に関する基本的事項 

 

（１）授業科目の種類と卒業要件単位 

① 授業科目は、基盤教育の接続領域・教養領域・問題探究領域と、専門領域および自由選択領域に分け

られています。 

② これらの領域で、卒業までに最低限修得しておかなければならない科目の単位を卒業要件単位（以

下「要卒単位」）といいます。要卒単位については「行政政策学類夜間主履修基準表」を参照してくだ

さい。 

③ 授業には、主に演習と講義、実習の形式があります。それぞれ性質やねらいが異なり、それに合わせ 

て学修時間も異なっています。 

演習形式の授業は、自分で読んだり調べたりした内容を報告し、討論しあいながら深めていくような形

で進めることにより、主体的で集団的な学びをめざしています。演習形式の授業は、４年間を通じて、

必修科目として履修することとなります。 

１年次には、大学で学んでいく上で必要な基礎的なことを修得するための「スタートアップセミナ

ー」と「問題探究セミナーⅠ」があります。２年次には「問題探究セミナーⅡ・Ⅲ」があります。これ

は各コースの専門領域への導入的役割を持つ演習です。３・４年次には「協働演習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ」が

あり、より高度で専門的な学びを実践する場となります。 

 

（２）履修計画 

① 学年制はとっていませんが、どの領域の科目も履修することができるセメスターが決まっています。

「行政政策学類夜間主履修基準表」および「夜間主専門領域科目一覧表」に記載された履修年次にした
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がって、それぞれ計画的に履修してください。 

② 履修するためには、年２回、前期に通年科目と前期科目、後期に後期科目の登録手続きを行う必要が

あります。「履修科目の登録手続きについて」をよく読み、忘れずに手続きを行ってください。 

③ 夜間主の学生は、夜間主開講科目に加えて一部の昼間開講科目を受講でき、また放送大学の指定さ

れた科目を単位互換科目として活用できます。ただし、夜間主開講科目以外の単位数が要卒単位となる

のは、60 単位までです。それ以外の単位数については、要卒外の単位となりますので、注意してくだ

さい。 

④ 単位取得に必要な予習・復習の時間を確保するため、各セメスターの履修可能な単位数に上限（24

単位）を設けています。これを「Ｃａｐ制度」といいます。集中講義科目、単位互換科目（放送大学科

目を含む）、外部検定試験、海外語学研修など、Ｃａｐから除外されている科目もあります。（詳しくは、

「Ｃａｐから除外される科目について」を参照してください。） 

⑤ 履修計画に万全を期すため、１～４年次の各セメスターにおいて、成績発表後ただちに修得単位の

確認を行ってください。 

 

（３）助言教員（アドバイザー教員）について 

各学年の演習科目（スタートアップセミナー、問題探究セミナー、協働演習）の担当教員が、助言教員

（アドバイザー教員）となって、みなさんの学修と学生生活の両面において指導・相談にあたることにな

っています。助言の必要を感じたらいつでも担当教員に申し出てください。 

 

（４）長期履修学生制度について 

① 長期履修学生制度とは 

職業等に従事することにより、時間的制約のある学生のために、標準修業年限を超えた期間（長期履修

期間）で修学できる制度です。この制度が適用された学生は、通常の修業年限において支払うべき授業料

の総額を、あらかじめ認められた長期履修期間で分割してそれぞれの年度に支払うことになります。例

えば、修学意欲があるにもかかわらず、仕事等の都合により標準修業年限の 4 年間で単位を修得できな

い、または時間的制約があり標準修業年限内では卒業論文が作成できないといった理由で 1 年間留年し

た場合、5 年間の授業料を支払わなければなりませんが、長期履修学生としてあらかじめ認められれば、

一般学生が 4 年間で支払う授業料で 5 年間修学することができます。この点が長期履修学生制度のメリ

ットといえます。 

 

② 資格要件 

この制度は、有職者の学修を支援するための方策であるため、職業等を有していることが必要で、定職

（主婦(夫)業、家事労働に主に従事している場合を含む）に就いていることが資格要件となります。 

 

③ 手続き 

長期履修学生となるには、申請書および在職等証明書を提出し、許可を得なければなりません。また、

この手続きは適用前年度に行う必要がありますので、来年度から長期履修学生となることを希望する場

合は、今年度中の所定の期日までに申請してください。 
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④ 長期履修期間 

入学時から長期履修学生となる場合、長期履修期間は、6 年または 5 年の選択ができます。各自の勤務

状況等を考慮し、計画的に履修できるよう決定してください。 

2 年次からの場合は、長期履修期間は 5 年または 4 年の選択ができます。なお 3 年次以降の長期履修

は「計画的な履修」という観点から認められません。 

 

⑤ 長期履修期間の変更 

長期履修期間の変更（6 年から 5 年または 5 年から 4 年への短縮・5 年から 6 年への延長）は、相応の

理由があるときに限り、1 回のみ認められます。変更の時期は、1 年次終了時または 2 年次終了時を原則

とします。 

 

 

２．基盤教育について 

 

福島大学では、本学の教育に必要と考える 3 つの領域、「接続領域」・「教養領域」・「問題探究領域」を

あわせて「基盤教育」として位置づけています。行政政策学類の夜間主では、各領域で定められた単位を

修得したうえで、要卒単位として、計 34 単位を修得する必要があります。 

 

（１）接続領域 

接続領域には、高校教育からのスムーズな連結と、大学で学ぶ上で必要な基礎能力を身に着けるため

の科目が置かれています。大学での最初の演習科目である「スタートアップセミナー」および「社会と

データ科学の基礎」と、ライフマネジメント科目として「キャリア形成論」および「健康運動科学実

習」、そして外国語コミュニケーション科目の「英語」があります。 

 

（２）教養領域 

教養領域には、より幅広く他領域の専門を理解したうえで、価値観の共有をはかり、協働を可能とす

るための科目が置かれています。まず学術基礎科目には「社会科学」と「人文科学」、「自然科学」の３

分野があり、各分野の科目を最低 1 科目ずつ修得する必要があります。キャリア設計科目には「キャ

リアモデル学習」と「ワーキングスキル」があり、要卒単位としては 2 単位が必要です。外国語科目

（要卒単位は 2 単位）には英語に加えて、ドイツ語、フランス語、中国語、韓国語の４種類の科目があ

ります。健康･運動科目と情報科目もこの領域の科目です。 

 

（３）問題探究領域 

問題探究領域には、現実的な問題から当事者意識を持って取り組むべき課題を発見し、集団で問題解

決に向けて調査・議論・実践を行うことを目的とする科目が置かれています。具体的には、スタートア

ップセミナーに続く演習科目「問題探究セミナーⅠ」、「自主学修プログラム」、「問題探究科目」があり

ます。 
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３．専門教育について 

（１）専門科目の種類 

夜間主の専門科目には、「夜間主共通科目」と「夜間主コース専門科目」があります。 

① 夜間主共通科目は、学類の各分野における基礎的・基幹的な専門科目です。夜間主共通科目から

は、要卒単位として計 24 単位を修得しなくてはなりません。 

② 夜間主コース専門科目は、各コースにより専門に分化した内容の科目です。夜間主コース専門科

目からは、それぞれのコースで指定された科目の中から要卒単位として、計 30 単位を修得する必

要があります。 

 

（２）コース制について 

行政政策学類夜間主には「地域政策と法」と「地域社会と文化」の２つのコースが設置されています。 

① １年次後期（第２セメスター）に各自の希望に基づき、所属するコースを決定します。本学類で

何を中心に学びたいかを、しっかり見据えたうえで決定してください。 

② コース所属は、学生の希望に基づきながらも、定員があるので安易な変更はできませんが、特別

の理由がある場合は、第４セメスター開始時に変更を認めることがあります。転コースの可否は、

申請に必要な書類の提出と面談の後、変更希望先のコースで判断します。 

③ 問題探究セミナーⅡ・Ⅲは、2 年次に開講される演習科目で、各コースの基礎的教養を身につけ

るための場として位置づけられています。夜間主の学生は、自らの所属するコースのクラスを履修

します。 

 

（３）協働演習と卒業研究 

「協働演習」は３・４年次の演習科目で、２年間連続で、専門的な研究テーマに取り組みます。令

和７（2025）年度より、「地域政策と法」と「地域社会と文化」の２つのコースで「協働演習」クラ

スを開講することになりました。原則として自身の所属するコースのクラスを受講します。ただし、

担当教員が受け入れ可とした場合のみ、所属外コースのクラスを受講できます。この演習を軸として

専門領域科目を履修し、必修である卒業研究を提出してください。「卒業研究」の指導は、原則とし

て協働演習の担当教員が行います。 

協働演習に代えて昼間開講の「演習」を選択することもできます。その場合は、３年次（第５セメ

スター）から２年間同一の演習に所属することになります。 
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４．履修方法 

 

（１）基盤教育の各領域の履修 

 基盤教育に置かれている「接続領域」「教養領域」「問題探究領域」の 3 つの領域から、それぞれ定めら

れた単位を修得してください。夜間主では、要卒単位として、後述する各領域で定められた単位を修得し

たうえで、計 34 単位を修得することが必要です。 

 

① 接続領域の履修 

 接続領域には、「スタートアップセミナー」(2 単位)と「社会とデータ科学の基礎」(2 単位)、「キャリ

ア形成論」(2 単位)、「健康運動科学実習」(1 単位)、「英語」(４クラス・計 4 単位)があります。この領

域の科目は全て必修で、要卒単位として計 9 単位を修得しなくてはなりません。 

 

<スタートアップセミナー> 

・1 年次前期(第 1 セメスター)に履修する必修科目で、火曜 7 時限に開講されます。 

・2 年次以降(再履修含む)に履修する場合は、教務課窓口に申し出てください。 

・スタートアップセミナーは、履修登録撤回できません。 

 

<社会とデータ科学の基礎> 

・1 年次前期(第 1 セメスター)に履修する必修科目で、時間割外に開講されます。 

・2 年次以降(再履修含む)に履修する場合は、教務課窓口に申し出てください。 

・社会とデータ科学の基礎は、履修登録撤回できません。 

 

<キャリア形成論> 

・1 年次前期(第 1 セメスター)に履修する必修科目で、月曜 6 時限に開講されます。 

・2 年次以降(再履修含む)に履修する場合は、教務課窓口に申し出てください。 

・キャリア形成論は履修登録撤回できません。 

 

<健康運動科学実習> 

・１年次前期(第 1 セメスター)に履修する必修科目で、水曜６限目に開講されます。 

・集合場所は、第１体育館です。筆記用具と上履きを用意し、普段着で出席してください。 

・特別な理由により実技を行うことが困難な学生には、代替措置を認める場合があります。 

詳しくは第１回目の授業で説明しますので必ず出席してください。 

・2 年次以降(再履修含む)に履修する場合は、教務課窓口に申し出てください。 

・健康運動科学実習は履修登録撤回できません。 

 

<英語> 

・1 年次前期(第 1 セメスター)および後期(第 2 セメスター)に履修する必修科目で、水曜 7 時限と金曜 6

時限に開講されます。全 4 クラスで、計４単位修得しなければなりません。 
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・2 年次以上で履修することもできます（再履修含む）。 

・再履修する場合は、修得済みのクラスの開講時期・曜日に関わらず、希望する時期・曜日のクラスを自

由に選択してください。 

・４年次生で、専門教育科目、基盤教育の他科目を履修するために「英語」の再履修が困難な学生は、必

ず教務課窓口に申し出てください。 

 

② 教養領域の履修 

教養領域では、要卒単位として「学術基礎科目」の各分野 2 単位計 6 単位、「キャリア設計科目」2 単

位、「外国語科目」2 単位の計 10 単位を修得しなくてはなりません。なお、教養領域には夜間主の開講時

間帯には開講されない科目があります。要卒単位を満たすために昼間開講科目の他、放送大学の単位互

換科目を活用して単位を修得してください。 

 

<学術基礎科目> 

・「人文科学」、「社会科学」、「自然科学」の 3 分野から各２単位(計 6 単位)を修得しなければなりません。 

・放送大学の該当科目を選択することもできます。 

・この区分の要卒単位である 6 単位を超えて修得した単位は、「基盤教育」全体の要卒単位(9 単位)とし

て計上することができます。 

 

<キャリア設計科目> 

・「キャリアモデル学習」と「ワーキングスキル」があります。要卒単位は 2 単位です。 

・夜間主の開講時間帯には開講されない科目です。キャリアモデル学習は昼間開講または放送大学の該

当科目を、ワーキングスキルは昼間開講の該当科目を履修してください。 

・昼間開講の該当科目の履修を希望する場合は、Web 版『学修案内』の昼間開講の「教養領域の履修に

ついて」の中の「キャリアモデル学習の履修について」、「ワーキングスキルの履修について」を参照し

てください。なお詳細は、開講する年度に掲示等でお知らせします。 

 

<健康･運動科目> 

・健康･運動科目は、区分としては卒業するために必須の科目ではありませんが、「基盤教育」全体の要卒

単位として計上することができます。健康･運動科目には「スポーツ実習」があります。 

・夜間主の開講時間帯には開講されない科目です。昼間開講の該当科目(1 年次後期)を履修してください。 

・履修を希望する場合は、Web 版『学修案内』の昼間開講の「教養領域の履修について」の中の「健康･

運動科目について」を参照してください。 

 

<外国語科目> 

・英語、ドイツ語、フランス語、中国語、韓国朝鮮語の科目があります。要卒単位は 2 単位です。 

・夜間主の開講時間帯には開講されない科目です。 

・英語ＢⅠ・ＢⅡ、および応用英語を選択する場合は、昼間開講の行政政策学類の学生用の該当科目を履

修してください。履修希望者は、教務課の基盤教育係窓口にて、夜間主生用の履修希望カードを受けと
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り、初回の授業で担当教員に提出してください。カードの配布期間は、３月中旬～下旬（前期用）およ

び９月中旬（後期用）です。 

・ドイツ語、フランス語、中国語、韓国朝鮮語の科目を選択する場合は、放送大学または昼間開講の該当

科目を履修してください。 

・放送大学の「ドイツ語Ⅰ」、「フランス語Ⅰ」、「中国語Ⅰ」、「韓国語Ⅰ」は、「英語以外の外国語基礎Ⅰ・

Ⅱ」に対応します。また、放送大学の「ドイツ語Ⅱ」、「フランス語Ⅱ」、「中国語Ⅱ」、「韓国語Ⅱ」は、

「英語以外の外国語応用」に対応しています。 

・英語以外の外国語科目は、放送大学の科目と昼間開講の科目のどちらか一方しか履修することはでき

ません。 

・要卒単位を超えて、昼間開講の「英語以外の外国語基礎（特設）Ⅰ・Ⅱ」を履修する場合は、同一言語

の昼間開講科目である「英語以外の外国語基礎Ⅰ・Ⅱ」を同時に履修しなければなりません。また、「外

国語科目」である昼間開講の「英語以外の外国語応用」を、要卒単位を超えて履修する場合は、同一言

語の昼間開講の「英語以外の外国語基礎Ⅰ・Ⅱ」を単位修得しなければなりません。 

・この区分の要卒単位である 2 単位を超えて修得した単位は、「基盤教育」全体の要卒単位(9 単位)とし

て計上することができます。 

・昼間開講の科目を履修するためには、ガイダンスに出席する必要があります。詳しくは、ウェブ版『学

修案内』の昼間開講の「英語、英語以外の外国語の履修について」を参照してください。 

・外部資格試験を活用して、上記科目の単位認定を受けることができます。詳細は、「２０１９年度入学

生からの英語以外の外国語に係る技能審査の単位認定に関する要項」の記載を事前に確認しておいて

ください。また、所定の手続きをとってください。手続きは「LiveCampus」でお知らせします。 

・海外語学研修を活用して、上記科目の単位認定を受けることができます。詳細は、「２０１９年度入学

生からの英語以外の外国語の語学研修に係る学修の単位認定に関する要項」の記載を事前に確認して

おいてください。また、所定の手続きをとってください。手続きは「LiveCampus」でお知らせします。 

 

<情報科目> 

・情報科目は、区分としては卒業するために必須の科目ではありませんが、「基盤教育」全体の要卒単位

(9 単位)として計上することができます。情報科目には「情報リテラシー」があります。 

・夜間主の開講時間帯には開講されない科目です。昼間開講または放送大学の該当科目を履修してくだ

さい。 

・昼間開講の科目の履修を希望する場合は、Web 版『学修案内』の昼間開講の「教養領域の履修につい

て」の中の「情報リテラシーの履修について」を参照してください。 

 

③ 問題探究領域の履修 

問題探究領域では、「問題探究科目」と「問題探究セミナーI」が必修科目となっており、要卒単位とし

て計 4 単位を修得しなくてはなりません。他に、学生が自主的にテーマ・内容を設定し、学修を進める

「自主学修プログラム」があります。 

 

<問題探究科目> 
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・要卒単位として 2 単位を修得しなければなりません。開講する科目は年度によって異なる場合があり

ます。 

・昼間開講の該当科目を履修することもできます。 

・この区分の要卒単位である 2 単位を超えて修得した単位は、「基盤教育」全体の要卒単位(9 単位)とし

て計上することができます。 

 

<自主学修プログラム> 

・自主学修プログラムは、学生が主体的にグループを組織して、テーマ・内容を設定し、任意の教員の指

導のもとで学修することにより、単位が認定される制度です。 

・修得単位（1 または 2 単位）は、「基盤教育」全体の要卒単位(9 単位)として計上することができます。 

・前期に履修するための申請は４月、後期は１０月です。詳細は別途、基盤教育の掲示等で確認してくだ

さい。 

 

<問題探究セミナーⅠ> 

・1 年次後期(第 2 セメスター)に履修する必修科目で、火曜 7 時限に開講されます。 

・2 年次以降(再履修含む)に履修する場合は、教務課窓口に申し出てください。 

・問題探究セミナーⅠは、履修登録撤回できません。 

 

④ その他 

「基盤教育」の要卒単位は、2 種類から構成されています。(1)上記のように、「教養領域」の学術基礎

科目(各分野 2 単位)計 6 単位、キャリア設計科目 2 単位、外国語科目 2 単位、「問題探究領域」の問題探

究科目 2 単位、問題探究セミナーⅠ2 単位の、計 14 単位を修得するとともに、(2)指定された領域の科目

（「教養領域」の全科目、および「問題探究領域」の問題探究科目、自主学修プログラム）から計 9 単位

を要卒単位として修得しなくてはなりません。 

 

 

（２）専門領域の履修 

夜間主では、専門領域に学類専門科目と協働演習、卒業研究を置いています。この領域からは、要卒単

位として計 70 単位を修得しなくてはなりません。 

 

① 学類専門科目群の履修 

・学類専門科目群には、夜間主共通科目と夜間主コース専門科目が設定されています。 

・夜間主共通科目は、学類の各分野における基礎的・基幹的な専門科目で、１年次から履修することがで

きます。夜間主共通科目からは、要卒単位として計 24 単位を履修しなくてはなりません。 

・夜間主コース専門科目は、それぞれ自らの所属するコースにより専門分化した内容の科目で、２年次か

ら履修することができます。夜間主コース専門科目からは、それぞれのコースによって指定された科目

の中から要卒単位として、計 30 単位を修得しなくてはなりません。 
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② 協働演習の履修 

・協働演習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳは、3・4 年次に開講される演習で、コースごとに 3・4 年生合同で行います。

協働演習は各コースの担当教員が１年間担当します。 

・原則として自身の所属するコースのクラスを受講します。ただし、担当教員が受け入れ可とした場合の

み、所属外コースのクラスを受講できます。 

・なお、協働演習に代えて昼間開講の「演習」を選択することもできます。その場合は、3 年次（第 5 セ

メスター）から 2 年間同一の演習に所属することになります。3 年次に協働演習Ⅰ・Ⅱを受講した後に

4 年次（第 7 セメスター）から昼間開講演習へ転演習することは認められませんので注意してくださ

い。詳細は、「（４）①昼間開講科目の夜間主要卒単位への計上」の項を参照してください。 

・長期履修学生が、長期履修期間中に要卒単位を超えて協働演習を履修する場合は、「卒業研究演習」に

所属することになります。その場合の修得単位は、自由選択領域にのみ計上することができます。 

 

③ 卒業研究の履修 

・卒業研究は、原則として協働演習担当教員の指導のもとに作成し、全員が４単位を修得しなければなり

ません。ただし、テーマによっては演習担当以外の教員に指導を受けることもできます。その場合は指

定の期日までに「卒業研究指導承諾書」を提出してください。 

・卒業研究は、大学における学習の集大成と位置づけられ、自らの問題意識のもとに成果を結実させてい

くものです。 

・卒業研究提出期間は、掲示による教務関係日程表を参照してください。なお、９月卒業予定者は、掲示

による教務関係日程表に指定した期日に提出することができます。該当者は前もって教務担当窓口に

申し出てください。 

・卒業研究の提出は卒業に関わる重大な事項です。提出締切の日時を掲示等で確認し、期限厳守にて教務

課窓口に提出してください。提出期限を過ぎてからは一切受付しません。 

・詳細は、資料の「福島大学行政政策学類卒業研究取扱要項」を参照してください。 

・提出上の注意事項 

 ＊卒業研究は、原則としてパソコンを使用し、Ａ４判横書で罫線のない用紙で作成してください。ペ

ン、ボールペン（鉛筆使用は不可）を用いる場合には、Ａ４判用紙で作成してください。なお、上記

については、指導教員の承諾を得ればこの限りではありません。 

 ＊提出の際は、卒業研究題目、指導教員名、学籍番号、氏名を記載した厚手の表紙（黒表紙が望ましい）

を用いてください。 

 ＊その他の必要書類等については、掲示等にて確認してください。 

 

（３）自由選択領域の履修 

・自由選択領域には具体的な開設授業科目は記載されていませんが、「履修基準表」記載の通り、「自由選

択領域」には、分類欄の「自由」と表記されている科目から要卒単位を超えて修得した単位を計上しま

す。 

・このほか、自由選択領域には、「2019 年度入学者からの英語に係る技能審査の単位認定に関する要項」

「英語の語学研修に係る学修の単位認定に関する要項」に基づいて単位を認定された場合や、「Ｃａｐ
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から除外される科目について」に記載されている科目、他大学との単位互換科目が該当します。詳細

は、各要項・一覧表で確認してください。 

・行政政策学類や他学類で昼間開講される「開放科目」で修得した単位は原則として「自由選択領域」に

計上されます。開放科目は 2 年次以上(第 3 セメスター以降)で、かつ当該科目の履修年次以上で履修

することができます。 

・ただし、次項以降で示すように、それぞれ対応する各領域の各科目区分へ計上される場合もあります。 

 

（４）夜間主開講科目以外の履修 

夜間主の学生は、夜間主開講科目に加えて一部の昼間開講科目を受講でき、また放送大学の指定された

科目を単位互換科目として活用できます。 

該当する科目は、「基盤教育科目」の各領域の一部科目、行政政策学類の「開放科目」、他学類の「開放

科目」（他学類の学生の受講が認められている専門科目）です。修得した単位の取扱いについては、「科目

の計上」のルールがあります。詳細は、下記の「①昼間開講科目の夜間主要卒単位への計上」、「②放送大

学科目の夜間主要卒単位への計上」のそれぞれの項を参照してください。 

放送大学科目の履修の手続きについては、資料の「放送大学科目の履修について」を参照してくださ

い。 

 

① 昼間開講科目の夜間主要卒単位への計上 

・夜間主では、昼間の開講科目で修得した単位を、夜間主開講科目に加えて要卒単位として計上すること

ができます。 

・計上できる要卒単位は 60 単位までです。なお、昼間開講科目から計上できる単位数については、これ

よりも少なくなる場合もあります。詳しくは後掲の「（５）夜間主開講科目以外で要卒単位に計上でき

る上限」の項を参照してください。 

・昼間開講科目で修得した単位は、次項のそれぞれ対応する各領域の各科目区分へ計上されます。 

 

（ア）教養領域の「キャリア設計科目」、「健康・運動科目」、「外国語科目」、「情報科目」 

・教養領域では、昼間開講のキャリア設計科目のキャリアモデル学習、ワーキングスキル、健康・運動科

目のスポーツ実習、外国語科目の英語、英語以外の外国語、情報科目の情報リテラシーを受講できま

す。 

・行政政策学類昼間開講の「基盤教育・教養領域」の「外国語科目」のうち、「英語ＢⅠ・ＢⅡ」「応用英

語」「英語以外の外国語基礎Ⅰ・Ⅱ」「英語以外の外国語（特設）Ⅰ・Ⅱ」「英語以外の外国語応用Ⅰ・

Ⅱ」については、修得した単位をそれぞれ夜間主「基盤教育・教養領域」の「外国語科目」の要卒単位

に計上することができます。 

 

（イ）基盤教育問題探究領域の「問題探究科目」 

問題探究領域では、昼間開講の問題探究科目を受講できます。修得した単位は、夜間主「問題探究科目」

の要卒単位に計上することができます。開講科目は、毎年変更されますので「LiveCampus」や掲示など

で確認してください。 
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（ウ）専門領域の「夜間主共通科目」、「夜間主コース専門科目」 

・専門領域では、行政政策学類の昼間開講の「開放科目」に設定されている科目と昼間開講の「演習」を

履修することができます。 

・夜間主では、夜間主開講科目に加えて、いくつかの昼間開講科目で修得した単位を夜間主の同じ科目区

分の単位として要卒単位に計上することができますが、資料の「夜間主開講科目に対応する昼間開講科

目」に記載されている対応科目同士は重複して履修することができません。 

・行政政策学類昼間開講の「学類基礎科目」のうち、「政治過程論Ⅱ」は夜間主開講の「現代政治のトピ

ックス」の代わりとして、また「行政学Ⅱ」は夜間開講の「現代行政のトピックス」の代わりとして、

「夜間主共通科目」の要卒単位に計上することができます。 

・行政政策学類昼間開講の「コース専門科目」のうち、自らが所属するコースの「コース専門科目」つい

ては、修得した単位を「夜間主コース専門科目」として要卒単位に計上することができます。ただし、

資料の「夜間主開講科目に対応する昼間開講科目」に記載されている対応科目同士は重複して履修する

ことができません。 

 

（エ）演習・卒業研究 

・夜間主の協働演習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳに代えて、昼間開講の「演習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ」を選択希望した場合、

修得した単位を「協働演習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ」にそれぞれ読み替えて要卒単位に計上することができます。 

・昼間開講の「演習」を履修する場合、「卒業研究」は原則演習担当教員が担当し、夜間主の「卒業研究」

の単位として計上されます。 

・「演習」で修得した単位を「協働演習」へ読み替えて計上する場合、および「卒業研究」を読み替えて

計上する場合は、昼間開講科目を要卒単位に計上できる上限 60 単位には含まれません。 

・昼間開講の履修を希望する場合は、12 月頃に開催される演習ガイダンスに出席してください。なお、

担当教員の了解が得られれば、他コースの演習を履修したり、副演習として履修したりすることもでき

ます。 

・昼間開講の演習の一覧は、行政政策学類の『学修案内』に掲載されています。 

・長期履修学生が、長期履修期間中に要卒単位を超えて演習を履修する場合も、協働演習の場合と同様に

「卒業研究演習」に所属することになります。 

 

② 放送大学科目の夜間主要卒単位への計上 

・夜間主では夜間主開講科目に加えて、指定された放送大学の開講科目で修得した単位を単位互換科目

として要卒単位に計上することができます。 

・修得した単位は、指定された科目にそれぞれ対応する「基盤教育」の各領域の各科目区分、専門領域の

学類専門科目区分として要卒単位へ計上されます。履修可能セメスターは科目区分によって異なるの

で注意してください。 

・「教養領域」の「英語以外の外国語」で、放送大学のドイツ語Ⅱ、フランス語Ⅱ、中国語Ⅱ、韓国語Ⅱ

を受講する場合は、それぞれ対応する放送大学の外国語Ⅰの単位修得をしていないと履修できません。

（例えば、昼間開講のドイツ語基礎Ⅰ・Ⅱの単位修得をしていても、放送大学のドイツ語Ⅱは履修でき
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ません。） 

・放送大学科目は、単位互換科目であるため、Ｃａｐ除外科目となっていますが、夜間主開講科目以外を

要卒単位として計上する場合の制限である「60 単位」には含まれるので、計画的な履修を心掛けてく

ださい。 

・放送大学での科目配置があるのは以下の通りです。なお、放送大学で開講される科目は毎年変更されま

すので、詳細は「LiveCampus」や掲示などで確認してください。 

 

 
 

（５）夜間主開講科目以外で要卒単位に計上できる上限 

夜間主開講科目以外で要卒単位に計上できる単位は、60 単位までとします。 

夜間主において、下記の履修による単位数の合計が、60 単位を超えた場合、超えた単位数については、

要卒外の単位となりますので、注意してください。 

 

① 昼間開講科目を修得したとき 

・基盤教育教養領域の「キャリア設計科目」、「健康・運動科目」、「外国語科目」、「情報科目」を修得した

とき 

・基盤教育問題探究領域の「問題探究科目」を修得したとき 

・昼間開講の専門科目(他学類の科目を含む)を修得したとき 

② 他大学等における授業科目を修得したとき（単位互換科目の履修） 

・放送大学提供科目で修得したとき 

・その他の単位互換科目の履修で単位を修得したとき 

③ 能力検定試験等の学修成果の単位 

・英語の各種検定試験 

・英語以外の各種検定試験 

・語学研修によるもの 

・簿記検定 

④ 入学前在籍大学等での既修得単位のうち本学類で認定されたもの 
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放送大学科目の履修について 

１．放送大学科目の履修について 

行政政策学類夜間主では、放送大学の科目のうち大学で指定した科目を履修することで、卒業に必要な

単位を修得することができます。第２セメスター（１年次後期）から履修することができます。 

放送大学科目は前期と後期で同じ科目を開講するため、前期と後期のどちらでも受講が可能です。年度

によって受講できる科目が異なる場合があります。掲示等で随時確認してください。大学で指定した科

目については、受講料はかかりません。 

各科目の授業内容は、放送大学のホームページに掲載されているシラバスで確認することができます。 

 

２．放送大学科目の履修に関するルールについて 

放送大学の履修に関するルールが以下のとおり定められています。 

①１セメスターあたりの出願科目数は２科目を上限とします。 

②外国語科目の出願は、１セメスターにつき１科目とします。 

③通信指導を１科目でも未提出だった学生は、次の学期の出願はできません。 

④出願締切日時点で、履修基準表上の演習系科目（スタートアップセミナー、問題探究セミナー、協働演

習、卒業研究）を除いた科目区分の要卒単位を全て修得済みの学生は出願できません。 

⑤放送大学に関する予算は限られているため、前期出願時点で予算超過の可能性が生じた場合は、後期

出願の際に履修制限を行う可能性があります。 

 

３．放送大学科目の履修登録について 

放送大学科目の履修登録手続きは以下の期間に行われます。 

  （前期）前年度の後期のうちの教務課で指定した期間 

  （後期）６月中旬～７月下旬のうちの教務課で指定した期間 

履修手続きについては、別途掲示します。履修登録した科目は、撤回ができません。必要な学習時間を

確保できるのか事前にしっかり検討したうえで、履修手続きを行ってください。 

 

４．授業の受け方について 

授業は放送大学システム WAKABA にて配信されていますので、各自都合の良い時間に受講してくだ

さい。放送大学科目の授業は、固定された時間枠がない代わりに、必要な時間を、福島大学の授業時間と

は別に自分で確保しなければなりません。受講に必要な時間を確保できるよう、計画的に受講してくだ

さい。 

放送大学科目はスマートフォンや BS 放送でも受講できます。各自で通信・受信環境を整えて視聴して

ください。 

各学期の途中に、履修中の科目ごとに「通信指導」に取り組む必要があります。通信指導とは、放送大

学科目の制度で、授業の一部として各学期に１回行われ、答案を提出し、添削結果により単位認定試験の

受験資格を得ることができるものです。通信指導を提出しないと単位認定試験を受けることができませ

ん。通信指導の提出方法は受講者に別途お知らせします。 
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５．試験と成績について 

単位認定試験は、各学期の終わりに行われます。 

実施方法については、その都度、ライブキャンパス等にてお知らせします。 

放送大学科目の成績は、以下のように読み替えを行います。 

＜読みかえ方法＞ 

 

【放送大学の評価基準】 【本学の評価基準】 

 Ⓐ ：100～90 点  →    Ｓ 

 Ａ ： 89～80 点  →   Ａ 

 Ｂ ： 79～70 点  →   Ｂ 

 Ｃ ： 69～60 点  →   Ｃ 

 Ｄ ： 59～50 点  →   Ｆ 

 Ｅ ： 49～ 0 点  →   Ｆ 

 

放送大学科目の不合格科目（本学のＦ評価）については再試験制度があります。不合格科目の単位取得

を希望する場合には、次の学期に限って教務課で登録を行えば、通信指導の再提出および再試験の受験

をすることができます。 

 

６．その他の注意点 

・ 放送大学科目には本学の不服申立て制度は適用されません。 

・ 既に放送大学で単位を修得した科目は再び受講登録することはできません。 

・ 放送大学科目は必ず受講しなければならないわけではありません。しかし、一部の科目においては、

昼間開講科目か放送大学科目を受講しなければ卒業に必要な単位を満たすことができない場合もあり

ます。計画的な履修を心掛けてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

取得可能な資格について 

 

１．学芸員について 

※ 学芸員の資格取得希望者は、４月に行われる「資格取得希望者への説明会」に必ず参加してください

（２年次生以上対象）。詳細は、掲示でお知らせします。 

 

学芸員は、博物館法に基づいて置かれているもので、博物館資料の収集、保管、展示及び調査研究等の

業務に従事する専門的職員です。 

学芸員の資格を得るためには、大学において「博物館に関する科目の単位」（文部科学省令：博物館法

施行規則）を修得しなければなりません。 

博物館法施行規則による指定科目（すべて必修）と対応する授業科目は下表のとおりです。 

 

 

＜注意＞ 博物館実習を受講する場合には次の点に留意してください。 

博物館実習は、１週間程度の博物館等の施設における実習（原則として欠席は認めない）と、博物館実習のための事前指導と実

習後の事後指導を実施します。 

博物館実習の受け入れ人員は 20 名程度です。受講希望者は２年次生対象の資格取得希望者への説明会及び 3 年次生対象の実習ガ

イダンスに必ず出席してください。 

実習にかかる経費については各自実費負担となっているので、履修にあたって注意してください。 

受講希望者は、古文書講読Ⅰ・Ⅱ、古文書学実習または考古学演習、実習をあわせて履修してください 

 

 

法令上の科目  

(平成２４年４月１日施行) 

単

位 
大学における開講科目 区分 単位 履修年次 開講・履修方法 

生涯学習概論 2 
社会教育論（生涯学習論を含

む）Ⅰ 
必修 2 2～ 毎年開講 

博物館概論 2 博物館学概論 必修 2 2～ 隔年開講 

博物館経営論 2 博物館経営論 必修 2 2～ 隔年開講 

博物館資料論 2 博物館資料論 必修 2 2～ 隔年開講 

博物館資料保存論 2 博物館資料保存論 必修 2 2～ 隔年開講 

博物館展示論 2 博物館展示論 必修 2 2～ 隔年開講 

博物館教育論 2 博物館教育論 必修 2 2～ 隔年開講 

博物館情報･メディア

論 
2 博物館情報・メディア論 必修 2 2～ 隔年開講 

博物館実習 3 博物館実習 必修 3 3～ 
毎年開講  

説明会出席者のみ受講を認める 
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２．社会福祉主事について 

※ 社会福祉主事の資格取得希望者は、４月に行われる「資格取得希望者への説明会」に必ず参加してく

ださい（２年次生以上対象）。詳細は、掲示でお知らせします。 

 

（１）社会福祉主事任用資格について 

社会福祉主事は、社会福祉法に基づいて置かれ、都道府県・市町村の行政機関において、各種福祉法令

に定められた業務にあたることを職務としています。この職務につくためには地方公務員として任用さ

れ、福祉事務所等の部署に配属されなければなりません。よって、社会福祉主事とは、任用されてはじめ

て名乗ることができる「任用資格」となります。 

その際、大学で「厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目（以下、指定科目という）」を修得し

て卒業していることが任用の必要条件とされます。 

 

（２）社会福祉主事の指定科目について 

 社会福祉主事の任用資格は、いわゆる「３科目主事」と「全科目主事」に分かれています。「３科目主

事」は、指定科目３４科目中３科目以上を履修すればよいものです。一方「全科目主事」は、主として社

会福祉系の大学・学部において社会福祉の専門教育を受けた者を想定しています。本学は、指定科目３４

科目全てを揃えることはしていないので、いわゆる「３科目主事」の養成機関ということになります。 

 

（３）本学対応科目について 

社会福祉主事の任用資格を取得するためには、指定科目のうち、３科目以上を履修してください。指定

科目において、本学対応科目が複数の科目として配置されているもの（たとえば「心理学Ⅰ」・「心理学Ⅱ」

など科目名が複数に分かれているもの）については、該当する科目を全て履修することが必要です。ま

た、指定科目に該当するもので、対応する本学の科目が複数配置されているもの（たとえば指定科目「社

会政策」について、本学対応科目「労働経済」・「社会政策」など）を複数履修したとしても、指定科目と

しては１科目として認められます。 

現在認定されている科目は以下の表のとおりです。指定科目に変更があった場合、掲示するので参照し

てください。 
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３．社会教育主事・社会教育士について 

※ 社会教育主事・社会教育士の資格取得希望者は、４月に行われる「資格取得希望者への説明会」に必ず参加してく

ださい（２年次生以上対象）。詳細は、掲示でお知らせします。 

 

社会教育主事は、社会教育法に基づいて置かれ、都道府県・市町村の教育委員会事務局において、社会教育行政の中心

的存在として「社会教育を行なうものに専門的技術的な助言と指導を与える」ことを任務としています。大学で「社会教

育主事の養成に係る社会教育に関する科目の単位」（文部省令：社会教育主事講習等規程）を修得して卒業し、教育委員会

で 1 年以上社会教育主事補の職歴を経て、社会教育主事に任用されることになります。 

また、社会教育主事講習等規程の改正（2020 年 4 月施行）により、「社会教育主事の養成に係る社会教育に関する科目

の単位」を修得した者は、「社会教育士（養成課程）」と称することができるようになりました。社会教育士には、多様な

主体と連携・協働して、環境や福祉、まちづくり等の多様な分野における学習活動の支援を通じて、人づくりや地域づく

りに携わる役割が期待されています。 

本学類では、「社会教育主事の養成に係る社会教育に関する科目の単位」に対応する科目を下の表のとおり開設していま

す。 
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４．資格取得に関係する科目について 

 

資格取得を希望する夜間主生においては、開放除外科目であっても、資格取得に関連する昼間開講科目

を履修することができます。 

各種資格取得を目指す人は、それぞれの資格についての説明をよく読んでください。また、４月に行わ

れる「資格取得希望者への説明会」に必ず参加してください。 

 

開放除外科目の中の資格取得に関係する科目 

 

資格の種類 授業科目名 履修年次 単位 備考 

学芸員 

博物館実習 3 3 必修 

考古学実習 3 2  

古文書学実習 3 2  

古文書講読Ⅰ・Ⅱ 3 各 2  

社会福祉主事 社会福祉課題研究Ⅰ・Ⅱ 3 各 2  

社会教育主事 

社会教育士 

生涯学習支援論Ⅰ・Ⅱ 2 各 2 必修 

社会教育経営論Ⅰ・Ⅱ 3 各 2 必修 

社会教育実習 3 4 必修 

 

 

５．行政政策学類英語特修プログラム 

 

本学における英語教育は、主に基盤教育の中で行われますが、行政政策学類ではそれとは別に、英語の

学力や学修意欲の高い学生のニーズに対応するために、「英語特修プログラム」を用意しています。これ

は、基盤教育の英語科目に加えて、学類の英語に関連する専門科目、英語に関する外部資格試験、海外で

の留学や語学研修などで修得した単位数に基づいて認定されるものです。 

このプログラムは行政政策学類の学生であれば誰でもチャレンジできます。卒業要件に定められた単

位に加えて、「英語特修プログラム認定科目一覧」に示された必要な単位を修得することにより、「英語特

修プログラム修了」の認定を受けることができます。必要な単位をすべて修得した学生は、その時点で教

務担当窓口に申告してください（事後申告制）。 

 

※英語に関する学部資格試験の認定基準は、Web の『学修案内』掲載の「2019 年度入学生からの英語に係る技能審査の単位認定に関

する要項」の別表のとおりです。なお、本学に入学する前に英語に関する外部資格試験を受けた場合は、別表の認定基準を満たしている

場合でも単位認定されませんので、再度受験して認定基準を満たす必要があります（「実用英語技能検定」については一つ上の級に合格す

る必要があります）。 
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英語特修プログラム認定科目群一覧（平成 31 年度以降入学者用） 

 

A の項目の科目は、各領域の要卒単位となると同時に、本プログラムの単位として計上されます。 

B の項目の科目は、本プログラム独自の科目です。「国際交流研修」の該当科目として指定された授業に出席し、かつ、それについて 

英文レポートを５回分提出した場合、1 単位が認定されます。なお、１単位の取得のため、複数年にわたるレポートを対象とし、 

申請することができます。また、この科目は、要卒単位には含まれない特修プログラムのみの認定科目となります。 

レポートなどの詳細については掲示を注意して見てください。 

夜間主の学生は、「英語ＡⅠ・Ⅱ」を夜間開講の「英語」で読み替えることができます。 
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その他 

 

１．授業以外の時間の演習室の使用について 

スタートアップセミナー、問題探究セミナー、演習／協働演習などで、授業以外の時間に演習室を使用

する場合は、指導教員の承諾を得たうえで教務担当窓口へ申し込んでください。 

  使用者は、室内を加工したり、現状を変更してはいけません。 

  使用者は、火災など事故が起こらないように特に注意してください。 

  使用者は、室内を整理し、使用後は必ず清掃し、窓の鍵を閉め、ストーブなどを使用した場合はスイッ

チを切り、消灯を確認してから退室してください。 

 

２．学生印刷室（行政政策学類棟２階）の利用について 

スタートアップセミナー、問題探究セミナー、演習／協働演習、実習、課題研究、外書講読の授業で使

用する教材を印刷するときは、下記の要領で学生印刷室を利用することができます。 

学生印刷室の利用時間は、月曜日から金曜日の８：３０～２１：３０です。 

学生印刷室には、コピー機が設置されています。コピー機の利用にはコピーカードが必要です。コピー

カードは、スタートアップセミナー、問題探究セミナー、演習／協働演習、実習、課題研究、外書講読の

担当教員が所持しています。コピーカードの管理方法については円滑に貸借できるよう、各クラスで相

談してください。 

コピー機のトラブルの多くは、使用方法の間違いから起きます。使用前に学生印刷室内の使用方法をよ

く読み、使用後は整理および清掃を行い、次の使用者に迷惑をかけないように十分注意してください。 

  印刷室は混み合いますので、できるだけ各クラスの代表者が利用するようにしてください。 

 

3．行政政策学類棟への立ち入りについて 

行政政策学類棟に立ち入ることができるのは、月曜日から土曜日の７：００～２１：３０です。それ以

外の時間帯や日曜・祝日・休日は学類棟が施錠されますので、立ち入ることはできません。 

年末年始、大学入学共通テスト、夏季一斉休業などにより、学類棟への立ち入りが制限・禁止されるこ

とがありますので、掲示などに注意してください。 

 

 

4．学生談話室（行政政策学類棟２階）の利用について 

行政政策学類棟２階には、皆さんが利用できる談話室があります。自習をしたり談話をするなど、自由

に利用してください。 

談話室の利用時間は、月曜日から土曜日の８：３０～２１：３０です。 

談話室では、飲食が自由です。電子レンジ、飲み物の自動販売機が設置されています。 
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○行政政策学類夜間主科目一覧表     

       

接続領域      

科目区分 授業科目名 単位 履修年次 隔年開講 備 考 

スタートアップ科目 
スタートアップセミナー 2 1 年     

社会とデータ科学の基礎 2 1 年     

ライフマネジメント科目 
キャリア形成論 2 1 年     

健康運動科学実習 1 1 年     

外国語コミュニケーショ

ン科目 
英語 1 1 年   4 科目開講 

       

教養領域      

科目区分 授業科目名 単位 履修年次 
隔年開

講 
備 考 

学
術
基
礎
科
目 

社会科学 

分野の科目 

政治学の基礎 2 1 年 ○   

現代法学論 2 1 年 ○   

社会科学の基礎Ⅰ 2 1 年 ○   

現代文化論 2 1 年 ○   

経営学概論 2 1 年 ○   

経済学入門 2 1 年 ○   

人文科学 

分野の科目 

人間と文化Ⅰ 2 1 年 ○   

人間と文化Ⅱ 2 1 年 ○   

自然科学 

分野の科目 

自然と科学 2 1 年 ○   

六次化産業と農 2 1 年 ○   

キャリア設計科目 

キャリアモデル学習 2 2 年   
夜間主時間帯の開講なし 

放送大学か昼間開講科目で対応 

ワーキングスキル 1 又は 2 2 年   
夜間主時間帯の開講なし 

昼間開講科目で対応 

健康・運動科目 スポーツ実習 1 2 年   
夜間主時間帯の開講なし 

昼間開講科目で対応 

外国語科目 

英語 BⅠ 1 2 年   
夜間主時間帯の開講なし 

昼間開講科目で対応 

英語 BⅡ 1 2 年   
夜間主時間帯の開講なし 

昼間開講科目で対応 
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応用英語 1 1 年   
夜間主時間帯の開講なし 

昼間開講科目で対応 

ドイツ語基礎Ⅰ 1 1 年   
夜間主時間帯の開講なし 

放送大学か昼間開講科目で対応 

ドイツ語基礎Ⅱ 1 1 年   
夜間主時間帯の開講なし 

放送大学か昼間開講科目で対応 

フランス語基礎Ⅰ 1 1 年   
夜間主時間帯の開講なし 

放送大学か昼間開講科目で対応 

フランス語基礎Ⅱ 1 1 年   
夜間主時間帯の開講なし 

放送大学か昼間開講科目で対応 

中国語基礎Ⅰ 1 1 年   
夜間主時間帯の開講なし 

放送大学か昼間開講科目で対応 

中国語基礎Ⅱ 1 1 年   
夜間主時間帯の開講なし 

放送大学か昼間開講科目で対応 

韓国朝鮮語基礎Ⅰ 1 1 年   
夜間主時間帯の開講なし 

放送大学か昼間開講科目で対応 

外国語科目 

韓国朝鮮語基礎Ⅱ 1 1 年   
夜間主時間帯の開講なし放送大

学か昼間開講科目で対応 

ドイツ語基礎（特設）Ⅰ 1 1 年   
夜間主時間帯の開講なし 

昼間開講科目で対応 

ドイツ語基礎（特設）Ⅱ 1 1 年   
夜間主時間帯の開講なし 

昼間開講科目で対応 

フランス語基礎（特設）Ⅰ 1 1 年   
夜間主時間帯の開講なし 

昼間開講科目で対応 

フランス語基礎（特設）Ⅱ 1 1 年   
夜間主時間帯の開講なし 

昼間開講科目で対応 

中国語基礎（特設）Ⅰ 1 1 年   
夜間主時間帯の開講なし 

昼間開講科目で対応 

中国語基礎（特設）Ⅱ 1 1 年   
夜間主時間帯の開講なし 

昼間開講科目で対応 

韓国朝鮮語基礎（特設）Ⅰ 1 1 年   
夜間主時間帯の開講なし 

昼間開講科目で対応 

韓国朝鮮語基礎（特設）Ⅱ 1 1 年   
昼間開講科目で対応 

夜間主時間帯の開講なし 

ドイツ語応用Ⅰ 1 2 年   
夜間主時間帯の開講なし 

放送大学か昼間開講科目で対応 

フランス語応用Ⅰ 1 2 年   
夜間主時間帯の開講なし 

放送大学か昼間開講科目で対応 
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フランス語応用Ⅱ 1 2 年   
夜間主時間帯の開講なし 

放送大学か昼間開講科目で対応 

中国語応用Ⅰ 1 2 年   
夜間主時間帯の開講なし 

放送大学か昼間開講科目で対応 

中国語応用Ⅱ 1 2 年   
夜間主時間帯の開講なし 

放送大学か昼間開講科目で対応 

韓国朝鮮語応用Ⅰ 1 2 年   
夜間主時間帯の開講なし 

放送大学か昼間開講科目で対応 

韓国朝鮮語応用Ⅱ 1 2 年   
夜間主時間帯の開講なし 

放送大学か昼間開講科目で対応 

情報科目 情報リテラシー 2 1 年   
夜間主時間帯の開講なし 

放送大学か昼間開講科目で対応 

(注)英語以外の外国語科目は、放送大学の科目と昼間開講の科目のどちらか一方しか履修することはできません。 

       

問題探究領域      

科目区分 授業科目 単位 履修年次 
隔年開

講 
備 考 

問題探究科目 契約と社会のルール 2 1 年     

自主学修プログラム 自主学修プログラム 1 又は 2 1 年     

問題探究セミナー 問題探究セミナーⅠ 2 1 年     

       

専門領域      

科目区分 授業科目 単位 履修年次 
隔年開

講 
備 考 

夜間主共通科目 

現代憲法Ⅰ 2 1 年 ○   

民法入門 2 1 年 ○   

社会と法 2 1 年 ○   

現代政治のトピックス 2 1 年 ○   

現代行政のトピックス 2 1 年 ○   

現代の地域問題 2 1 年 ○   

現代社会と計画 2 1 年 ○   

社会科学の基礎Ⅱ 2 1 年 ○   

現代社会論 2 1 年 ○   

地域と文化の歴史 2 1 年 ○   

文化と科学Ⅰ 2 1 年 ○   
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文化と科学Ⅱ 2 1 年 ○   

経済学概論Ⅰ 2 1 年 ○   

経済学概論Ⅱ 2 1 年 ○   

夜間主コース専門科目 

(地域政策と法コース) 

現代憲法Ⅱ 2 2 年 ○   

日常生活と民法 2 2 年 ○   

犯罪と刑罰 2 2 年 ○   

金融取引法 2 2 年 ○   

裁判と法 2 2 年 ○   

企業組織と法 2 2 年 ○   

行政と法Ⅰ 2 2 年 ○   

行政と法Ⅱ 2 2 年 ○   

地方自治と法 2 2 年 ○   

労働と法 2 2 年 ○   

国際関係と法 2 2 年 ○   

現代の地方行政 2 2 年 ○   

現代の公共政策 2 2 年 ○   

現代の国際政治 2 2 年 ○   

地域行政政策論 2 2 年 ○   

簿記概論 2 2 年 ○   

グローバル社会・経済論 2 2 年 ○   

夜間主コース専門科目(地

域社会と文化コース) 

社会計画論 2 2 年 ○   

地域環境論 2 2 年 ○   

社会福祉論 2 2 年 ○   

地域福祉論 2 2 年 ○   

社会調査論 2 2 年 ○   

情報社会論 2 2 年 ○   

ジェンダー論 2 2 年 ○   

地域社会学 2 2 年 ○   

メディア論 2 2 年 ○   

地域史 2 2 年 ○   

考古学 2 2 年 ○   

言語文化論 2 2 年 ○   

国際文化交流論 2 2 年 ○   

欧米文化論 2 2 年 ○   

外国語コミュニケーション文化 2 2 年 ○   

地域と文化Ⅰ 2 2 年 ○   
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地域と文化Ⅱ 2 2 年 ○   

演習・ 

卒業研究 

問題探究セミナーⅡ・Ⅲ 2 2 年     

協働演習Ⅰ～Ⅳ 2 3・4 年     

卒業研究 4 4 年     

 

○夜間主開講科目に対応する昼間開講科目 
 

夜間主共通科目 

夜間主開講科目 対応する昼間開講科目 
備 考 

授業科目名 単位 履修年次 授業科目名 単位 履修年次 

現代憲法Ⅰ 2 1 年 なし    

民法入門 2 1 年 なし    

社会と法 2 1 年 なし    

現代政治のトピックス 2 1 年 政治過程論Ⅱ 2 2 年  

現代行政のトピックス 2 1 年 行政学Ⅱ 2 2 年  

現代の地域問題 2 1 年 なし    

現代社会と計画 2 1 年 なし    

社会科学の基礎Ⅱ 2 1 年 なし    

現代社会論 2 1 年 なし    

地域と文化の歴史 2 1 年 なし    

 

夜間主コース専門科目 

【地域政策と法コース】 

夜間主開講科目 対応する昼間開講科目 

備 考 
授業科目名 

単

位 

履修

年次 
授業科目名 

単

位 

履修

年次 

現代憲法Ⅱ 2 2 年 なし    

日常生活と民法 2 2 年 なし    

犯罪と刑罰 2 2 年 刑法Ⅰ 2 2 年  

金融取引法 2 2 年 商法Ⅱ 2 3 年  

裁判と法 2 2 年 なし    

企業組織と法 2 2 年 商法Ⅰ 2 3 年  

行政と法Ⅰ 2 2 年 なし    

行政と法Ⅱ 2 2 年 なし    

地方自治と法 2 2 年 なし    

労働と法 2 2 年 労働法Ⅰ 2 3 年  

国際関係と法 2 2 年 なし    

現代の地方行政 2 2 年 地方行政論 2 2 年  

現代の公共政策 2 2 年 なし    

現代の国際政治 2 2 年 国際政治論Ⅰ 2 3 年  
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地域行政政策論 2 2 年 なし    

 

【地域社会と文化コース】 

夜間主開講科目 対応する昼間開講科目 

備 考 
授業科目名 

単

位 

履修

年次 
授業科目名 

単

位 

履修

年次 

社会計画論 2 2 年 社会計画論 2 2 年  

地域環境論 2 2 年 地域環境論 2 3 年  

社会福祉論 2 2 年 社会福祉論 2 2 年  

地域福祉論 2 2 年 地域福祉論 2 3 年  

社会調査論 2 2 年 社会調査論 2 2 年  

情報社会論 2 2 年 情報社会論 2 3 年  

ジェンダー論 2 2 年 ジェンダー論Ⅰ 2 2 年  

地域社会学 2 2 年 地域社会学 2 2 年  

メディア論 2 2 年 メディア論 2 3 年  

地域史 2 2 年 地域史Ⅱ  2 3 年  

考古学 2 2 年 考古学Ⅰ 2 2 年  

言語文化論 2 2 年 
言語文化論Ⅰ 2 3 年 「言語文化論Ⅰ」、「言語文化論

Ⅱ」のいずれを受講しても読み

替える。 言語文化論Ⅱ 2 3 年 

国際文化交流論 2 2 年 国際文化交流論 2 3 年  

欧米文化論 2 2 年 
欧米文化論Ⅰ 2 3 年 「欧米文化論Ⅰ」、「欧米文化論

Ⅱ」のいずれを受講しても読み

替える。 欧米文化論Ⅱ 2 3 年 

外国語コミュニケーション文化 2 2 年 なし    

 

(注) 夜間主開講科目に対応する昼間開講科目は、当該科目の履修年次から履修することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



○専門領域科目一覧表（2019カリ）　※令和２年度以降入学生対象

【学類共通科目】

地域政策と法 地域社会と文化

現代社会へのアプローチ 2 1年 開放除外科目

現代法学論 2 1年 開放除外科目

民法総則 2 1年

現代政治論Ⅰ 2 1年 開放除外科目　　　※「Ⅱ」は学類基礎科目

社会学原論Ⅰ 2 1年 ※「Ⅱ」は学類基礎科目

社会と文化の理論 2 1年

【学類基礎科目】

地域政策と法 地域社会と文化

法社会学Ⅰ 2 2年

法社会学Ⅱ 2 2年

憲法（人権）Ⅰ 2 2年

憲法（人権）Ⅱ 2 2年

憲法（統治）Ⅰ 2 2年

憲法（統治）Ⅱ 2 2年

行政法総論Ⅰ 2 2年 ※「Ⅱ」はコース専門科目

刑法Ⅰ 2 2年 ※「Ⅱ」はコース専門科目

民法（不法行為） 2 2年

民法（債権総論） 2 2年

民法（債権各論） 2 2年

現代政治論Ⅱ 2 2年 ○ 開放除外科目　　　※「Ⅰ」は学類共通科目

地方行政論 2 2年

行政学Ⅰ 2 2年 ○

行政学Ⅱ 2 2年 ○

政治過程論Ⅰ 2 2年 ○

政治過程論Ⅱ 2 2年 ○

公共政策論Ⅰ 2 2年 ○ 2022年度以降原則欠講

公共政策論Ⅱ 2 2年 ○ 2022年度以降原則欠講

社会計画論 2 2年

社会調査論 2 2年

社会福祉論 2 2年

文化史 2 2年

考古学Ⅰ 2 2年 ※「Ⅱ」はコース専門科目

社会教育論（生涯学習論を含む）Ⅰ 2 2年

社会教育論（生涯学習論を含む）Ⅱ 2 2年

ジェンダー論Ⅰ 2 2年 ○ ※「Ⅱ」はコース専門科目

比較地域文化論 2 2年

学類基礎

学類基礎

学類基礎

学類基礎

学類共通

学類共通

学類基礎

学類基礎

学類基礎

学類基礎

学類基礎

学類基礎

学類基礎

履修区分

学類基礎

学類基礎

学類基礎

学類基礎

学類基礎

学類基礎

学類基礎

学類基礎

授業科目 単位
履修
年次

授業科目

学類基礎

学類基礎

単位
履修
年次

学類共通

学類共通

備考
履修区分 隔年

開講

学類共通

学類共通

備考

学類基礎

学類基礎

学類基礎

隔年
開講

学類基礎

学類基礎

学類基礎

学類基礎



【学類基礎科目（続き）】

地域政策と法 地域社会と文化

社会学原論Ⅱ 2 2年 ※「Ⅰ」は学類共通科目

社会構造論Ⅰ 2 2年 ○
2021年度以降原則欠講
　　　　　　　　　　　※「Ⅱ」はコース専門科目

地域社会学 2 2年

【コース専門科目（地域政策と法コース）】 コース専門科目：●　自由選択領域科目：○

地域政策と法 地域社会と文化

労働法Ⅰ 2 3年 ● ●

労働法Ⅱ 2 3年 ● ●

社会保障法 2 3年 ● ○ ○

経済法 2 3年 ● ○ 2022年度以降原則欠講

商法Ⅰ 2 3年 ● ○

商法Ⅱ 2 3年 ● ○

行政法総論Ⅱ 2 3年 ● ○ ※「Ⅰ」は学類基礎科目

行政救済法Ⅰ 2 3年 ● ○

行政救済法Ⅱ 2 3年 ● ○

地方自治法Ⅰ 2 3年 ● ○

地方自治法Ⅱ 2 3年 ● ○

刑法Ⅱ 2 2年 ● ● ○ ※「Ⅰ」は学類基礎科目

刑事裁判法Ⅰ 2 3年 ● ○

刑事裁判法Ⅱ 2 3年 ● ○ 2022年度以降原則欠講

民事裁判法Ⅰ 2 3年 ● ○ ○

民事裁判法Ⅱ 2 3年 ● ○ ○

民法（物権） 2 3年 ● ○

民法（担保物権） 2 3年 ● ○ 2022年度以降原則欠講

民法（家族） 2 2年 ● ○ ○

民法（相続） 2 2年 ● ○ ○ 2023年度以降原則欠講

国際法Ⅰ 2 3年 ● ●

国際法Ⅱ 2 3年 ● ●

地方政治論Ⅰ 2 3年 ● ●

地方政治論Ⅱ 2 3年 ● ●

政治思想史Ⅰ 2 3年 ● ● ○ 2022年度以降原則欠講

政治思想史Ⅱ 2 3年 ● ● ○ 2022年度以降原則欠講

国際政治論Ⅰ 2 3年 ● ●

国際政治論Ⅱ 2 3年 ● ●

授業科目 単位
履修
年次

単位

学類基礎

学類基礎

学類基礎

授業科目
履修
年次

備考

履修区分 隔年
開講

備考

隔年
開講

履修区分



【コース専門科目（地域社会と文化コース）】 コース専門科目：●　自由選択領域科目：○

地域政策と法 地域社会と文化

地域環境論 2 2年 ○ ●

地域福祉論 2 3年 ○ ●

生活構造論Ⅰ 2 3年 ○ ● ○ 2022年度以降原則欠講

生活構造論Ⅱ 2 3年 ○ ● ○ 2022年度以降原則欠講

情報社会論 2 3年 ○ ●

社会福祉課題研究Ⅰ 2 3年 ○ ● ○ 開放除外科目

社会福祉課題研究Ⅱ 2 3年 ○ ● ○ 開放除外科目

地域史Ⅰ 2 3年 ○ ●

地域史Ⅱ 2 3年 ○ ●

考古学Ⅱ 2 3年 ○ ● ※「Ⅰ」は学類基礎科目

生涯学習支援論Ⅰ 2 2年 ○ ● ○ 開放除外科目

生涯学習支援論Ⅱ 2 2年 ○ ● ○ 開放除外科目

スポーツ文化論Ⅰ 2 3年 ○ ● ○ 2022年度以降原則欠講

スポーツ文化論Ⅱ 2 3年 ○ ● ○ 2022年度以降原則欠講

ジェンダー論Ⅱ 2 3年 ○ ● ○ ※「Ⅰ」は学類基礎科目

博物館学概論 2 2年 ○ ● ○

博物館資料論 2 2年 ○ ● ○

博物館経営論 2 2年 ○ ● ○

博物館情報・メディア論 2 2年 ○ ● ○

博物館展示論 2 2年 ○ ● ○

博物館資料保存論 2 2年 ○ ● ○

博物館教育論 2 2年 ○ ● ○

古文書講読Ⅰ 2 3年 ○ ● 開放除外科目

古文書講読Ⅱ 2 3年 ○ ● 開放除外科目

考古学実習 2 3年 ○ ● 開放除外科目

古文書学実習 2 3年 ○ ● 開放除外科目

社会教育実習 4 3年 ○ ● 開放除外科目

博物館実習 3 3年 ○ ● 開放除外科目

言語文化論Ⅰ 2 3年 ○ ●

言語文化論Ⅱ 2 3年 ○ ●

国際文化交流論 2 3年 ○ ●

欧米文化論Ⅰ 2 3年 ○ ●

欧米文化論Ⅱ 2 3年 ○ ●

社会構造論Ⅱ 2 3年 ○ ● ○
2022年度以降原則欠講
　　　　　　　　　　　※「Ⅰ」は学類基礎科目

メディア論 2 3年 ○ ●

日本史概論 2 2年 ○ ● ○ 開放除外科目

授業科目
履修
年次

隔年
開講

備考単位
履修区分



【グローバル・コミュニケーション科目】 コース専門科目：●　自由選択領域科目：○

地域政策と法 地域社会と文化

外書講読（英語）Ⅰ 2 3年 ● ● ○
英語特修プログラム認定科目
開放除外科目

外書講読（英語）Ⅱ 2 3年 ● ● ○
英語特修プログラム認定科目
開放除外科目

外書講読（非英）Ⅰ 2 3年 ● ● ○ 開放除外科目

外書講読（非英）Ⅱ 2 3年 ● ● ○ 開放除外科目

英語コミュニケーションAⅠ 2 3年 ● ● 英語特修プログラム認定科目

英語コミュニケーションAⅡ 2 3年 ● ● 英語特修プログラム認定科目

英語コミュニケーションBⅠ 2 3年 ● ● 英語特修プログラム認定科目

英語コミュニケーションBⅡ 2 3年 ● ● 英語特修プログラム認定科目

英語コミュニケーションCⅠ 2 3年 ● ● 英語特修プログラム認定科目

English PresentationsⅠ 2 3年 ● ● 英語特修プログラム認定科目

English PresentationsⅡ 2 3年 ● ● 英語特修プログラム認定科目

中国語コミュニケーションⅠ 2 3年 ● ● 開放除外科目

中国語コミュニケーションⅡ 2 3年 ● ● 開放除外科目

【コア・アクティブ科目／特殊講義　等】 コース専門科目：●　自由選択領域科目：○

地域政策と法 地域社会と文化

コア・アクティブ科目／
海外フィールドワーク実習

2 2年 ● ●

コア・アクティブ科目／学際科目 2 2or3年 ● ●

コア・アクティブ科目／学生企画科目 2 2年 ● ●

特殊講義 2 2or3年 ○ ○ 別頁参照

副演習Ⅰ～Ⅳ 2 3or4年 ○ ○

【演習等】

地域政策と法 地域社会と文化

地域政策と法コース型
問題探究セミナーⅡ

2 2年 必※ 開放除外科目

地域政策と法コース型
問題探究セミナーⅢ

2 2年 必※ 開放除外科目

コース横断型
問題探究セミナーⅡ

2 2年 必※ 必※ 開放除外科目

コース横断型
問題探究セミナーⅢ

2 2年 必※ 必※ 開放除外科目

地域社会と文化コース型
問題探究セミナーⅡ

2 2年 必※ 開放除外科目

地域社会と文化コース型
問題探究セミナーⅢ

2 2年 必※ 開放除外科目

演習Ⅰ 2 3年 必 必 開放除外科目

演習Ⅱ 2 3年 必 必 開放除外科目

演習Ⅲ 2 4年 必 必 開放除外科目

演習Ⅳ 2 4年 必 必 開放除外科目

卒業研究 4 4年 必 必 開放除外科目

※自コースもしくはコース横断型のいずれかを履修します

備考単位

授業科目 単位
履修
年次

単位
履修
年次

授業科目

隔年
開講

備考

履修区分

履修
年次

備考

履修区分
授業科目

履修区分

隔年
開講

隔年
開講



【他学類が開講する科目】 コース専門科目：●　自由選択領域科目：○

地域政策と法 地域社会と文化

社会・集団・家族心理学 2 2年 ○ ●

産業と経済、地域振興の地理学 2 2年 ○ ○

都市とまちづくりの地理学 2 2年 ○ ○

児童福祉概論 2 1年 ● ●

現代日本の政治 2 2年 ○ ○

現代社会と地域計画 2 2年 ○ ○

科学技術と環境の倫理学 2 2年 ○ ○

スポーツ政策論 2 2年 ○ ●

産業社会文化論 2 2年 ○ ●

社会教育経営論Ⅰ 2 3年 ○ ●

社会教育経営論Ⅱ 2 3年 ○ ●

地方財政論 2 3年 ● ○

マクロ経済学Ⅰ 2 2年 ● ●

マクロ経済学Ⅱ 2 2年 ● ●

ミクロ経済学Ⅰ 2 2年 ○ ○

ミクロ経済学Ⅱ 2 2年 ○ ○

財政学 2 3年 ● ○

国際経済学 2 3年 ● ○

社会政策 2 3年 ● ●

経済政策 2 2年 ● ○

地域と経済 2 2年 ○ ○

地域経済論 2 2年 ○ ○

社会思想史 2 3年 ○ ●

地域政策論 2 3年 ● ●

国際関係論 2 2年 ● ○

国際公共政策論 2 3年 ● ●

租税法Ⅰ 2 3年 ● ○

租税法Ⅱ 2 3年 ● ○

都市計画概論 2 2年 ● ●

環境計画論 2 2年 ● ●

地質学概論 2 2年 ● ●

エコロジカル経済学 2 3年 ● ●

サウンドスケープ 2 3年 ● ●

里山管理論 2 2年 ○ ●

農村計画学 2 3年 ○ ●

フードシステム論 2 2年 ● ●

食料・農業政策学 2 2年 ● ○

協同組合学 2 2年 ● ●

農林資源経済論 2 3年 ● ○

　　1．授業担当者及び開講学期・曜日・時限等は時間割表で確認してください。
　　2．各授業科目の講義要項（シラバス）については，LiveCampusを参照してください。

食農学類

開講学類

人間発達文化学類

共生システム理工学類

単位

経済経営学類

履修区分
授業科目

履修
年次



【英語特修プログラム認定科目】 自由選択領域科目：○

地域政策と法 地域社会と文化

外部資格試験 4 1年 ○ ○
英語特修プログラム認定科目
開放除外科目

短期語学研修 2 1年 ○ ○
英語特修プログラム認定科目
開放除外科目

国際交流協定に基づく海外留学 1・2 2年 ○ ○
英語特修プログラム認定科目
開放除外科目

国際交流研修Ⅰ～Ⅷ 1 1年
英語特修プログラム認定科目
開放除外科目

（備考）「○」は自由選択領域科目を指す。

24 学類基礎　　　　：　学類基礎科目

 学類共通　　　　：　学類共通科目

隔年
開講

備考授業科目

 必（必修）　　 　：　演習Ⅰ～演習Ⅳ、卒業研究

計

 必（必修）　　   ：　問題探究セミナーⅡ・Ⅲ 4

72

12

 ●　　　　　　　　：　コース専門科目

英語特修プログラムのみの
認定科目

区　　　　　　　　　分
専門領域

要卒単位数

8

単位
履修
年次

履修区分

24



○演習一覧表

授業科目 コース 単位数 履修年次 備　考

演習（憲法） 2 3・4年

 〃  （憲法） 2 3・4年

 〃  （民法） 2 3・4年

 〃  （民法） 2 3・4年

 〃  （民事裁判法） 2 3・4年

 〃  （刑法・刑事裁判法） 2 3・4年

 〃  （商法） 2 3・4年

 〃  （国際法） 2 3・4年

 〃  （地方自治法） 2 3・4年

 〃  （地方行政論） 2 3・4年

 〃  （行政学） 2 3・4年

 〃  （公共政策論） 2 3・4年

 〃  （政治過程論） 2 3・4年

 〃  （現代政治論） 2 3・4年

 〃  （国際政治論） 2 3・4年

 〃  （地域環境論） 2 3・4年

 〃  （社会調査論） 2 3・4年

 〃  （社会計画論） 2 3・4年

 〃  （情報社会論） 2 3・4年

 〃 （考古学） 2 3・4年

 〃 （社会教育論） 2 3・4年

 〃 （ジェンダー論） 2 3・4年

 〃 （地域史） 2 3・4年

 〃 （文化史） 2 3・4年

 〃 （比較文化論） 2 3・4年

 〃 （比較文化論） 2 3・4年

 〃 （比較文化論） 2 3・4年

 〃 （欧米文化論） 2 3・4年

 〃 （社会学原論） 2 3・4年

 〃 （地域社会学） 2 3・4年

尹 海圓

浦谷 知絵

福島 雄一

高橋 有紀

担当教員名

（演習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ）

地
域
社
会
と
文
化
コ
ー

ス

菊地 芳朗

地
域
政
策
と
法
コ
ー

ス 西田 奈保子

佐々木 康文

垣見 隆禎

岩崎 由美子

照沼 かほる

村上 雄一

田村 奈保子

阿部 浩一

久我 和巳

石川 俊介

小田 和正

徳竹 剛

岸見 太一

廣本 由香

黒崎 輝
　演習によっては、都合により開講されない場合
があります。

今西 一男

高橋 準

　開講する演習は、ガイダンスまでに発表する予
定です。

　２年次後期の１２月頃に演習ガイダンスを行い、
所属を決定します。

浅野 かおる

大黒 太郎

荒木田 岳

金井 光生

阪本 尚文

山﨑 暁彦

中里 真

鈴木 めぐみ
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行政社会学会について 

 

１．行政社会学会の目的と活動内容 

行政政策学類には、本学類の教員と学生・院生を中心に構成される学術研究団体として、行政社会学会

が置かれています。 

行政社会学会は、本学類の教員と学生・院生の研究、学習活動の向上を目的として、次のような活動を

行っています。 

（１）『行政社会論集』の発行 

この雑誌は本学会の機関誌であり、本学類の教員が執筆した論説や研究ノートなどを収録します。 

また院生会員・特別会員にも投稿の途がひらかれています。院生会員は、大学院在学中及び大学院修了

後２年間（資格継続期間）は、論説投稿資格を有します。また、資格継続期間を過ぎた場合でも、特別会

員になれば、論説投稿資格が与えられます。 

年４回（原則として６月、９月、12 月、３月）発行されるこの『行政社会論集』は、本学類の教員を

中心にその研究成果を内外に示し、本学類への社会的評価を高めていくうえで大きな役割を果すものと

考えられています。また、本誌を通じて、学生の皆さんは、本学類の教員がどのようなテーマに関心をも

ち、どのような研究を行っているのかを知ることができます。学生と教員の研究面での交流を深める上

でも、本誌は大きな役割を果すことになるでしょう。 

 

（２）学術講演会の開催 

各学界の第一線で活躍している方を講師に招き、学生の皆さんを対象とする学術講演会を年に数回開

催しています。講師は、本学類の教育研究に関連する分野の著名な学者や学界で注目されている新進気

鋭の研究者などを予定していますが、講師及び講演テーマについては学生の要望も聞きながら決めてい

きたいと考えています。学術講演会への参加は、皆さんの学習にとって大きな刺激となるでしょう。 

また、平成 27(2015)年度から、行政社会学会の研究活動の増進および学術発展をはかるため、学生の

皆さんによる学術講演会の企画を募集しています。優れた企画には学会から助成金を支給し、活動を支

援します。毎年、募集要項が発表されますので、それをご覧の上、積極的に応募してください。 

 

（３）学生論集『嶺風』の発行 

学生の学習・研究成果等の発表の場として、年１回、学生論集『嶺風』を刊行しています。この雑誌は、

学生が自ら企画・編集に当たるもので、学生の自主的学習・研究活動を活発にするうえで大きな役割を果

たしています。平成５(1993)年からは、優れた論文に賞金が与えられる懸賞論文制度が設けられていま

す。また、学生の活動を紹介するタブロイド判『嶺風の小部屋』の発行も、平成 27(2015)年度より始ま

りました。学生の皆さんの自発的な投稿と編集活動への参加が大いに期待されます。 

 

２．行政社会学会の組織と役員 

『行政社会論集』の発行や学術講演会の開催は主として教員の幹事が行うことになりますが、学生も学

生論集の発行や講演会の要望の集約その他の仕事を行うことになります。本学会の組織は次の通りです。 
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(1) 会長  学類長 

(2) 評議員 本学類の教員全員 

(3) 幹事  評議員の互選によって若干名を選出する。 

(4) 学生委員 学生の互選により若干名を選出する。 

(5) 監査  教員から２名 

 

そのほか、学会の事業、組織については、学会規則を参照して下さい。 
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履修上の諸手続について 

 

１．学生への連絡方法等 

学生に対する全ての諸連絡は、共通講義棟（S 棟）２階（基盤教育、人間発達文化学類、行政政策学類、

経済経営学類、共生システム理工学類、食農学類、現代教養コース）掲示板に掲示します。休講や授業に

関する連絡事項など教務上の全ての諸案内は、「学修案内」に記載する他、掲示により周知することにな

るので、毎日掲示板を見る習慣を身に付け、見落としによる過誤が生じないようにしてください。 

なお、休講・補講等の情報は LC により閲覧できます。 

また、基盤教育科目及び他学類の授業科目に関しての連絡等は、当該学類等の掲示板に掲示されますの

で見落とさないよう留意してください。 

掲示物には履修や成績に関わる重要な内容が記載されていますので、絶対にはがしたり、汚損したりし

ないようにしてください。 

 

２．証明書の発行手続き 

（1）証明書自動発行機で発行するもの 

在学証明書、成績証明書、卒業見込み証明書、JR の学割証及び通学定期券購入証明書は、共通講義棟

（S 棟）２階（教務課前）に設置の自動発行機により、交付を受けることが出来ます。利用できる時間は

8：30～20：30 ですが、日・休日・年末年始の休業日及び大学行事により講義棟への出入りの出来ない日

は利用できないので、必要日から余裕を持って手続きをしてください。 

請求には情報基盤センターから発行される、ＩＤとパスワードが必要です。発行機にトラブルが生じた

時は、至急対応しますので教務課職員にお知らせください。 

卒業後の証明書申請手続きは、本学のＨＰに掲載されています。発行まで時間のかかる場合もあります

ので、余裕を持って申請してください。 

なお、成績証明書等の厳封を必要とする場合は、証明書自動発行機で交付された証明書を窓口に持参の

うえ申し込んでください。 

 

自動発行機で取得できる証明書 

学割証 年間１０枚まで発行できます。 

在学証明書 － 

ＪＲ通学定期券購入証明

書 

LC に学籍情報を登録していて、通学のために定期券が必要な地域に在住の学生

のみ発行できます。福島交通バスなど JR 以外は学生支援課で申し込みします。 

成績証明書 － 

卒業見込証明書･ 修了見

込証明書 

LC の就職システムに志望調査登録をした最高学年の学類生、大学院生を対象に

発行します。 

教育職員免許状取得見込

証明書 

教員免許の資格希望を出している最高学年の学類生、大学院生を対象に発行し

ます。 
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健康診断証明書 
保健管理センターで定期検診を受けた学類生、大学院生のみ。  

また、異常が認められた学生には発行されません。 

 

（2）窓口で発行するもの 

英文証明書など上記（1）以外の証明書については、教務課各学類係で交付しますので、教務課各学類

係にご相談ください。なお、申し込みの翌日以降の発行となりますので、余裕をもって申し込んでくださ

い。 

 

３．休退学の願出 

休学、退学を希望する事態が生じた場合は所定の手続きが必要となるので、速やかに教務課各学類係に

相談してください。休学や退学の場合は授業料の納入期と関わりが生じ、手続きの遅れが多大な経済的

負担を生じる場合がありますので、次のことに留意ください。 

（1）授業料は年間 2 回に分け（前期・後期）その納入期限を前期は 4 月に、後期は 10 月に納入するこ

とになっています。納入方法は入学時に届け出た銀行等の口座より引き落しとなるので期日までに所定

額を入金しておいてください。 

（2）休学や退学は、在籍しているセメスター分の授業料を納入しなければ受理されません。 

 

このため、９月及び３月時のセメスター末に生じた異動は速やかに教務課各学類係まで申し出る必要

があります。（次のセメスターにかかってしまうと新たな授業料債権が発生します。） 

 

４．改姓・改名の届出 

改姓・改名をした場合は、教務課各学類係に申し出てください。 

 

５．窓口受付時間 

窓口受付時間は、原則として下記の曜日・時間です。 

曜日 月～金 

受付時間 

9：00～12：30 

13：30～17：00 

17：00～19：40（大学院生、夜間主生のみ） 

注意事項等 

特別の場合を除き、窓口時間外の受け付けは一切行いません。また、土曜・日曜・休日、一斉休業期間や入学試験当日及びその準備期

間など、別途掲示した期間においても窓口業務を行いません。 

電話による質問や問合せは誤解や間違いを生じる可能性があるので一切応じられません。受付時間内に直接窓口に来てください。また、

外部からの学生呼び出し等連絡を依頼されても、応じられません。 

掲示等について不明な点がある場合は、窓口で確認するようにしてください。 
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「地域×データ」実践教育プログラムの履修について 

 

 「地域×データ」実践教育プログラムは、地域に根ざした学修とデータにもとづく学修を幅広く体験

できるよう基盤教育科目と学類専門教育科目とを組み合わせたプログラムです。本学の特徴ともいえる

「解のない問い」にチャレンジする学生を育成する科目の中心的な位置づけとなる特修プログラムです。 

より実践的な力を身につけたい学生は「むらの大学」などのプロジェクト科目を受講し、「自主学修プ

ログラム」などを利用して複数年にわたってプロジェクトを継続します。一般的には、「ふくしま未来学

入門Ⅰ」および「ふくしま未来学入門Ⅱ」などの「地域×データ」実践教育プログラム科目を受講し、卒

業要件に定められた単位の他に、下記の履修基準表に示す要認定単位数（３０単位）を修得することで

「地域×データ」実践教育プログラム修了と見なします。 

 

【「地域×データ」実践教育プログラム履修基準表】 

領域・科目区分 開設科目等 
1 科目 

単位数 
必修 

要認定 

単位数 

基盤教育 

スタートアップ科目 社会とデータ科学の基礎 2 2 

12 

学術基礎科目 「地域×データ」実践教育プログラム科目 各 2 － 

問題探究科目 

問題探究セミナーⅠ 2 2 

ふくしま未来学入門Ⅰ・Ⅱ 各 2 2 

むらの大学Ⅰ・Ⅱ 

各 2 － 

データ分析入門、福島の地域データ、 

データサイエンス実践演習 

EBPM 入門、地域課題と探究指導、 

地域課題とビジネス、地方と若者 

その他の問題探究科目 

自主学修プログラム（地域実践） 1～ － 

専門教育 
問題探究科目 問題探究セミナーⅡ 2 2 

12 
学類専門科目 「地域×データ」実践教育プログラム科目 各 2 － 

上記の基盤教育または専門教育から 6 

「地域×データ」実践教育プログラム修了認定に必要な単位合計 30 
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グローバル特修プログラムの履修について 

 

皆さんは、自分の将来を考えて専門分野の知識や技能を深めることを目的に、入学されたと思います。

しかし、大学で開講される多種多様な科目群から自分の興味・関心にあった科目を系統立てて履修する

ことは、それほど簡単なことではありません。そこで、福島大学では、現代の多文化社会において必要と

される教養を身につけ、多様な文化的背景を持つ人々と協働し、グローバル化する社会を担っていく力

を身につけたい学生のために「グローバル特修プログラム」を用意しました。以下の「グローバル教養プ

ログラム」と「英語グレードアッププログラム」の二つを提供します。 

 

①グローバル教養プログラム 

「グローバル教養プログラム」は、グローバル化する社会を理解するために必要な知識や技能を身につ

けたい学生のために、基盤教育科目、学類専門教育科目、短期語学研修等から構成されるプログラムで

す。これまで出会ったことのない新しい問題に、グローバルな視点から対応する力を身につけてくださ

い。 

 以下に示す要認定単位数（30 単位）を修得し、指定の外部試験のスコア取得を証明する書類を提出す

ることでプログラム修了とみなします。要認定単位数を満たした後に、教務課にて申請手続きを行って

ください。 

 

 

 

領域区分 科 目 区 分 開設科目等 

セメ

スタ

ー 

１科目 

単位数 

要認定単位数 

必修 選択 

基盤教育 

接続領域 
外国語コミュニケーショ

ン科目 
英語・英語以外の外国語 1～ 1 4 

4 教養領域 
外国語科目 英語・英語以外の外国語 1～ 1 2 

学術基礎科目 グローバル教養プログラム科目 1～ 2 

 問題探究

領域 
問題探究科目 グローバル教養プログラム科目 1～ 2 

基盤教育 小計 10 

専門教育 学類専門科目 グローバル教養プログラム科目 1～ 2 4 

14 
その他 

短期語学研修   2～ 1 又は 2 
 

交流協定校認定科目   2～ 1 又は 2 

外部資格試験認定   1～ 2 2 

専門教育＋その他 小計 20 

基盤教育＋専門教育＋その他 計 30 
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各資格試験の認定要件（英語） 

資格試験名 認定要件 

実用英語技能検定 CSE スコア（日本英語検定協会） 2125 以上 

ＴＯＥＩＣ L & R + S & W（Educational Testing Service） 1355 以上 

ＴＯＥＦＬ（ｉＢＴ）（Educational Testing Service） 57 以上 

ＩＥＬＴＳ（International English Language Testing System） 4.5 以上 

ケンブリッジ英語検定試験（Cambridge English Qualifications） 150 以上 

GTEC（Global Test of English Communication） 1075 以上 

TEAP（Test of English for Academic Purposes） 267 以上 

TEAP（CBT）（Test of English for Academic Purposes） 510 以上 

 

各資格試験の認定要件（英語以外の外国語） 

資格試験名 認定要件 

ドイツ語技能検定試験（ドイツ語学文学振興会） ４級 

共通ヨーロッパ語学証明書－ドイツ語（欧州理事会文化協調会議教育委員会） A１※ 

実用フランス語技能検定試験（フランス語教育振興協会） ４級 

フランス文部省認定フランス語資格試験 DELF・DALF（DELF・DALF 委員会） A１ 

中国語検定試験（日本中国語検定協会） ４級 

ＨＳＫ漢語水準考試（孔子学院総部／国家漢弁） ２級 

ロシア語能力検定公開試験（東京ロシア語学院） ４級 

韓国語能力試験（韓国教育財団） ２級 

 

外部資格試験は、英語・英語以外の外国語からそれぞれ一つまで認定します。その場合、一方を必修２

単位、他方を選択２単位に算入します。 

②英語グレードアッププログラム 

「英語グレードアッププログラム」は、基盤教育の必修科目を履修した後、さらに英語学習を継続し、

学類専門教育科目、国際交流センターが開講する英語による講義科目などの履修を通して、海外留学な

どに繋げるためのプログラムです。卒業時までに、英検の準１級程度、TOEIC L&R test の 700 点台に相

当する英語運用能力の修得を目標としています。具体的には、「講義や研修での課題図書など、まとまっ

た量の英文の要点を理解することができる」、「講演や講義など、興味・関心のある話題に関するまとまり
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のある話を理解することができる」、「自分の仕事や専門分野に関する講義や発表などを聞いて、それに

ついて質問したり自分の考えを述べたりすることができる」、「講義の内容や新聞の記事など、興味・関心

のある話題について、聞いたり読んだりした内容の要約を書くことができる」などです。 

 国際交流センターが開講する英語による講義科目を履修するためには、英検 CSE スコア 2200、TOEIC 

L&R test 600、IELTS 5.0、TOEFL iBT 60 程度の英語力が推奨されます。詳細は各科目のシラバスを参

照してください。 

 以下に示す要認定単位数（30 単位）を修得し、指定の外部試験のスコア取得を証明する書類を提出す

ることでプログラム修了とみなします。要認定単位数を満たした後に、教務課にて申請手続きを行って

ください。 

 

領域区分 科 目 区 分 開設科目等 
セメス

ター 

１科目 

単位数 

要認定単位数 

必修 選択 

基盤教育 

接続領域 
外国語コミュニケーシ

ョン科目 
英語 1～ 1 4   

教養領域 外国語科目 英語 1～ 1 4 

2 問題探究

領域 
自主学修プログラム 

留学準備等自主学修プログ

ラム 
1～ 1 又は 2   

基盤教育 小計 10 

専門教育 
学類専門科目 

英語グレードアッププログ

ラム科目 
1～ 2 12   

専門教育 小計 12 

その他 

国際交流センター開講科目 英語による講義 1～ 1 又は 2 

  6 短期語学研修   2～ 1 又は 2 

交流協定校認定科目   2～ 1 又は 2 

外部資格試験認定   1～ 2 2   

その他 小計 8 

基盤教育＋専門教育＋その他 計 30 
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各資格試験の認定要件（英語） 

資格試験名 スコア 

実用英語技能検定 CSE スコア（日本英語検定協会） 2305 以上 

ＴＯＥＩＣ L & R + S & W（Educational Testing Service） 1560 以上 

ＴＯＥＦＬ（ｉＢＴ）（Educational Testing Service） 72 以上 

ＩＥＬＴＳ（International English Language Testing System） 5.5 以上 

ケンブリッジ英語検定試験（Cambridge English Qualifications） 160 以上 

GTEC（Global Test of English Communication） 1190 以上 

TEAP（Test of English for Academic Purposes） 309 以上 

TEAP（CBT）（Test of English for Academic Purposes） 600 以上 

 

 

正解のない問いに挑むデータサイエンス教育プログラム 

 

英語が世界の共通言語になったように、数理・データサイエンス・AI は世界の共通知識になりつつあ

ります。数理・データサイエンス・AI に関する知識やスキルは、様々な学問を学ぶ上でも、将来の職業

生活においても非常に重要です。 

学生のみなさんの中には「自分は文系だから」、「数学は苦手だ」といった理由で不安を覚える方もいる

かもしれませんが、心配は要りません。 

福島大学では、全学で基礎から実践へと積み上げ式に学んでいく「解のない問い」に挑むデータサイエ

ンス教育プログラム（リテラシーレベル*）を開講しています。 

本プログラムは３つの科目で構成されています。 

 

１）「社会とデータ科学の基礎」（スタートアップ科目／全学生必修科目） 

 データを構築したり、データの特性に応じた適切な分析を行ったりするために必要なデータサイエン

スの考え方やスキルを学びます。 

 

２）「データ分析入門」（問題探究科目） 

 科学的方法の基本原理を講義形式で学んだ上で、授業の後半では演習形式で調査やデータ分析につい

て経験的に学びます。 

 

３）「データサイエンス実践演習」（ワーキングスキル科目） 

 ビジネスの現場におけるデータサイエンス・AI の活用事例を学んだ後、プロジェクト型学修を通じて

データ分析を活用した政策提言を行います。 

 

「社会とデータ科学の基礎」の単位を修得することで、プログラムの修了が認定されます。なお、プロ
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グラムへの参加・修了認定に際し、申請等の手続きは不要です。単位修得をもって修了認定し、卒業時に

認定証を発行します。「解のない問い」に挑むデータサイエンス教育プログラムを学んで、あなた自身の

未来を切り拓きましょう！ 

 

＊数理・データサイエンス・AI 教育プログラムには、リテラシーレベル、応用基礎レベル、の 2 つの

レベルがあります。福島大学では、全学でリテラシーレベルに認定されており、共生システム理工学類が

応用基礎レベルに認定されています。また、今後、各学類で応用基礎レベルに申請することを予定してい

ます。 

 

大学間交流協定に基づく学生派遣について 

 

本学では大学間交流協定に基づき、海外の５8 大学と学術交流協定を締結しています。また、３7 大学

と学生交流協定を締結しており、交換留学をはじめとした様々な交流を行っています。学生交流協定を

締結している大学へ交換留学する場合には、留学先大学への入学料、検定料、授業料は免除されます。 

ただし、留学期間中、福島大学に授業料を納入する必要があります。また、その他の渡航費や生活費な

ど、留学に関わる費用は自己負担となります。交換留学を希望する学生は、国際交流センターへお問い合

せください。 

 

『協定締結校一覧』  

国際交流センターのＨＰをご覧ください。 

https://kokusai.adb.fukushima-u.ac.jp/statistics/agreement.html 

 

１．派遣人数および対象学類等（全学類、研究科対象） 

協定先 人数 

河北大学  ５名以内 

その他の協定校 原則２名以内 

※派遣・受入れの状況により、年度毎の派遣人数は調整される場合があります。 

 

２．応募資格等 

（1）派遣留学応募時および留学終了時に、本学に正規生として在籍する者 

（2）派遣先大学での単位取得または専門の研究をする目的が明確である者 

（3）語学条件が設定されている協定校については、国際交流センターが定める語学要件を満たしている者 

（4）留学期間終了後に各種語学検定試験を受けることが可能な者 

（5）留学期間終了後、本学を卒業・修了できる者 

※成績不良により最低修業年限を経過している者は対象外です。 

※応募資格等については、変更になる場合もありますので、必ず募集要項を確認してください。 
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３.留学期間 

留学期間は 1 年間または半年間です。渡航開始月は協定校により異なりますが、８～１０月頃です。 

 

４．派遣までの日程 

募集は、国際交流センターの掲示板やホームページにて周知します。 

１１月～１月末 募集 

２月上旬～中旬 面接選考 

２月下旬～3 月中旬 派遣内定 

4 月～8 月頃 交換留学に向けての準備期間（ビザの取得、航空券の手配等） 

６月下旬  派遣者説明会の開催 

８月～１０月頃 派遣先大学へ出発 

 

※正式な派遣決定は、派遣先大学からの受入許可があってからとなります。 

学内選考により派遣内定を得た場合であっても、派遣先大学の受入許可がない場合は派遣できません。 

※日程については、変更になる場合もありますので、必ず募集要項を確認してください。 

 

５．問い合わせ先 

 

国際交流センター 

Ｓ棟 1 階 （平日：9：00-12：30 / 13：30-17：00） 

TEL： 024-503-3066 

H P：https://kokusai.adb.fukushima-u.ac.jp/center.html 

E-mail： ryugaku@adb.fukukshima-u.ac.jp 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=%E4%BA%A4%E6%8F%9B%E7%95%99%E5%AD%A6+%E6%BA%96%E5%82%99&hl=ja&gbv=2&sxsrf=APwXEdcigGWcoGMwfd1W3LFG8-_3RXaSsw%3A1681954602279&ei=KpdAZM_TEIP7-Qav0J-YDA&ved=0ahUKEwjPkOOUqbf-AhWDfd4KHS_oB8MQ4dUDCA8&uact=5&oq=%E4%BA%A4%E6%8F%9B%E7%95%99%E5%AD%A6+%E6%BA%96%E5%82%99&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzIECCMQJzIFCAAQgAQyBggAEB4QDzIGCAAQBRAeOgoIABBHENYEELADSgQIQRgAUIYIWLoIYOISaAFwAXgAgAFiiAG-AZIBATKYAQCgAQHIAQrAAQE&sclient=gws-wiz-serp
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○福島大学行政政策学類夜間主長期履修学生に関する取扱規程 

 

制定 平成３１年３月１９日 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、福島大学学則第１３条の８の規定に基づき福島大学行政政策学類（以下「本学類」

という。）に置かれる夜間主学生の長期履修に関し必要な事項を定める。 

 

（資格） 

第２条 本学類に、長期履修学生として申請することができる者は、職業等を有する者とする。 

 

（申請手続） 

第３条 長期履修学生を希望する者は、長期履修開始前年度の所定の期日までに、次の各号に掲げる書

類を添え、行政政策学類学類長（以下「学類長」という。）に願い出なければならない。 

 

一 長期履修学生申請書（別紙様式１）   

二 在職等証明書（別紙様式２－１又は２－２）  

 

２ ２年次以降において、長期履修学生の新たな申請はできない。 

 

（許可） 

第４条 長期履修学生の可否については、行政政策学類教員会議（以下「教員会議」という。）で審査し、

学類長が許可する。 

 

（長期履修期間） 

第５条 長期履修学生として、修業年限を超えて一定期間にわたり計画的に教育課程を履修することを

認められる期間（以下「長期履修期間」という。）は年度単位とし、次の各号に掲げるとおりとする。 

 

一 入学時から長期履修学生として認められた者 ６年又は５年 

二 ２年次から長期履修学生として認められた者 ５年又は４年 

 

（延長及び短縮） 

第６条 許可された長期履修期間の延長又は短縮を希望する者は、適用前年度の所定の期日までに、長

期履修期間変更願（別紙様式３）を添え、学類長に願い出なければならない。 
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２ 前項にかかる審査は、教員会議で審査し、学類長が許可する。 

 

３ 第１項に定める延長又は短縮は１回限りとし、当該申請にあたり、申請者は、所属するスタートアッ

プセミナー、問題探究セミナー又は協働演習のうち、いずれかの指導教員の承認を得なければならな

い。ただし、申請者がスタートアップセミナー、問題探究セミナー及び協働演習に所属していない場合

は、この限りでない。 

 

（資格の喪失） 

第７条 長期履修学生としての資格を喪失した場合は、すみやかにその旨を学類長に申し出なければな

らない。 

 

（在学年限） 

第８条 長期履修を許可された学生の在学年限は、休学を許可された期間を除き、８年を超えることが

できない。 

 

（改正） 

第９条 この規程を改正しようとするときは、教員会議で審議しなければならない。 

 

（雑則） 

第１０条 この規程に定めるもののほか、長期履修学生に関し必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

この規程は、平成３１年４月１日から施行し、平成３１年度の入学に係る者から適用する。 
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○福島大学行政政策学類夜間主長期履修学生に関する運営細則 

 

制定 平成３１年３月１９日 

 

（趣旨） 

第１条 この細則は、福島大学行政政策学類夜間主長期履修学生に関する取扱規程（以下「取扱規程」と

いう。）第１０条の規定に基づき、長期履修学生に関する必要な事項を定める。 

 

（職業等を有する者の範囲） 

第２条 取扱規程第２条に規定する職業等を有する者の範囲は、次の各号のとおりとする。 

 

 一 定職（週２０時間以上のパート・アルバイトをしている場合を含む）を有する者 

 二 主婦（夫）等として専業的に家事労働に従事している者 

 三 その他、行政政策学類教員会議（以下「教員会議」という。）で認めた者 

 

（演習等） 

第３条 長期履修期間中に卒業要件単位を超えて協働演習を履修する場合は、卒業研究演習に所属する

ことになる。 

 

２ 卒業研究演習の修得単位は、自由選択にのみ計上できるものとする。 

 

３ 卒業研究の提出は、長期履修期間の最終学期とする。 

 

（履修期間の延長及び短縮） 

第４条 取扱規程第６条に規定する履修期間の延長及び短縮については、真に正当と認められる理由が

ある場合に限り許可する。 

 

２ 履修期間の延長又は短縮の申請は、在学中に１回とし、１年次終了時又は２年次終了時を原則とす

る。 

 

（補則） 

第５条 この細則に定めるもののほか、必要な事項は教員会議において定めるものとする。 

 

附 則 

 この細則は、平成３１年４月１日から施行し、平成３１年度の入学に係る者から適用する。 
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福島大学行政政策学類卒業研究取扱要項 

 

制定 平成１８年１０月２５日 教員会議 

改正 令和 ２年 ７月 ８日 教員会議 

 

１．卒業研究は、演習もしくは協働演習（以下「演習」という。）６単位を修得していなければ、それを

提出し審査を受けることができません。形式は、論文形式を原則とします。 

 

２．卒業研究を提出しようとする学生は、原則として卒業予定年度の後期の履修登録期間に履修登録を

しなければなりません。ただし、９月卒業予定者は、卒業予定年度の前期の履修登録期間に履修登録す

る必要があります。履修登録の時期は、教務関係日程表で確認してください。 

 

３．卒業研究の作成にあたっては、指導教員の指導を受けなければなりません。指導教員は原則として演

習担当教員としますが、演習担当教員と卒業研究担当教員が異なる場合は、指定された期日に当該教員

の「卒業研究指導承諾書」を提出しなければ指導は受けられません。 

なお、演習８単位を修得したうえで、５年次以降に卒業研究を行う場合において、演習担当教員に引き続

いて卒業研究指導を依頼する時も、同様に「卒業研究指導承諾書」を提出しなければ指導は受けられま

せん。「卒業研究指導承諾書」は、希望する指導教員の承諾を得たうえで、指定された期日までに提出

してください。期日は掲示によって指示します。 

 

４．卒業研究は卒業予定年度の１月３１日（土曜日のときは翌々日、日曜日のときは翌日）の定められた

時間までに提出しなければなりません。ただし、９月卒業予定者は、８月３１日（土曜日のときは翌々

日、日曜日のときは翌日）の定められた時間までに提出しなければなりません。期限までに提出が間に

合わなかった卒業研究は受理されません。 

 

５．卒業研究の審査に合格しなければ卒業することができません。卒業研究の成績はＳ・Ａ・Ｂ・Ｃを合

格とします。卒業研究の審査は、全て卒業研究指導教員が行います。 

 

その他 

 （１）卒業研究には、共同研究も含まれますが、これにあたっては、指導教員の指示を受けてください。 

 （２）その他、卒業研究に関する諸連絡は、掲示によって指示しますので注意してください。 
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授業欠席に関する取り扱い 

 

平成３１年１月２２日 教務協議会 

改正 令和４年５月１８日 全学教務協議会 

  改正 令和４年１１月１６日 全学教務協議会 

 

    次の各号の理由により授業を欠席する場合は、一定の様式に基づく届けを提出することにより福島

大学単位認定規程第 3 条第 3 項に規定する欠席時数として算入しないこととする（但し、集中講義を除

く）。 

  （１）教育職員免許法上の必修科目である｢教育実習｣、｢介護等体験｣、児童福祉法上の必修科目である

「保育実習」及び公認心理師法上の必修科目である「心理実習」、博物館法上の必修科目である「博

物館実習」及び社会教育法上の必修科目である「社会教育実習」に参加する場合 

  （２）学校保健安全法の規定に基づく学長による出席停止の指示に従う場合 

  （３）裁判員制度による裁判員及び裁判員候補者に選任された場合 

  （４）親族が死亡した場合で、葬儀その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のために通学が

できないとき（※） 

    上記の他に欠席時数として算入しない取り扱いとする場合は、全学教務協議会でこれを認定する。 

    上記の理由により欠席した学生については、当該科目担当教員は単位の認定上不利益とならないよ

う代 

 

 

 

替措置を講じるものとする。 

    この取り扱いは平成３１年度から適用する。 

    この取り扱いの制定に伴い、「『公欠』についての申し合わせ」は廃止する。 

 

（※）１（４）の親族の範囲は、①配偶者、②一親等（父母、子）、③二親等（祖父母、兄弟姉妹、孫）とし、その期間は、

親族の範囲が①、②の場合、連続７日間（休日を含む）の範囲内の期間、③の場合、連続３日間（休日を含む）の範囲内

の期間とする。 
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他大学等との単位互換実施基準 

 

平成９年１１月１７日 

全学教育委員会決定 

改正    平成１４年３月２０日評議会 

平成１６年９月２１日教育研究評議会 

平成１７年４月１日教育研究評議会 

平成３１年３月１９日教育研究評議会 

 

    単位互換を行う場合の基本的考え方 

    大学間相互単位互換は高等教育機関の教育機能の強化に資するものと考えられ、また大学間連携及

び開かれた大学という観点からも、積極的に推進されるべきものと考える。 

 

    単位互換科目の位置付け 

  (1) 履修科目は、大学として教育上有益な科目とし、必修、選択又は自由、分類の扱いとする。 

  (2) 基盤教育、専門教育又は自由選択の科目のいずれに位置付けるかは各学類教員会議が決定する。 

     但し、基盤教育の科目に位置付ける場合は、基盤教育委員会との協議を経るものとする。 

     本学において修得したものとみなすことができる単位数及び認定方法 

  (1) 本学において修得したものとみなすことができる単位数 

     他大学等において履修した授業科目について修得した単位を、６０単位を越えない範囲で本学 

における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。 

  (2) 単位認定方法 

     相手大学等の単位認定書に基づき、各学類の決定による。 

 単位互換対象科目の基準 

  (1) 本学で開講し単位互換の対象とする科目 

    原則として次に掲げる科目のいずれにも該当するもので、かつ、関係学類又は基盤教育委員会が適

当と認めたものとする。 

    イ 本学の常勤教員が担当する科目 

    ただし、必要がある場合は、非常勤講師が担当する科目を含む。 

    ロ 本学内で受講を制限していない科目 

     ただし、特別聴講学生の受講枠として特に認められた科目を含む。 

    (2) 相手大学等で開講し単位互換の対象とする科目 

     原則として本学で開講していない科目で本学の各学類又は基盤教育委員会が教育上有益と認める

科目とする。 

    学生の身分 

      単位互換協定に基づく他大学等の授業科目を履修する学生の当該他大学等における身分は、特

別聴講学生とする。 
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    対象とする学生数 

      聴講を許可する受入れ学生数は、講義等に支障のない範囲の数とし、各学類又は基盤教育委員会

において決定する。 

    特別聴講学生に対する検定料・入学料・授業料 

      特別聴講学生に対する検定料・入学料・授業料は相互に不徴収とすることを原則とする。 

     単位互換協定の有効期間 

     実施の日より４～５年程度とし、相手大学等との協議により決定する。 

    単位互換協定の協議手順 

     他大学等との単位互換協定の協議は、次の手順により行うものとする。 

    ① 他大学等との単位互換協定を行う必要が生じた場合、副学長のうち学長が指名した者（以下「副

学長」という。）は、当該大学等との単位互換協定書（案）を作成し、教育研究評議会に提起する。 

    ② 教育研究評議会は、当該協定書（案）に基づき審議し、意義があると認めた場合は各学類教員会

議に協定書（案）締結の可否を問い、了承を得て教育研究評議会で確認し、学長が協定書を締結す

る。 

    ③ 協定書を締結した後、全学教務協議会は当該大学等との単位互換の具体化について検討を行う。 

    ④ 具体化については、各学類等ごとに検討し、学類教員会議等の議を経て、全学教務協議会で集約

する。副学長はその内容について当該大学等と協議し、その結果を全学教務協議会で確認し、各学

類教員会議等に報告する。 

    外国の大学との単位互換については、この基準を参考にして弾力的に運用するものとする。 

    他の大学院との単位互換については、この基準を参考にして弾力的に運用するものとする。 

    この基準により難い場合は、教育研究評議会の協議により対応するものとする。 

 

附則 

この基準は、平成９年１１月１７日から施行する。 

附則 

この基準は、平成１４年３月２０日から施行し、平成１３年４月１日から適用する。 

附則 

この基準は、平成１６年９月２１日から施行し、平成１６年４月１日から適用する。 

附則 

この基準は、平成１６年１０月１日から施行する。 

附則 

    この基準は、平成１７年４月１日から施行する。 

    平成１７年３月３１日から引き続き在学する者及び福島大学学則第２０条から第２１条の２の規定に基づき教育学部、行政社会学部

又は経済学部に入学した者については、改正後の２の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附則 

    この基準は、平成３１年４月１日から施行する。 

    平成３１年３月３１日から引き続き在学する者及び福島大学学則第２０条から第２１条の２の規定に基づき人間発達学類、行政政策

学類、経済経営学類又は共生システム理工学類に入学した者については、改正後の２の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
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大学間相互単位互換に関する取扱規則 

 

平成１０年４月２１日 

改正 平成１３年５月１５日 

平成１４年３月５日 

平成１６年５月１１日 

平成１６年９月２１日 

平成１７年４月１日 

平成３１年３月１９日 

第１章 総則 

趣旨 

第１条 この規則は、福島大学学則第１３条の５第３項、第１３条の６第３項及び第３７条の２第２項

の規定に基づき、他の大学、短期大学又は高等専門学校（以下「他の大学等」という。）における

授業科目の履修及び特別聴講学生の取扱いについて、大学間相互単位互換を行う場合の必要な事

項を定めるものとする。 

協議 

第２条 本学の学生が他の大学等における授業科目を履修及び当該他の大学等の学生が本学の授業科目

を履修する場合、学類長は学長の承認を得て、あらかじめ当該他の大学等と次の各号に掲げる事項

について協議するものとする。 

一 履修対象科目及び単位数 

二 履修期間 

三 対象となる学生数 

四 単位の認定方法 

五 検定料、入学料及び授業料 

六 学生の身分 

七 その他必要な事項 

 

基盤教育委員会との協議 

第３条 学類長は、前条第１号に定める履修対象科目が次の各号のいずれかに該当する場合はあらかじ

め基盤教育委員会との協議を経るものとする。 

一 他の大学等から呈示された授業科目を、本学の基盤教育の科目として履修対象科目にする

場合 

二 本学の基盤教育の科目を、他の大学等に履修対象科目として呈示する場合 

 

履修対象科目の位置付け 

第４条 学類教員会議は、他の大学等の履修対象科目を基盤教育、専門教育又は自由選択の科目に位置

付けるものとする。 
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履修許可申請手続 

第５条 他の大学等で授業科目を履修しようとする者は、履修願（別紙様式）を学類長に提出しなければ

ならない。 

 

受入れ依頼 

第６条 学類長は、前条の規定により他の大学等の授業科目の履修願を受理した学生について、選考の

上、当該他の大学等へ受入れを依頼するものとする。 

 

履修の許可 

第７条 他の大学等において授業科目を履修することの許可は、当該他の大学等の承認を得て学類長が

行い、学長に報告するものとする。 

 

履修期間 

第８条 他の大学等の授業科目の履修を許可する期間は、１年以内とする。 

 

履修許可の取消し 

第９条 他の大学等の授業科目の履修を許可され履修中の者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、

当該他の大学等との協議により履修許可を取り消すことがある。 

一 成業の見込みがないと認められる場合 

二 学生としての本分に反した場合 

三 その他履修が困難と認められる事情が生じた場合 

２ 学類長は、前項の規定により他の大学等の授業科目の履修許可を取り消した場合、学長へ報告す

るものとする。 

 

単位の認定 

第１０条 他の大学等において修得した単位の本学での認定は、当該他の大学等との協議に基づき交換

する資料等により学類長が行うものとする。 

２ 学類長は、前項の結果を学長に報告するものとする。 

 

授業料の納付 

第１１条 他の大学等の授業科目の履修を許可された者は、当該期間中においても本学で規定する授業

料を納付しなければならない。 

 

第３章 特別聴講学生 

受入れの許可 

第１２条 特別聴講学生の受入れの許可は、学類教員会議の議を経て学類長が行い、学長に報告するも

のとする。 
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受入れ許可の時期 

第１３条 特別聴講学生の受入れ許可の時期は、原則として学年の始めとする。 

 

履修許可期間 

第１４条 特別聴講学生の履修を許可する期間は、１年以内とする。 

 

成績の通知 

第１５条 学類長は、特別聴講学生が履修した授業科目の成績を、当該学生が所属する他の大学等の学

類長等へ通知するものとする。 

 

受入れの取消し 

第１６条 特別聴講学生が履修期間中において本学の諸規程に違反した場合は、当該学生が所属する他

の大学等と協議のうえ、受入れを取り消すことがある。 

２ 学類長は、前項の規定により特別聴講学生の受入れを取り消した場合、学長に報告するものとす

る。 

 

準用規定 

第１７条 この規則に定めるもののほか、特別聴講学生については、本学の諸規程のうち学生に関する

規定を準用する。 

 

第４章 補則 

規則の改正 

第１８条 この規則を改正しようとするときは、基盤教育委員会及び学類教員会議の議を経なければな

らない。 

 

附則 

この要項は、平成１０年４月２１日から施行する。 

附則 

この要項は、平成１３年５月１５日から施行し、平成１３年４月１日から適用する。 

附則 

この要項は、平成１４年４月１日から施行する。 

附則 

この要項は、平成１６年５月１１日から施行する。 

附則 

この規則は、平成１６年１０月１日から施行する。 

附則 

    この規則は、平成１７年４月１日から施行する。 

    平成１７年３月３１日から引き続き在学する者及び福島大学学則第２０条から第２１条の２の規定に基づき教育学部、行政社会学部
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又は経済学部に入学した者については、改正後の第３条及び第４条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附則 

    この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 

    平成３１年３月３１日から引き続き在学する者及び福島大学学則第２０条から第２１条の２の規定に基づき人間発達学類、行政政策

学類及び経済経営学類又は共生システム理工学類に入学した者に係る第３条第１号及び第２号並びに第４条の規定は、改正後の規定にか

かわらず、なお従前の例による。 
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英語の語学研修に係る学修の単位認定に関する要項 

 

制定 平成１７年２月１７日 専門教育委員会 

改正 平成２９年６月２７日 教務協議会 

改正 平成３１年３月２０日 教務協議会 

 

（趣旨） 

第１条 この要項は，英語の語学研修に係る学修の単位認定に関し，必要な事項を定めるものとする。 

 

（単位を認定する語学研修） 

第２条 本学における授業科目の履修とみなし，単位を認定する語学研修は，次のとおりとする。 

一 本学が実施する短期語学研修 

二 その他前号に準ずる短期語学研修 

 

（単位を認定する授業科目及び単位数等） 

第３条 当該研修を修了した学生は，申請により，単位認定を受けることができる。 

 

２ 前項により与えることのできる単位のうち自由選択領域科目または自由選択２単位を限度として卒

業に必要な単位に含めることができる。 

 

３ 単位は，福島大学単位認定規程（平成１７年２月１７日制定）に基づき，「Ｎ」で評価する。 

 

（単位認定の申請期間） 

第４条 単位の認定を申請する者は，所定の単位認定願に講座実施機関発行の修了書またはそれに代わ

るものを添えて次の期日までに提出しなければならない。 

一 申請時期が前期 ８月１日より１週間（１日が土・日・祝日の場合はその翌日とする） 

二 申請時期が後期 １月１０日より１週間（１０日が土・日・祝日の場合はその翌日とする） 

 

 （単位の認定方法） 

第５条 本学の教務委員は，次に掲げる条件を満たす場合において，単位を認定する。 

一 事前・事後指導が行われていること 

二 出発以前に所定の計画書を教務委員に提出し，承認を得ること 

 

 （単位の通知） 

第６条 単位の認定結果は，成績通知書により通知する。 

 

附 則 
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この要項は，平成１７年４月１日から施行し，平成１７年度の入学に係る者から適用する。 

附 則 

この要項は，平成２９年６月２７日から施行する。 

附 則 

この要項は，平成３１年４月１日から施行する。 
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2019 年度入学生からの英語以外の外国語の語学研修に係る学修の単位認定に関する要項 

 

制定 平成３１年２月２０日 教務協議会 

 

（趣旨） 

第１条 この要項は，英語以外の外国語の語学研修に係る学修の単位認定に関し，必要な事項を定める

ものとする。 

 

（単位を認定する外国語の語学研修） 

第２条 本学における授業科目の履修とみなし，単位を認定する研修は，本学の各外国語責任教員が認

めた当該言語圏の信頼すべき機関が開設するものとし、次のとおりとする。 

  一 授業時数２０時間以上の外国語講座 

  二 授業時数２０時間以上の文化講座 

 

 （単位を認定する授業科目及び単位数等） 

第３条 当該研修を修了した学生は，申請により，単位認定を受けることができる。 

 

２ 前項により与えることのできる単位のうち「基礎Ⅱ」「基礎(特設)Ⅱ」又は「応用ⅠⅡ」４単位を

限度として卒業に必要な単位に含めることができる。 

 

３ 単位は，福島大学単位認定規程（平成１７年２月１７日制定）に基づき，「Ｎ」で評価する。 

 

 （単位認定の申請期間） 

第４条 単位の認定を申請する者は，所定の単位認定願に講座実施機関発行の修了書またはそれに代わ

るものを添えて次の期日までに提出しなければならない。 

  ただし、卒業時期により、認定できない場合がある。 

一 申請時期が前期（前期の単位として認定） 

 ９月２０日より１週間（２０日が土・日・祝日の場合はその翌日とする） 

二 申請時期が後期（後期の単位として認定） 

   ３月２０日より１週間（２０日が土・日・祝日の場合はその翌日とする） 

 

 （単位の認定方法） 

第５条 本学の各外国語責任教員は，次に掲げる条件を満たす場合において，単位を認定する。 

一 事前指導を受けていること 

二 当該外国語基礎Ⅰの単位を修得後に行った研修であること，又は当該外国語基礎Ⅰを履修中，正規

試験期間終了後に行った研修であること。ただし，後者の場合，当該学期に当該外国語基礎Ⅰの単位

を修得しなければならない。 
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三 出発以前に所定の計画書を責任教員に提出し，承認を得ていること 

四 研修終了後，レポートを提出し，当該言語の責任教員の指導を受けていること 

 

 （単位の通知） 

第６条 単位の認定結果は，成績通知書により通知する。 

 

附 則 

この要項は，平成３１年４月１日から施行し，２０１９年度の入学に係る者から適用する。 
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2019 年度入学生からの英語に係る技術審査の単位認定に関する要項 

 

（趣旨） 

第１条 この要項は、福島大学学則（以下「学則」という。）第１３条の６第３項の規定に基づき、英語

に係る技能審査の単位認定に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（単位を認定する技能審査） 

第２条 本学における授業科目の履修とみなし、単位を認定する技能審査は、次のとおりとする。 

一 実用英語技能検定 

二 ＴＯＥＩＣ（Ｌ＆Ｒ／Ｓ＆Ｗ） 

三 ＴＯＥＦＬ（ｉＢＴ） 

四 ＩＥＬＴＳ 

五 ケンブリッジ英語検定 

六 ＧＴＥＣ 

七 ＴＥＡＰ 

八 ＴＥＡＰ（ＣＢＴ） 

（単位を認定する授業科目及び単位数等） 

第３条 在学中に当該試験の規定以上のスコアを取得した学生は、申請により、単位認定を受けること

ができる。単位を認定するスコア並びに認定できる単位数については別表のとおりとする。 

２ 前項により与えることのできる単位のうち自由選択４単位を限度として卒業に必要な単位に含める

ことができる。 

３ 前２項により与えることのできる単位数は、学則第１３条の５第１項及び第２項並びに同第１３条

の７第１項及び第２項の規定により本学において修得したものとみなすことのできる単位数と合わせ

て６０単位を超えないものとする。 

４ 単位は、福島大学単位認定規程（平成１７年２月１７日制定）に基づき、「Ｎ」で評価する。 

（単位認定の申請期間） 

第４条 単位の認定を申請する者は、所定の単位認定願に合格証明書等の書類を添えて次の期日までに

提出しなければならない。 

一 申請時期が前期 ８月１日より１週間（１日が土・日・祝日の場合はその翌日とする） 

二 申請時期が後期 １月１０日より１週間（１０日が土・日・祝日の場合はその翌日とする） 

（単位の認定方法） 

第５条 単位の認定可否は、教務委員が判定する。 

（単位の通知） 

第６条 単位の認定結果は、成績通知書により通知する。 
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別表 

資格試験名 スコア 科目区分 
認定 

単位数 

実用英語技能検定 

（日本英語検定協会） 
2305 以上 

自由選択 

４単位 

ＴＯＥＩＣ 

（Educational Testing Service） 
1560 以上 ４単位 

ＴＯＥＦＬ（ｉＢＴ） 

（Educational Testing Service） 
72 以上 ４単位 

ＩＥＬＴＳ 

（International English Language Testing System） 
5.5 以上 ４単位 

ケンブリッジ英語検定試験 

（Cambridge English Qualifications） 
160 以上 ４単位 

ＧＴＥＣ 

（Global Test of English Communication） 
1190 以上 ４単位 

ＴＥＡＰ 

（Test of English for Academic Purposes） 
309 以上 ４単位 

ＴＥＡＰ（ＣＢＴ） 

（Test of English for Academic Purposes） 
600 以上 ４単位 
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2019 年度入学生からの英語以外の外国語に係る技能審査の単位認定に関する要項 

 

（趣旨） 

第１条 この要項は、福島大学学則（以下「学則」という。）第１３条の６第３項の規定に基づき、英語

以外の外国語に係る技能審査の単位認定に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（単位を認定する技能審査） 

第２条 本学における授業科目の履修とみなし、単位を認定する技能審査は、次のとおりとする。 

一 ドイツ語技能検定試験 

二 共通ヨーロッパ語学証明書―ドイツ語 

三 実用フランス語技能検定試験 

四 フランス文部省認定フランス語資格試験 

五 中国語検定試験 

六 ＨＳＫ漢語水準考試 

七 ロシア語能力検定公開試験 

八 韓国語能力試験 

九 日本語能力試験 

（単位を認定する級、授業科目及び単位数等） 

第３条 入学の前後を問わず当該資格試験に合格した学生は、申請により、単位認定を受けることがで

きる。単位を認定する級及び授業科目並びに認定できる単位数は、別表のとおりとする。 

２ 前項により与えることのできる単位数は、学則第１３条の５第１項及び第２項並びに同第１３条の

７第１項及び第２項の規定により本学において修得したものとみなすことのできる単位数と合わせて

６０単位を超えないものとする。 

３ 単位は、福島大学単位認定規程（平成１７年２月１７日制定）に基づき、「Ｎ」で評価する。 

（単位認定の申請期間） 

第４条 単位の認定を申請する者は、所定の単位認定願に合格証明書等学修の成果を明らかにする書類

を添えて次の期日までに提出しなければならない。 

一 入学前の申請 

入学前年度の３月３１日まで（３１日が土・日・祝日の場合はその翌日とする） 

二 入学後の申請 

① 申請時期が前期（前期の単位として認定） 

 ８月１日より１週間（１日が土・日・祝日の場合はその翌日とする） 

② 申請時期が後期（後期の単位として認定） 

１月１０日より１週間（１０日が土・日・祝日の場合はその翌日とする） 

（単位の認定方法） 

第５条 単位の認定可否は、当該言語の責任教員が判定する。 

（単位の通知） 

第６条 単位の認定結果は、成績通知書により通知する。 

 

 



83 

 

 

別表 

資格試験名 級 科目名 
認定 単位

数 

ドイツ語技能検定試験（ドイツ語学文学振興

会） 

５級 ドイツ語基礎Ⅰ・Ⅱ ２単位 

４級 ドイツ語基礎(特設)Ⅰ・Ⅱ ２単位 

３級 ドイツ語応用Ⅰ・Ⅱ ４単位 

共通ヨーロッパ語学証明書－ドイツ語（欧州

理事会文化協調会議教育委員会） 

A１※ 
ドイツ語基礎Ⅰ・Ⅱドイツ語基礎(特

設)Ⅰ・Ⅱ 
４単位 

A２※ ドイツ語応用Ⅰ・Ⅱ ４単位 

実用フランス語技能検定試験（フランス語教

育振興協会） 

５級 フランス語基礎Ⅰ・Ⅱ ２単位 

４級 フランス語基礎(特設)Ⅰ・Ⅱ ２単位 

３級 フランス語応用Ⅰ・Ⅱ ４単位 

フランス文部省認定フランス語資格試験

DELF・DALF（DELF・DALF 委員会） 

A１ 
フランス語基礎Ⅰ・Ⅱフランス語基礎

(特設)Ⅰ・Ⅱ 
４単位 

A２ フランス語応用Ⅰ・Ⅱ ４単位 

中国語検定試験（日本中国語検定協会） 

準４級 中国語基礎Ⅰ・Ⅱ ２単位 

４級 中国語基礎(特設)Ⅰ・Ⅱ ２単位 

３級 中国語応用Ⅰ・Ⅱ ４単位 

ＨＳＫ漢語水準考試（孔子学院総部／国家漢

弁） 

１級 中国語基礎Ⅰ・Ⅱ ２単位 

２級 中国語基礎(特設)Ⅰ・Ⅱ ２単位 

３級 中国語応用Ⅰ・Ⅱ ４単位 

ロシア語能力検定公開試験（東京ロシア語学

院） 

４級 
ロシア語基礎Ⅰ・Ⅱロシア語基礎(特

設)Ⅰ・Ⅱ 
４単位 

３級 ロシア語応用Ⅰ・Ⅱ ４単位 

韓国語能力試験（韓国教育財団） 

１級 韓国朝鮮語基礎Ⅰ・Ⅱ ２単位 

２級 韓国朝鮮語基礎(特設)Ⅰ・Ⅱ ２単位 

３級 韓国朝鮮語応用Ⅰ・Ⅱ ４単位 

日本語能力試験（注２）（日本国際教育支援

協会） 
Ｎ１ 日本語Ⅰ（Ａ・Ｂ） ２単位 

※Ａ１(Start Deutsch 1 または Fit in Deutsch 1)、※Ａ２(Start Deutsch 2) 

注) 

単位を認定された授業科目の級以下の授業についても合わせて単位を認定する。 

  また、別表記載の資格試験の級より上位の級に合格したものについても、同様に単位を認定する。 
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  ただし、本学ですでに単位を修得した授業科目及び単位認定を受けた授業科目について、重ねて単位認定は行わない。 

  日本語は外国人留学生に限る。 

簿記に係る技能審査の単位認定に関する要項 

 

（趣旨） 

第 1 条 この要項は、福島大学学則（以下「学則」という。）第 13 条の 6 第 3 項及び第 13 条の 7 第 4 項

の規定に基づき、簿記に係る技能審査の単位認定に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（単位を認定する技能審査） 

第 2 条 経済経営学類における授業科目の履修とみなし、単位を認定する技能審査は、日本商工会議所

簿記検定試験（1 級、2 級又は 3 級）又は全国商業高等学校協会簿記実務検定試験（1 級）とする。 

（単位を認定する授業科目及び単位数等） 

第 3 条 当該試験に合格した者（入学前の合格を含む）は、申請により単位認定を受けることができる。

単位を認定する級、授業科目及び認定できる単位数は、別表のとおりとする。 

2 前項により与えることのできる単位は、経済経営学類基礎科目の「簿記概論Ⅰ」２単位、「簿記概論

Ⅱ」２単位及びコース専門科目の「中級簿記」２単位とする。ただし、人間発達文化学類生、行政政策

学類生、共生システム理工学類生及び食農学類生が対象となる場合には、「中級簿記」のみ開放科目２

単位として認定する。 

3 前 2 項により与えることのできる単位数は、学則第 13 条の 5 第 1 項及び第 2 項並びに同第 13 条の 7

第 1 項及び第 2 項の規定により本学において修得したものとみなすことのできる単位数と合わせて 60

単位を超えないものとする。 

4 単位は、福島大学単位認定規程（平成 17 年 2 月 17 日制定）に基づき、「N」で評価する。 

（単位認定の申請期間） 

第 4 条 単位の認定を申請する者は、所定の単位認定願に各検定試験の合格証を添えて所定の期間内に

経済経営学類担当窓口に提出しなければならない。 

（単位の認定方法） 

第 5 条 単位の認定可否は、経済経営学類教務委員が判定する。なお、検定試験合格を単位認定の要件

とする。 

（単位の通知） 

第 6 条 単位の認定結果は、成績通知書により通知する。 

 

別表 

資格試験名 級 科目名 認定単位数 

日本商工会議所簿記

検定試験 

１級 

簿記概論Ⅰ 

簿記概論Ⅱ 

中級簿記 

各２単位 

２級 

簿記概論Ⅰ 

簿記概論Ⅱ 

中級簿記 

各２単位 

３級 
簿記概論Ⅰ 

簿記概論Ⅱ 
各２単位 
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全国商業高等学校協

会簿記実務検定試験 
１級 

簿記概論Ⅰ 

簿記概論Ⅱ 
各２単位 

注)１ 申請者が希望する場合には、認定可能な授業科目の一部についてのみ単位認定を申請することが

できる。 

２ 本学ですでに単位を修得した授業科目及び単位認定を受けた授業科目について、重ねて単位認定は

行わない。 

 

 

福島大学試験規則 

 

福島大学規則集のページに遷移後、「福島大学試験規則」の項目を選択してください。 

https://www.fukushima-u.ac.jp/reiki_int/reiki_taikei/r_taikei_01.html 

 

○学生受験心得 

（入室時間） 

１．毎試験開始５分前までに試験室に入ること。 

（遅刻） 

２．３０分以上遅刻した者は、原則として入室を認めない。 

（試験室） 

３．指定された試験室で受験しなければならない。 

（学生証の携帯） 

４．必ず学生証を携帯して入室し、机上の見やすいところに置くこと。学生証を携帯しない者は、受

験することができない。なお、身分証明書をもって学生証に代えることはできない。 

（不用品の携帯禁止） 

５．別段の指示のない限り、受験に不用の品を携帯してはならない。なお、携帯電話等は電源を切っ

て指定の場所に置くこと。 

（受験者の外出） 

６．受験中は監督者の許可がなければ試験室外に出てはならない。 

（退室時間） 

７．試験開始後３０分以上経過しなければ退室してはならない。 

（試験時間終了前の答案提出） 

８．試験時間終了前に、答案を作成し終わったときは、答案を所定の場所に提出して退室すること。 

（試験時間終了時の答案提出） 

９．試験時間が終了した時は、ただちに答案作成の作業をやめて答案を所定の場所に提出すること。

受験者はいかなる場合も答案を試験室外に持ち出してはならない。 

（不正行為） 

１０．試験室内で不正と思われる行為があったと認められたときは、監督者の指示に従うこと。 

（その他） 

１１．その他一切の疑問に関しては監督者の指示に従うこと。 

１２．試験の妨げになるので、退室後の私語は慎むこと。 

https://www.fukushima-u.ac.jp/reiki_int/reiki_taikei/r_taikei_01.html


86 

 

○不正行為に該当する行為について 

次の行為は不正行為となります。留意してください。 

１．カンニング（カンニングペーパーや参考書、他の受験者の答案等を見ること、他の人から答えを教わ

ること 等）をすること。 

２．持込みが許可されていない教科書、参考書、ノート、プリント、辞書、その他の資料等をポケット等

に所持すること、又は机の中に入れておくこと。 

３．他人の代わりに受験すること、又は他人に自分の身代りとして受験させること。 

４．使用が許可された参考書等を試験中に貸借する行為。 

５．机や壁、身体等に不正な書き込みをすること。 

６．試験時間中に答えを教えるなどの他の受験者を利するような行為をすること。 

７．他人の答案用紙と交換すること。 

８．私語や動作等によって不正な連絡をすること。 

９．携帯電話、パソコン、電子辞書、その他情報通信機器を使用すること。 

１０．試験室において、試験監督者等の指示に従わず他の受験者の迷惑となる行為をすること。 

１１．その他、試験の公平性を損なう行為。 

不正行為と認定された場合は、不正行為のあった日から１か月以内の停学処分となり、そのセメスター

における総ての履修登録科目が取り消されます。 

 

○福島大学試験規則に基づき「病気その他やむを得ない事情」として認めることがある場合の運用

について 

１．福島大学試験規則第７条第１項にいう「病気その他やむを得ない事情」として審査を行う場合は、こ

の運用により行うものとする。 

２．「病気その他やむを得ない事情」とは、次の事項をいう。追試験受験を希望する者は、所定の追試験

受験願に欠席の理由を証明できる証明書等を添えて学類が指定する期間に提出しなければならない。

なお、追試験の受験を願い出てきた者の審査は、副学長が行う。 

一 本人の病気や怪我（世帯主もしくは配偶者のある者にあっては、一親等内の病気や怪我を含む。） 

二 配偶者又は三親等内の親族の病気又は怪我で、看護を要するとき。 

三 配偶者又は三親等内の親族の死亡による忌引き 

四 天災その他の非常災害 

五 交通機関の突発事故 

（電車、バス等の公的機関に限る。） 

（ただし証明書を取得することが困難な事情にあった者で、審査者が面談等により当該交通機関を利用

していたものと認めた者を含む。） 

六 会社説明会及び就職試験出席（試験地への移動日を含む。） 

七 社会人については、やむを得ない残業又は出張 

八 妊娠・出産 

九 大学が単位認定を行う学外の研修に参加する場合 

十 公的機関が行う海外派遣事業に、部局長の承認を得て参加した場合 

十一 日本学生陸上競技対校選手権大会等、国民体育大会以上の大会に出場した場合 

十二 裁判員又は裁判員候補者に選任された場合 
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十三 その他適当と認められる特別の理由 

 

各種問い合わせ先 

 

問い合わせ内容 担当窓口 

身上 

関係 

学生証の紛失・破損による再発行 ＜教務課＞ 

人間発達文化学類係： 

ＴＥＬ 024-548-8106 
mail:k-ningen@adb.fukushima-u.ac.jp 
 
共生システム理工学類係： 

ＴＥＬ 024-548-8357 
mail: k-rikou@adb.fukushima-u.ac.jp 
 

行政政策学類係： 

ＴＥＬ 024-548-8255 
mail: kyoumu2@adb.fukushima-u.ac.jp 
 

経済経営学類係： 

ＴＥＬ 024-548-8356 
mail: k-keizai@adb.fukushima-u.ac.jp 
 

食農学類係： 

ＴＥＬ 024-549-0061 
mail: k-syokunou@adb.fukushima-u.ac.jp 

休学、退学、改姓・改名、転学類の手続き 

教務 

関係 

履修基準や専門領域科目の履修に関しての相談 

試験について 

教員免許、公認心理師ほか資格関係 

教育職員免許状取得見込証明書・英文の証明書等 

「地域×データ」実践教育プログラム、 

グローバル特修プログラム    の履修について 

ライブキャンパス（LC）について 

（住所・電話番号の変更など学籍情報の登録や、履

修登録の方法等）、学修ポートフォリオ 

＜教務課＞ 

教務情報係： 

ＴＥＬ 024-548-4070 
mail: kyomujoho@adb.fukushima-u.ac.jp 

Ｓ棟・Ｍ棟・Ｌ棟の教室を借りたい場合 ＜教務課＞ 

基盤教育係： 

ＴＥＬ 024-548-8057 
mail: kyotu@adb.fukushima-u.ac.jp 

接続領域科目や教養領域科目、問題探究領域科目に

ついて 

科目等履修生、研究生等について ＜教務課＞ 

教務企画係： 

ＴＥＬ 024-548-8053 
mail: k-kikaku@adb.fukushima-u.ac.jp 

単位互換について 

 

 

福利 

厚生 

・ 

学生 

生活 

・ 

その他 

 
 

 

就職・進路（企業求人、公務員・教員採用試験等）

についての相談 
＜キャリアセンター＞ 

TEL 024-548-8108 
mail: shushoku@adb.fukushima-u.ac.jp 

アルバイトに関すること 

学生が自主的に参加する就業体験やインターンシッ

プ等について 

学内での忘れ物・落とし物 

＜学生支援課＞ 

ＴＥＬ 024-548-8054 
mail: gakusei-kagai@adb.fukushima-u.ac.jp 

サークル活動で施設を借りたい場合 
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福利 

厚生 

・ 

学生 

生活 

・ 

その他 

奨学生及び奨学金についての相談 ＜学生支援課＞ 

ＴＥＬ 024-548-8060 
mail: gakusei-s@adb.fukushima-u.ac.jp 入学料・授業料の免除・徴収猶予について 

授業料の納入について 
＜会計課＞ 

ＴＥＬ 024-548-8015 

救急措置、健康についての診断・相談 
＜保健管理センター＞ 

ＴＥＬ 024-548-8068 
mail: hcc-admin@adb.fukushima-u.ac.jp 

学生生活上の様々な悩み事などの相談 
＜学生総合相談室＞ 

ＴＥＬ 024-548-5156 
mail: g-soudan@ipc.fukushima-u.ac.jp 

障がいのある学生の支援について 
＜アクセシビリティ支援室＞ 

ＴＥＬ 024-503-3258 
mail: a-shien@ipc.fukushima-u.ac.jp 

教育研究災害傷害保険等について 
＜福大生協＞ 

ＴＥＬ 024-548-5141 

BYOD について mail：byod＠adb.fukushima-u.ac.jp 

センターアカウント、センターウェブメール、学内

ネットワークについて 

<情報基盤センター> 
T E L  024-548-8018 
mail：ipc-office@adb.fukushima-u.ac.jp 

留学・ 

国際交流 

留学や国際交流活動についての相談 

外国人留学生の生活全般や在留資格等に関する相談 

＜国際交流センター＞ 

TEL 024-503-3066 

  024-503-3067 
mail: ryugaku@adb.fukushima-u.ac.jp 

 

【場所】 

教務課は S 棟２F、学生支援課、国際交流センターは S 棟１F、キャリアセンターは 

Ｓ棟３Ｆ、会計課は事務局棟２F、保健管理センターは事務局棟裏、附属図書館、情報基盤センターは S

棟 M 棟の北側、学生総合相談室・アクセシビリティ支援室は大学会館２F、福大生協は大学会館１F にあ

ります。 

（各建物の配置はキャンパスマップを参照してください。） 

 

【教務 Q&A】 

授業やカリキュラム、資格や卒業などの質問＆回答、用語や制度の説明は以下のサイトに Q&A 形式で掲

載されています。必ず一度は目を通しておいてください。 

詳細は教務課ＨＰ内↓で確認できます。 

（ https://kyoumu.adb.fukushima-u.ac.jp/pdf/g_qa/Q&A_R7.pdf ） 
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研究室 保全プロジェクト 資料室 研究室

７階
佐々木 被災文化財等 行政情報 荒木田 田村

７０１ ７０２ ７０３ ７０４ ７０５ ７０６

研究室 ホール （男） 研究室 研究室
エレベー

ター７０７ ７０８ ７０９ ７１０

黒崎
比較文化

情報
資料室

ＷＣ

研究室 研究室 研究室 研究室 研究室 研究室
西田 尹 岸見 岩崎 大黒 廣本 村上

８１１ ８１２ ８１３ ８１４ ８１５ ８１６

研究室 研究室 階段 研究室 研究室 研究室
８１７

８１８ ８１９ ８２０

中里非常階段 合同研究室
研究室 研究室 研究室 研究室

８０７ ８０８ ８０９ ８１０

８階
垣見 （食農） 阪本 鈴木(め)

（女/男） 研究室 研究室
エレベー

ター８０１ ８０２ ８０３ ８０４ ８０５ ８０６

小規模
自治体
研究所

ＷＣ

研究室 研究室 研究室 研究室 研究室 研究室 資料室 ホール

行政政策学類棟

浦谷 金井 （食農）福島（慶） 山﨑 福島(雄） 法令 (食農)石井 高橋(有)



※耐震改修工事(平成26年度完了)により空調はGHP(ガスヒートポンプ)、820、821、822、116、210はEHP(電気モーターヒートポンプ)

EHP方式 EHP方式 EHP方式

　　  行政政策学類棟へ

　　  行政政策学類棟へ

　　  行政政策学類棟へ

EHP方式

共通講義棟へ

EHP方式

プロジェクト室
<理>サウンド

スケープ研究室

１階 非常口 非常口

機械室 電気室 経済学会室
男子休養室

演習室

109 110 111 113女子休養室
だれでもトイレ

階段 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ 階段

114

演習室

115 116
便所 男

プロジェクト室 演習室 プロジェクト室 プロジェクト室

101 106

玄　関

保存書庫 スタジオ兼倉庫
<地域×データ実践教育推進室

>

事務室
演習室

107 108102 103 104 105

210
信陵自習室 行政・経済学類支援室 印刷室 文書庫 高商・学部

資料室
文書庫

209
非常口 非常口

機械室
便所 女

211 212 213 214 216 217
便所 男 215

階段 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ 階段

２階 大会議室 非常口

第１会議室 準備室

201 202 203 204 205 206 207 208

315 316 317

非常勤講師
控室信陵ラウンジ100

学類
スタッフ室

第2会議室 教員控室 応接室 学類長室

研究振興課 便所 女

312 313 便所 男 314

311

３階

地連
研振

資料室

階段 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ <教育推進>

前川
研究室

<教育推進>

鈴木（敦）
研究室

<教育推進>

久保田
研究室

<教育推進>

近澤
研究室

階段

306 非常口 307 308 309 310非常口 301 302 303 304 305

食農学類
後援会室

食農プログラム
プロジェクト室

<教育推進>

千葉
研究室

<ｷｬﾘｱ>
石井

研究室
研究・地域連携担当

理事室会議室

地域未来
デザインセ

ンター
研究室

副理事・
事務局
次長室

地域未来
デザインセンター

等

<教育推進>

加藤
研究室

松川
資料

準備室

<教育推進>

鈴木（あ）
研究室

演習室 ゼミ生用ロッカールーム

便所 女
408 409 410 411 412

便所 男

407
非常口 非常口

４階

階段 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ 階段
演習室 演習室 演習室

401 402 403 404 405 406

512 513 514

演習室 演習室 演習室 演習室 演習室 演習室 演習室

507 508 509
510 便所 男 511

プロジェクト室

階段 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ 院 　生 院 　生 階段
演習室 演習室 演習室

便所 女 研究室 研究室 研究室 研究室

院 　生 院 　生

非常口 非常口 504 505
503

506

623 624

院 　生 院 　生 院 　生

620

５階

演習室 演習室 合同研究室
研究室 談話室 研究室

501 502

615 616 617 618 619

階段
合同研究室

研究室 研究室 研究室 便所 女 研究室 研究室 研究室 研究室

階段 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ
ｸﾞﾝｽｹﾌｫﾝｹ

ﾙﾝ
伊藤

便所 男 621 622

614

６階

（食農）
小山

研究室

大川 末吉 佐野 (CFDC)
高際

研究室

非常口 601 602 603 604 605
609

606 607 608 非常口

食農
プロジェクト

室

<教育推進>

高森
研究室

ﾏｯｶｰｽﾞﾗﾝﾄﾞ

611 612 613

経済分析講
座資料室

コピー室 合同研究室

721 722 723 724

朱

プロジェクト室

吉田 熊沢 （食農）
林

研究室
プロジェクト室

715 716 717 718 719 便所 男

研究室 研究室 研究室 研究室 研究室

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ ｸｽﾞﾈﾂｫｰﾜ
合同研究室

稲村 三家本 階段

便所 女 研究室 研究室 研究室

会計学講座
資料室

福冨
経営学講座

資料室

(国際セ)
ﾖｰｽﾄ

研究室

根建 階段
合同研究室

研究室 研究室
720

714

７階

705 706 707 708

研究室 研究室

710 711 712 713

研究室

非常口 701 702 703 704 非常口 709

研究室 研究室

825

菊池 経済基礎論
講座

資料室

十河 貴田岡

プロジェクト室

荒

研究室 研究室 研究室 研究室 研究室 研究室 研究室

佐藤(寿) 生島 奥山 高橋 金

研究室

815 816 817 818 819 820 821

研究室 研究室 プロジェクト室 研究室 岩井研究室 研究室

便所 男 822 823 824

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ <理>
永幡

研究室

（食農）
則藤

研究室

ユン (国際セ)
何

研究室

階段

814

８階

藤原 村上 佐藤(英) （CFDC） 石川 野口 階段

非常口 809 810 811 812 813

研究室 便所 女

非常口 801 802 803 804 805 806 807 808

（食農）
藤野

研究室研究室 研究室 研究室 研究室 研究室

経済経営学類棟配置図

井上 （食農）
共同

研究室

（食農）
根本

研究室

井本 沼田

プロジェクト室

学類合同
合同研究室

吉高神

研究室

（食農）
福田

研究室

（食農）
髙野

研究室

（食農）
萩原

研究室

奥本

112

令和８年４月１日



鈴木昭夫
研究室

W C プロジェクト
室

プロジェクト
室

都市計画
演習室

共生システム理工学類棟 天文台
理　901

９階

気象観測室
階段801

８階

EV機械室

802

川﨑興太
研究室

杉森大助
研究室

筧 宗徳
研究室

生産・サービ
スシステム
演習室１W C

 階段 701 702 703 704 705 エレベーター 階段 706 707 708 709 710 711 712

学類共通実験室
唐島田龍之介

研究室
学類

実験室(1)
学類

実験室(2)

階段

７階

理科教育学
実験室

理科教育学
演習室

平中宏典
研究室

プロジェクト室
生産・サービ
スシステム
研究室２

植物生態学
演習室

水澤玲子
研究室

植物生態学
実験室

都市計画研究室 生物工学研究室

713 714 715 716 717 718 719 720 721

605 606 エレベーター 階段

722 723 724 725

心理学第２
実験室

実験心理学
研究室

地質学
第１研究室

生物圏
環境解析

第１研究室

塘 忠顕
研究室

生物圏
環境解析

第３研究室

W C 兼子伸吾
研究室

環境経済シ
ステム研究

室２

内海哲史
研究室

高原 円
研究室

西嶋大輔
研究室

環境経済シ
ステム研究

室１

精神生理学
実験室W C

607 608 609 610 611 612 613 階段

６階

筒井雄二研究室 長橋良隆研究室
電子顕微鏡
・蛍光Ｘ線
分析室

地質学
第２研究室

透過型電
子

顕微鏡室

生物圏
環境解析

第２研究室
保全生態学実験室

ネットワーク工学
実験室

精神生理学
研究室

理６２２演習室

 階段 601 602 603 604

614 615 616 617 618-3・618-4 618-1・618-2

数理科学第２研究室
中川和重
研究室

藤本勝成
研究室

笠井博則
研究室

W C 三浦一之
研究室

大沼亮
研究室

中山祐貴
研究室

619 620 621 622

 階段 501 502 503 504 505 508 509 510 511

中村勝一
研究室W C

エレベーター 階段

石川友保
研究室

物流システ
ム

研究室

512 階段

５階

数理科学研究室

アルゴリズム研
究室

知識情報システ
ム研究者

アルゴリズム研究室
知識情報システム研究室

データ工学研究室
インタラクション工学研究室

データ工学研究
室

インタラクション
工学

506 507

513 514 515 516 517

生田博将研究室
理４０２
演習室

理４０３演習室
サリム　ザ
ビル研究室

W C
技術経営戦略演習室

ｼｽﾃﾑｼﾐｭ
ﾚｰｼｮﾝ

研究室１

ｼｽﾃﾑｼﾐｭ
ﾚｰｼｮﾝ

研究室2

ｼｽﾃﾑｼﾐｭ
ﾚｰｼｮﾝ

研究室3W C

階段

４階

生田博将実験室
山口克彦
研究室

物性物理学研究室 物質科学研究室
長谷川真吾

研究室
情報セキュリティ研究室

408 409 階段 401 402 403 404 エレベーター

石岡 賢
研究室

技術経営戦略
研究室

階段 405 406 407

樋口良之研究室

410 411 412 413 414 415

W C

416 417

303 304 305

化学系学生
居室

高貝慶隆
研究室

薬品
保管庫

先進材料工学・
表面反応化学

第1実験室

大橋弘範
研究室

W C

階段 306 307 308 階段

先進材料工学研究室／表
面反応科学研究室

中村和正
研究室

先進材料工学・表面反応化学第２実験室

３階

理工後援会・
きびたき会

大山 大
研究室

分析化学
研究室

物質創成・分析化学実験室
物質創成
研究室

エレベーター

測定室
リフレッシュ

ルーム
無機化学研究室

猪俣慎二
研究室

高安 徹
研究室

有機化学研究室

 階段 301 302-1

309 310 311 312 313 314 315 316 317

階段 205

メカトロニクス研究室

318-1・2 319

共生システム理工学類
学類長室

島田邦雄
研究室

流体システム
工学研究室１

流体システム工学研究室２
W C 流体システム

工学研究室３
馬塲一晴
研究室

理工
小会議室

インキュベー
ションルーム

インキュベー
ションルーム

プロジェクト
室

プロジェクト
室W C

階段

２階 人文棟へ

理工大会議室
董　彦文
研究室

管理情報システム工学
研究室

宇宙論研究室
情野瑛
研究室

217-2

高橋隆行研究室

206 207 208 209 210 211

216 217-1

 階段 201 202 203 204 エレベーター

理１０１演習室 理１０２演習室 理１０３演習室
W C

W C

212 213 214 215

１階 人文棟へ

教員控室 印刷室
岩村振一郎

研究室
大樂武範
研究室

諸岡哲朗
研究室

倉庫 ｻｰﾊﾞｰ室
111 112

女子職員休憩室 男子職員休憩室

110 113104 105 106 107 108 109

 階段 101 102 103 エレベーター 階段

リフレッシュ
ルーム



田中 明
研究室
３０７

後藤 忍
研究室
６０６

環境計画研究室

６０５

４０５

EV

４０４Ａ

柴﨑 直明
研究室

黒沢 高秀
研究室

EV

階段
EV

階段

プロジェ
クト室
４０７Ａ

階段

インタラクティ
ブシステムデ
ザイン研究室

４０６

シールド
ルーム

インタラクティ
ブシステムデ
ザイン研究室

(実験室)

５０３

６０４

流域環境システム
研究室

衣川潤
研究室

川越 清樹
研究室

インタラクティブシステムデザイン研究室

EV

７０８

環境微生物
研究室２

６０７

難波
謙二

研究室
６０７Ａ

医用工学
第１実験室

医用工学研究室
廣田 峻
研究室
７０９

７１０

EV

共同分析室

１０４

階段
EV２０７

３０６

人間医工学研究室

７０１

３０８

５０６

　 共同分析室

４０１

５０１

６０１

４０３

３０１

２０３

階
段

階
段

渡り廊
下理工
棟へ

３０３３０２

化学実験室

試料室

進化生態学
研究室

環境微生物
研究室１

地下水盆
管理研究室６０３

稲田
シュンコ
研究室
７０７Ａ

土壌浄化実験室

EV
階段

前室

動物
飼育室
７０５

ＷＣ（男）

ＷＣ（女）

防音室
３０４

暗室

ＷＣ（女）

５０２

階
段

大学院
掲示板

２０２

生産システム
演習室

 リフレッ
シュ

ルーム

４０２

ＷＣ（女）

光学
実験室

ＷＣ（男） ＷＣ（女）

機械室 電気室

ＷＣ（男）

コンピュータ実習室

 リフレッ
シュ

ルーム

機械加工室

ＷＣ（男）

１０１Ａ

精密測定室

１０１

玄関
ホール

１０２

放射線計測室

３階
ＥＶ

湯沸
室

基礎物理学実験室

■
AED

物理学
準備室

ＷＣ（男）

１階
ＥＶ ＷＣ

２階
ＥＶ

湯沸
室

２０１

３０５Ａ

湯口彰重
研究室

ＷＣ（男） ＷＣ（女）

ＷＣ（女）

地球環境実験室
６階

ＥＶ
湯沸
室

階
段

生態学実験室
７階

ＥＶ
湯沸
室

生物
標本室
７０１Ａ

４階
ＥＶ

湯沸
室

階
段

化学実験準備室

共同分析室１
５階

ｴﾚﾍﾞｰ
ﾀｰ

湯沸
室

生物標本室

７１２

プロジェクト室

４０８

７０７

７１１

６０８

７０６

階
段

７０３

階
段

６０２

共同分析室２

７０４

医用工
学第２
実験室

心理学
実験室

ＷＣ（男） ＷＣ（女）

 リフレッ
シュ

ルーム

 リフレッ
シュ

ルーム

７０２

４０７

プロジェクト
室

植物分類学
研究室

１０３

４０４

プロジェクト室

暗室

５０３Ａ

階段

共同分析室機械室

電気室

２０６

暗室

共同分析室

階段

吉田 龍平
研究室

横尾 善之
研究室
５０５

流域水文学研究室

５０４

プロジェクト室

３０５

６０４Ａ

２０４

気象学実験室

２０５

共生システム理工学類 研究実験棟



理工共通棟

ＷＣ

水素エネルギー総合研究所
共同分析室

廊

下

会議室

101
106

水素化学研究室

応用有機化学研究室
解析電気化学研究室

バイオマス資源工学研究室

化学工学研究室

108 105

102

マテリアル化学工学研究室

107 103

浅田 隆志研究室

104

非常口

募金記念棟

テラス

女子
ＷＣ

男子
ＷＣ

風除室

ホワイエ

会議室1

会議室2

会議室3

ホール廊下

玄関

非
常
口

水素

エネルギー

総合研究所

所長室



 

 

 

 

 

▲ 外階段

▶ 風除室

共同実験室B

A102

玄関ホールEV

風除室

１階

設備室 電気室
共同実験室D

A105

WC(男)
共同研究室

A104WC

（女）
シ

ャ

ワ

ー

室

共同実験室C

A103

前室
共同実験室A

A101
EV

展示ホール

３階

だれでもトイレ

WC(女)EPS

EV

２階

PS・DS 農業経営演習室

A206

印刷室

(教員)

A205

小会議室

A204

職員専用

ルーム
WC(男)

大会議室

A203

学類長室

A202

学類支援室

（事務室）

A201

３階 ミーティング

スペース

（教職員）

WC（女）

給湯室EPS

島

研究室

A306

寺田

研究室

A305

高梨

研究室

A304

原田(茂)

研究室

A303

熊谷

研究室

A302

藤井

研究室

A301

PS・DS 食品科学実験室B

A309

食品科学実験室A

A308

酒類試験

実験室

A307

WC（男）

 

４階

PS・DS 食品科学演習室

A406

生産環境演習室

A405

申

研究室

A404
EPS

附属発酵醸造研究所

A403

附属発酵醸造研究所

A402

院生室

 A401

牧

研究室

A503

升本

研究室

A502

研究室

A501

 

EV

 

EV

WC（男） ４階 ミーティング

スペース

（教職員）

WC（女）

給湯室

食農学類管理棟 （Ａ部屋番号）

５階

PS・DS
岡野

研究室

A511

高橋

研究室

A510

西尾

研究室

A509

原田(英)

研究室

A508

高木

研究室

A507

WC（男） リフレッシュ

スペース

（教職員）

WC（女）

給湯室EPS

吉永

研究室

A506

金子(大)

研究室

A505

尾形

研究室

A504

AED



（プロジェクト室） （プロジェクト室） 106

情報基盤センター配置図

１ 階 平 面 図

102 103

階

段

（会議室）
101 104

108
（演習室） （前室） （演習室） （事務室・

107
学生窓口）

ＷＣ(多目的) 105
エレ

ベーター
来客・職員ＷＣ

ＷＣ（男女） （計算理工学

研究室）
（男女）

階

段
入  口

非常口

202 203 205

２ 階 平 面 図

（院生室）
（2F 演習室）

（資料室）

エレ

ベーター
201 204 206

（共同研究室） （演習室） （男女）
（松本研究室）

ＷＣ

階

段

階

段

３ 階 平 面 図 非常口

301 305

(食農 深山研究室) (食農 髙田研究室)

(食農 新田研究室) (食農 河野研究室)

302・303 ホール 306
(附属農場職員室)

農業生産演習室 307
(食農 渡邊研究室)

304 308

309
310 カンファレンス

ルーム

兼コピー室
院生室

エレ

ベーター 階

段出入口 出入口



●

●

学校臨床支援センター棟/
地域未来デザインセンター棟配置図
４　階

403
村木

研究室

402
視聴覚教材

制作室

ＷＣ
男 ＷＣ

女

401
音楽ﾘｽﾞﾑ実習室

非常階段

Ｐ．Ｓ

非常口 土足厳禁！

407
天野

研究室

406
原野

研究室

405
幼児心理
実 験 室

404
保育方法実習室

３　階

303-2
教　育
相談室

303-1
集団面接室

ＷＣ
男 ＷＣ

女

Ｐ．Ｓ

302
岡田

研究室

301
学校臨床支援セン
ター長室・会議室

教育相談料
授受ブース教育相談

待合室 前室

非常口
非常階段

306-2
心　理
相談室

306-1
プレイルーム

305-3
遊 戯

療法室

305-2
生島

研究室

305-1
心 理

検査室

304
相談準備室

カルテ
管理室

ス
ロ
ー

プ
連
絡
橋

２　階

203
宗形

研究室

202-2
岸

研究室

202-1
青木

研究室

ＷＣ
男 ＷＣ

女
208

教職課程センター
小会議室

玄
関
ホ
ー
ル

Ｐ．Ｓ

非常口
非常階段

201
特　別　教　室
（80～150人）

１　階
104-1

地域未来
デザイン
センター
専任教員
研究室

103
地域未来
デザインセ
ンター資料
室・倉庫

人間発
達文化
学類コ
ピー室

102
学校臨床
支援セン

ター資料室
（ビデオライ
ブラリー）

101
機械室

Ｐ．Ｓ

104-2
授業分析室
（10～20人）

207
高野

研究室

206
地域未来
デザイン
センター
専任教員
研究室

205
地域未来デザイン
センター事務室

204
地域未来デザインセンター

イノベーションコモンズ
倉庫

非常口

105
地域未来デザインセンター
インキュベーションルーム

非常階段

106
ＭＬ教室

教 育 相 談 面 接 者 専 用 駐 車 場

Ｐ Ｐ Ｐ
AED

車いす



至 二本松

至 福島市内

至 松川・二本松至 福島・南福島
金谷川駅

正門へ

駐輪場

保健管理センター

経済経営学類棟

講義棟

体育館

学校臨床
支援センター

プール

野外ステージ

保健体育棟

ハンドボールコート

サッカー・ラグビー場

テニスコート

ゴルフ練習場

第二体育館

合宿研修施設

バレーボールコート

弓道場

野球場

学生寮

馬場

理工共通棟

陸上競技場

音楽棟

西門

美術棟

信陵公園

行政政策学類棟

総合情報処理センター

学生活動センター棟

食農学類
附属農場（畑・果樹園）

共生システム理工学類
研究実験棟

文化系
サークル棟

附属図書館

共生システム
理工学類棟

環境放射能研究所

人間発達文化
学類棟

体育系
サークル棟

2

1

4 5

6

7

8

3

10

食農学類   
附属農場（水田）

大学会館
（学生食堂・売店・
学生総合相談室 ）

食農学類棟9

69 70

キャンパスマップ
自然に囲まれたキャンパス　自然とともに学ぶ

5学類・4研究科が1つのキャンパスで学んでいます。

masa
テキストボックス
地域未来デザインセンター


masa
テキストボックス
募金記念棟

masa
テキストボックス
Ｌ

masa
テキストボックス
Ｓ


masa
テキストボックス
Ｍ

masa
テキストボックス
Ｍ

masa
テキストボックス
Ｌ

masa
テキストボックス
Ｌ

masa
テキストボックス
フクニチャージ図書館
（附属図書館）


masa
テキストボックス
★福島大学は、福島日産自動車株式会社とネーミングライツ・パートナー契約を締結し、附属図書館の愛称を「フクニチャージ図書館」としています。






masa
テキストボックス
教職課程センター


masa
スタンプ

masa
スタンプ

masa
テキストボックス
Ｓ


masa
テキストボックス



masa
テキストボックス
情報基盤センター


masa
テキストボックス
事務局棟


masa
多角形

masa
線


